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決算特別委員会記録（第１号） 

 

 

令和４年９月９日 金曜日 午後１時４２分開議 

委員長 今 田 浩 徳     副委員長 八 鍬 長 一 

 

 出 席 委 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   叶  内  恵  子  委員 

  ３番   新  田  道  尋  委員     ４番   八  鍬  長  一  委員 

  ５番   今  田  浩  徳  委員     ６番   押  切  明  弘  委員 

  ７番   山  科  春  美  委員     ８番   庄  司  里  香  委員 

  ９番   佐  藤  文  一  委員    １０番   山  科  正  仁  委員 

 １２番   奥  山  省  三  委員    １３番   下  山  准  一  委員 

 １４番   石  川  正  志  委員    １５番   小  嶋  冨  弥  委員 

 １６番   髙  橋  富 美 子  委員    １７番   佐  藤  卓  也  委員 

 １８番   小  野  周  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 武 田 信 也  総 務 主 査 笹 原 佳 子 

主 任 小 松 真 子  主 事 秋 葉 佑 太 

 

本日の会議に付した事件  

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

新田道尋臨時委員長 ただいまから委員会条例第

10条第１項の規定に基づき決算特別委員会を開

き、委員長の互選を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、新田道尋が

臨時に委員長の職務を行いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  ただいまの出席委員は17名です。 

  欠席通告者はありません。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

新田道尋臨時委員長 委員会条例第９条第２項の

規定により委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選の方法につきましては、会議規

則第126条第５項の規定により指名推選による

こととし、臨時委員長において指名したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に今田浩徳委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました今田浩徳委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、今田浩徳委員が委員長に当選されました。 

  それでは委員長と交代いたします。御協力あ

りがとうございました。 

   （臨時委員長退席、委員長着席） 

今田浩徳委員長 ただいま決算特別委員長に当選

いたしました今田浩徳でございます。それでは、

皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

今田浩徳委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第126条第５項の規定により指名推選によ

ることとし、委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に八鍬長一委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました八鍬長一委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました八鍬長一委員が副委

員長に当選されました。 

  八鍬長一副委員長、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

散      会 

 

 

今田浩徳委員長 それでは、９月16日金曜日午前

10時より決算特別委員会を本議場において開催

いたしますので、御参集願います。 
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  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時４６分 散会 
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決算特別委員会記録（第２号） 

 

 

令和４年９月１６日 金曜日 午前１０時００分開議 

委員長 今 田 浩 徳     副委員長 八 鍬 長 一 

 

 出 席 委 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   叶  内  恵  子  委員 

  ３番   新  田  道  尋  委員     ４番   八  鍬  長  一  委員 

  ５番   今  田  浩  徳  委員     ６番   押  切  明  弘  委員 

  ７番   山  科  春  美  委員     ８番   庄  司  里  香  委員 

  ９番   佐  藤  文  一  委員    １０番   山  科  正  仁  委員 

 １２番   奥  山  省  三  委員    １３番   下  山  准  一  委員 

 １４番   石  川  正  志  委員    １５番   小  嶋  冨  弥  委員 

 １６番   髙  橋  富 美 子  委員    １７番   佐  藤  卓  也  委員 

 １８番   小  野  周  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

 欠     員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 西 田 裕 子  総 合 政 策 課 長 川 又 秀 昭 

財 政 課 長 荒 澤 精 也  税 務 課 長 佐 藤   隆 

市 民 課 長 伊 藤 幸 枝  環 境 課 長 小 関   孝 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 伊 藤 リ カ  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 加 藤   功 

健 康 課 長 山 科 雅 寛  農 林 課 長 柏 倉 敏 彦 

商 工 観 光 課 長 小 関 紀 夫  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 矢 作 宏 幸  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 荒 田 明 子 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長 
兼教育総務課長 平 向 真 也 

学 校 教 育 課 長 杉 沼 一 史  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監 査 委 員 
事 務 局 長 津 藤 隆 浩 
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選挙管理委員会 
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会 

事 務 局 長 岸     聡 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会 
事 務 局 長 横 山   浩 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 武 田 信 也  総 務 主 査 笹 原 佳 子 

主 任 小 松 真 子  主 事 秋 葉 佑 太 

 

本日の会議に付した事件  

 

議案第３８号令和３年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 



 - 195 - 

 

開      議 

 

 

今田浩徳委員長 おはようございます。 

  開会の前ではありますが、都市整備課長より

発言の申出がありますので、これを許可いたし

ます。 

  都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 おはようございます。 

  先日、９月12日の本会議開催前に発言をさせ

ていただきました北本町アーケードの代執行に

関連いたしまして、昭和会の代表者の変更登記

に関する手続の状況について、一昨日の９月14

日の夕方、昭和会より代表理事の登記が完了し

た旨の連絡を受けましたので、報告をさせてい

ただきます。 

  なお、当該登記事項につきましては、改めて

原本にて内容を確認させていただき、変更され

た代表理事が記載されていることを確認したと

ころでございます。 

  以上、報告をさせていただきました。よろし

くお願いいたします。 

今田浩徳委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は17名です。 

  それでは、これより決算特別委員会を開きま

す。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第38号令和３年度新庄市一般会計歳入歳出決算

の認定についてから議案第44号令和３年度新庄

市下水道事業会計決算の認定についてまでの７

件であります。 

  審査に入る前に、審査及び本委員会の進行に

関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

を取りながら進めてまいります。質問は、決算

に関する資料の名称とページ数、款項目、事業

名など、具体的に示してから質問されるようお

願いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に、発言は全

て簡明にするものとして、議題外にわたり、ま

たはその範囲を超えてはならないと規定してお

りますので、これを遵守お願いいたします。 

  なお、本日は午後４時頃の終了をめどに進め

てまいりたいと思いますが、委員皆様の御協力

をいただきますようよろしくお願いいたします。 

  以上、ただいま申し上げました点につきまし

て特段の御理解と御協力をお願いいたしまして、

ただいまから審査に入りたいと思います。 

 

 

議案第３８号令和３年度新庄市一

般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 

 

今田浩徳委員長 それでは、初めに、議案第38号

令和３年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

  一般会計の審査につきましては、歳入と歳出

を分けて質疑に入ります。質疑は、答弁を含め、

歳入と歳出においてそれぞれ１人30分以内とい

たします。 

  それでは、質疑に入ります。 

  一般会計の歳入につきまして御質問ありませ

んか。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 質問させていただきま

す。 

  決算書73ページ、21款諸収入４項雑入２目雑

入の生活保護費等返還金についての質問をさせ

ていただきます。 

  こちらですけれども、収入未済額がとても大

きいと思います。そして、諸収入の中でも

4,126万4,000円の中の主なものの78.1％が生活
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保護費等の返還金に当たるのですけれども、こ

ちらは累積していて大きいのですが、常態化し

ている部分もあると思うのですけれども、この

点について何が問題になっているのか教えてく

ださい。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 御質問の

生活保護費の返還金についてですが、確かに委

員おっしゃるとおり、毎年未済額があり繰越し

が出ておりまして、かなりな金額が滞納になっ

ているという形になっております。 

  これについては、やはり生活保護を受けてい

らっしゃる方が、生活保護費のほかに、例えば

年金の収入ですとか就労の収入があった場合に

生活保護費が減額されるわけですけれども、そ

ういった収入が増えたときに随時申告をしてい

ただくことにはなっているのですけれども、被

保護者の方が随時申告するということが実際は

なかなかされていないという状況にございます。 

  こちらといたしましては、被保護者の方の訪

問を定期的に行っているわけですけれども、や

はり１人のケースワーカーに対して70件ほどの

ケースを持っておりますので、頻繁に訪問を行

うということもなかなかできないような状態に

なっております。 

  ただ、年間の訪問計画は立てておりますので、

そういった計画をしっかり遂行するとともに、

被保護者に対して、そういった収入申告なども

制度として行うべきものなのだということをし

っかり訪問の際に確認させていただいて、返還

金が出ないように未然に防ぐということを、ま

ずはしっかり行っていきたいというふうに考え

ております。以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ありがとうございます。 

  いろいろ対策を考えて、１人のケースワーカ

ーの方が70件も訪問されていて、また年間計画

も立てていて、いろいろお知らせをしていると

いうことで、すごく頑張ってらっしゃるのだな

と思いました。 

  あと、こちらのほうに関して、市税でいくと

５年たつと不納欠損とかというのがあるのです

けれども、こちらのほうはどのようになるので

しょうか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 制度とい

たしましては、不納欠損もできるということに

なっておりますが、今現在、新庄市としては不

納欠損の処理を行っていないという状況になり

ます。 

  ただこういった状況ですので、今後はその債

権管理について、なおさらに精査した上で、今

後どのような処理を行っていくのが適正である

かということについて、引き続き検討して実施

してまいりたいと思います。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 健康の状態とか、今、

コロナ禍で仕事も大変だとか、いろいろ経済的

には大変なのは分かるのですけれども、やはり

ここに関しては公平性を重視することも必要で

あると思います。 

  地域を回っていると、高齢者の御夫婦とかで

国民年金だけで、また仕事もしながらやってい

るという方もいらっしゃいます。そういった方

もいらっしゃいますので、ぜひ公平性によって

返していただけるものは返していただくような

形で進めていっていただきたいと思います。そ
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れについていかがでしょうか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員のお

っしゃるとおり、国民年金のみで生活していら

っしゃるという方も実際いらっしゃいますので、

そういった方は本当にぎりぎりの生活をされて

いるということも把握しております。 

  そういった中で、適正に生活保護について債

権が発生した場合に返還していただくというこ

とはやはり必要なことですので、ここはしっか

りと相手方にもそこを説明した上で、回収につ

いて今後も引き続き努めてまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ぜひ、本当に１件１件

いろいろ訪問も大変かと思いますけれども、よ

ろしくお願いいたします。 

  以上です。 

今田浩徳委員長 ほかに、歳入に関してございま

せんか。 

３ 番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

今田浩徳委員長 新田道尋委員。 

３ 番（新田道尋委員） 私からはまず、ページ

66の18款１項２目のふるさと納税についてお伺

いいたします。 

  これは当初10億円ということで、途中で補正

で追加しまして合計14億2,800万円、ここにあ

るとおりでございますけれども、結果としては

12億9,800万円ですか、収入済額のあるとおり

でございますけども。 

  決算は次年度の予算に反映させるという大き

な任があるわけでございますので、この数字の

流れについてどうも私はこれでいいのかどうか

ということを非常に不思議に思っているもので

すからお伺いしたい。 

  今年度令和３年度の決算はこういうふうな状

態でありましたのですが、来年度はどういうふ

うにふるさと納税を取り扱っていくとかという

ことをお伺いしたいと思います。 

  なぜかといいますと、令和２年度前年度にお

きましては、最初のスタートが２億円しかなか

ったのです。そこで途中で16億1,000万なんて

莫大な大きい数字を補正で追加して、合計18億

1,000万円というふうなことで進んできたので

す。 

  結果としては、15億4,300万円というふうな

状態になったのですが、あまりにも数字が独り

歩きしている。こういうふうな計画の立て方で

はまずいのではないか。ふるさと納税が必要で

あるかどうかとか問われる、私から見るとです。

新庄市はふるさと納税が要るのだか要らないだ

かと言いたくなるような数字の動きがあるわけ

です。 

  これは１回だけでなく過去に何回もそういう

ことがありまして、途中で追加したと、大幅に

追加したと。１億、２億の問題じゃないのです。

そういうふうな予算の立て方をやっているので

す。 

  普通でしたらば、その決算の状況を見て、来

年度はもう少し努力してアップしましょうとい

うふうな予算の立て方をするのが普通じゃない

かと私は思うのですが、来年に向かって、どん

な考えをこの問題に対して考えているかお伺い

します。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 ただいま新田委員のほう

から、ふるさと納税寄附金の予算の立て方につ

いてということで御意見を頂戴いたしました。 

  確かに令和２年度の段階でも、予算の立て方

といいますか、決算の段階で歳入の予算と実績

とが乖離があって、そのときもそういうちょっ
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と大きい見積りはうまくないのではないかとい

う御意見を、令和２年度のときにもあったとい

うふうに記憶しております。 

  そういった反省を踏まえまして、令和３年度

当初10億円ということで見込ませていただきま

したけれども、ふるさと納税につきましては相

手方があるということが１つと、あと、コロナ

禍によりましてそれによる巣籠もり需要という

ふうな部分で、一昨年は15億円を超える多額の

寄附金を頂いたということがあったりですとか、

先が読めないというふうなところがありまして、

そのときは予算を小刻みに計上させていただい

て、最終的にちょっと乖離が大き過ぎて駄目な

んじゃないかという御意見をいただいたという

結果になっております。 

  令和３年度につきましてはそういった反省を

踏まえて、当初10億円で一旦巣籠もり需要等の

寄附金の増も見込んで見させていただいた中で、

その年間の寄附の歳入状況を見ながら増額補正

をさせていただいた結果、予算14億円程度に対

しまして12億7,000万円という形の決算になっ

たところでございます。 

  これでも、歳入の予算に対して寄附金額がち

ょっと少なくて見積りが甘いのではないかと言

われるかもしれませんけれども、ふるさと納税

につきましては、歳入の寄附金と、あと、経費

とか返礼品をする歳出のほうの金額が同額とし

て予算に計上させていただいているものでござ

います。 

  そういった中で、歳出の返礼品に要する経費、

またそれを郵送する配送料でありますとか、そ

ういった部分の予算が足らなくならないように

見積もる必要がありますので、結果、歳入のほ

うも同じように14億円の予算に対して12億

7,000万円というふうな結果にはなっておりま

すけれども、この理由といたしましては、ただ

いま申し上げましたように、歳出予算を不足し

ないように少し多めに盛る必要があることから

このような状況にならざるを得ないというふう

なことになりますので、この点について御理解

をいただければと思います。 

  なお、今後につきましても、そういう寄附の

歳入の状況を見ながら、あまり乖離が生じない

ような適切な予算の措置について努めていきた

いと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

３ 番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

今田浩徳委員長 新田道尋委員。 

３ 番（新田道尋委員） これは相手がある事業

ですので、いろいろとこちらの思うとおりには

いかないというところは十分理解できますけれ

ども、ただ、目標額設定時においては、ここま

ではやるのだというふうな確かな数字はやはり

押さえておかにゃならんのではないですか。 

  やってみたらば増えてきたから増やす。駄目

だとは言いませんけれども、もう少し的確に慎

重に新庄市の目標というものをしっかり見据え

てやるべきだと私は思うのです。 

  足らないから足してやる、これは当然でしょ

うけれども、そういうふうな方法でなくて、今

年度はこれだけやるのだというふうなしっかり

した目標を立ててやっていただきたい。 

  なぜかというと、他の市町村、自治体を見る

と、減っているなどというところ、計画より減

ったなんてところはほとんどないです。ほとん

ど増で増額になっている。特に山形県内の自治

体は優秀で、非常にふるさと納税に対して積極

的に向かっている、事業展開しているというと

ころが非常に多い。 

  我が新庄市でも、材料不足じゃないですし、

いろいろな提供するものがあるのだから、それ

はしっかりと生かしていって、地域の産業発展

にもなるわけですから経済的な効果も大きいと

思うのです。10億円という金が動くのですから。

もう少しきちっとしたやり方を来年度はやって

いただきたいというふうにお願いしておきます。 
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  あと、次、成果では41ページになります。１

款の市税のところです。最初。成果書では41ペ

ージです。 

  ここに令和３年度の結果が、納税の状況とい

うことでここにあります。一覧になってありま

すけれども、これを見ますと、非常に前年度に

比べて収納率が上がったということが報告にな

っています。これは大変結構なことで、要する

に、この収納率を上げれば不納欠損処理する金

額もおのずと減ってくると。非常にいい結果を

生むわけです。 

  そして、私が申し上げたいのは、前年度に比

べて……（「新田委員、マスクをもうちょっと

鼻まで」の声あり）このようにいい数字を出し

たその要因は何であるかということをお聞きし

たいと思います。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 おはようございます。 

  収納率向上のために令和３年度は前年に引き

続き、１つは前年度課税分を優先した、２つ目

は滞納整理を強化した、３つ目は納税環境の整

備、この３つの方針を定めて取り組んだところ

でございます。 

  現年度課税分につきましては、引き続き、納

税相談員を４名確保し、この体制を継続してま

いりました。早期の催告ときめ細かい収納、徴

収の管理を行ったところでございます。 

  滞納整理の強化につきましては、財産調査の

強化を行っております。主要施策の成果の42ペ

ージをお開きいただきたいと思います。 

  成果の42ページの差押え状況の表の財産調査

の表を見ていただきたいのですが、給与の調査

を昨年令和２年度の３倍やってございます。 

  そして、差押え処分のところですが、債権の

差押えを昨年の２倍行っております。このよう

に調査等を数多く行い、債権の差押えを行った

ところでございます。 

  これに当たりましては、滞納者の経済状況を

もちろん十分に配慮しながら、給与等の差押え

などを行ったところでございます。 

  納税環境の整備につきましては、令和３年４

月から介護保険料と後期高齢者医療保険料のコ

ンビニ収納、スマホ収納を実施し、24時間いつ

でも納付できるような体制を整えたところでご

ざいます。 

  また、土日、夜間の納税相談の窓口の開庁で

すが、例年よりも回数多く実施し、夜間訪問や

電話催告、納税相談等を実施したところでござ

います。以上でございます。 

３ 番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

今田浩徳委員長 新田道尋委員。 

３ 番（新田道尋委員） 税務課の努力がありあ

りと見えてくるわけですけれども、この成果表

の43ページにありますように、６番の不納欠損

の処理状況は前年度の半分までになったという

大変すばらしい数字を残してくれたのですけれ

ども。 

  国民誰でも納税の義務というのは法律上定め

られていて、応分の納税をしなきゃならないと

いう基本的なことはありますけれども、納税が

発生したから、税金がかかったからと、その徴

収の方法は、納める義務があってもいろいろな

事情があって難しいという状況が生涯の中には

生まれるわけですから、それをいかに上手に徴

収していくかというのがテクニックだと私は思

うのです。 

  義務があるからと、ぎりぎり毎日、連日連夜

通って徴収するような方法でなくて、理解を得

るための説得というのも重要な事案であると私

は思うのです。 

  ですから、納税相談の段階で納税徴収員がど

ういうふうに戸別訪問して対応しているかとい

うのは、非常に不安に思います。あまり強引過

ぎると逆に走っていく場合もありますから、そ

の辺を話術でもって、またその熱意でもって解
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決していくというのが望まれるわけですけれど

も、どうかこういうふうにいい数字を出してく

れたのですから、なお今後も継続して努力して、

ゼロ％に近いような数字に持っていくように、

今後も努力を続けていただきたいと言って終わ

ります。 

  以上です。 

今田浩徳委員長 ほかに、歳入に関しましてあり

ませんか。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 最初に、11款１項地方

交付税ですけれども、監査委員の報告を見ます

と、普通交付税について前年比５億5,639万

7,000円が増加したと報告いただいております。 

  この要因となった、約５億6,000万円の増加

となったその要因となっている部分、どういっ

たことが仕組みとして増額になる要因となって

いるのか、なったのかということを、まず伺い

たいと思います。 

  そして、54ページの国庫支出金の中の１款２

項１目の総務費国庫補助金、こちらの中のマイ

ナンバーカードの交付事務費補助金、また交付

事業補助金、それに付随するところの補助金も

ありますが、この主要であるカードの事務費補

助金、また事業費補助金について、国庫負担金

の額が平成27年度から大きく変わってきておる

と思います。 

  国の政策であるのですけれども、この交付金

の算定に当たってどういった変化が基準になっ

て算定になっているのか、また、どのような国

の政策によって変化してきたのかということを

お尋ねしたいと思います。 

荒澤精也財政課長 委員長、荒澤精也。 

今田浩徳委員長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 普通交付税の件でお答えいた

します。 

  普通交付税、令和２年度に比べまして５億

5,600万円ほど増加になったということの要因

ということでございましたけれども、当初算定

時におきまして、基準財政需要額のうち個別算

定経費における単位費用の増、それから地域振

興費における人口減少急激補償ということでの

増、それからまた、新設されました地域デジタ

ル社会推進費の増加などで、前年度より２億

8,800万円ほど増加となっております。 

  またさらに、12月に国の補正予算によりまし

て再算定が行われたところでございます。その

ときに、臨時経済対策費としまして１億900万

円ほど増となったというようなことで、令和２

年度に比べまして５億5,600万円と多くなって

いるような状況でございます。 

  以上でございます。 

伊藤幸枝市民課長 委員長、伊藤幸枝。 

今田浩徳委員長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 マイナンバーカード交付事務

費補助金についての御質問ですが、こちらは市

町村におけるマイナンバーカードの交付事務に

必要な経費に対して、国から10分の10補助がさ

れるものでございます。 

  対象経費といたしましては、人件費、消耗品、

それから専用の端末等に係る経費などを計上し

ておりますが、具体的には、市の職員の時間外

勤務手当、それから会計年度任用職員の人件費、

それから郵送料、あとは、システム関係の委託

料、使用料、備品購入費ということになってお

ります。 

  やはり交付率向上に伴いまして事務が増大し

ておりますので、こういったことで経費も増加

しているというふうな状況になっております。 

  続きまして、マイナンバーカード交付事業費

補助金ですが、こちらはＪ－ＬＩＳといいまし

て、国の機関のほうに市が委託をしている業務

がありまして、その内容は、個人番号カードの

関連事務、それからマイナンバーカードの申込

み処理、発行事務、あとはコールセンター事務、
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それからマイナンバーカード発行体制強化、そ

れから電子証明に関する業務、こういったとこ

ろをＪ－ＬＩＳというところで全国一括で行っ

ておりますので、そちらに係る費用を市町村の

人口割で算出しております。そちらを一旦国か

ら受けて、市町村からＪ－ＬＩＳのほうに負担

金という形で歳出をしているものでございます。 

  こちらも交付率の増に伴いまして金額が上が

っているというふうなところでございます。 

  以上です。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 地方交付税に当たって

は、今回、コロナの状況もあり制度の中で増額

になっている。そうすると、また社会状況が一

定に落ち着いてきた場合、これまでの金額の状

況に戻っていくところが大きいという理解をし

ていていいということでしょうか。 

  あとは、国の政策として、先ほど課長おっし

ゃったように、地域デジタル化社会の推進費と

いうことで令和３年度から計上されることにな

ってきています。このマイナンバーカードがデ

ジタル社会の実現という中で、まず一番最初の

始まりであると認識しております。 

  平成27年から始まって、今、市民課の課長が

おっしゃってくださって、交付数が増えてきた

ために、事務費補助金については100％補助が

頂けるということですけれども、前年と比べて

2,000件ほど、申請数自体は減っているのだけ

れども、交付数は前年に比べて増えているので

すけれども、この算定の仕方、交付事業費の算

定の仕方が昨年と比べて全く違うものですから、

国が大きく何か制度を変えたのかなと思った点

があって確認したかったのですが、その制度自

体は変わっていないという理解でいいのでしょ

うか。 

  前年度４万8,000円、今年度196万3,000円と

大変大きいと思ったのですが、いかがでしょう

か。 

伊藤幸枝市民課長 委員長、伊藤幸枝。 

今田浩徳委員長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 すみません。 

  令和２年度末の交付率が結構大きかったので

した。国のほうからＱＲコード付の申請書が再

発送されまして、令和２年度末に大きく申請が

ぐっと伸びたところで、令和３年度はちょっと

一旦落ち着いてきた状況がありまして、申請数

は少なくなっております。 

  すみません。先ほど、事業費補助金も増額に

なったというふうなお話をしてしまいましたが、

事業費補助金自体は、すみません、交付数に応

じまして減額になっておりました。 

  それで、国の制度自体はそんなに大きくは変

わっておりません。ほぼ、いろいろなマイナン

バーの交付に伴う必要な経費を大きく見ていた

だいておりますので、市町村が動きやすいよう

な体制づくりをサポートしていただいているよ

うな状況になっております。 

  以上です。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） このデジタル田園都市

国家構想基本方針の中で、2023年来年度から、

このマイナンバーカードの普及状況等も踏まえ

つつ、マイナンバーカードの交付率を普通交付

税における地域のデジタル化に係る財政需要の

算定に反映する予定だというふうに来ているか

と思います。 

  この項目が地方交付税に対してどのような変

化をもたらしていくと検討されているのか、伺

っておきたいと思います。 

荒澤精也財政課長 委員長、荒澤精也。 

今田浩徳委員長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 今、委員より御指摘あった部

分についてはまだ未定でございますので、お話

しすることが大変難しい部分がありますけれど
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も、実際に地域デジタル社会推進費ということ

で、このたび令和３年度において5,900万円ほ

どまるっと皆増というようなことでなってござ

いますけれども、この辺の部分で、いわゆる地

域デジタル社会推進費の部分の項目に合算され

るのか、また別な形で加わるのか、ちょっと定

かではありませんけれども、実際に、このデジ

タル社会における部分でそれなりに国としても

推し進めている部分でございますので、それを

地方公共団体がそれぞれ整備することによる部

分に対しては交付税措置として入ってくるのだ

ろうというようなことで考えてございます。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） こうやって率先して、

地方交付税というものを使って、率先してその

国の政策を何が何でもしなければいけない状況

に駆り出されていくということの危惧というか、

実際、行政の皆さんもあるのではないかなと思

います。 

  どうしても国の制度であるために止められな

いところもある。その中で、これもやはり進ん

でいかないと分からないかもしれないのですけ

れども、昨年のそのデジタル推進の分科会の中

で、これをどういうふうに考えたらいいのかな

と、ちょっと恐ろしいかなあと思った点がある

ものですから、行政の皆さんはどのように考え

ていらっしゃるのかなと思って伺っておきたい

と思ったのですが、この行政サービスが進んで

いくと、まず今は自治体がその申請であったり

手続を担って、市民の方とちゃんとフェース・

ツー・フェースでというか、対面するような場

がありますけれども、これがどんどん進んでい

くと、このサービス自体の受付というものが自

治体だけでもなくて民間に担っていこうと国が

しているなと。 

  そういった場合に、これがどんどん進んでい

った場合に、自治体としての団体自治としての

担い手である行政が、行政としてあり続けるこ

とがなかなか難しくなってくるのではないか、

デジタル化が進んでいく中で。 

  そういった点について、市の中でもＤＸとい

うことでデジタル化を進めていくための協議を

やっていらっしゃると思うのですけれども、そ

ういった点、何か今、将来に向けて協議なりし

ていることがあれば伺いたいなと思っているの

ですが、いかがでしょう。 

今田浩徳委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４０分 休憩 

     午前１０時４１分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 今、御質問のありました

ＤＸ関係の動きの部分につきましては、今現在

のＤＸの動きの部分については、庁内の各課に

おいてどういったことができるかというふうな

部分について今、検討して、これから行動計画

を立てていこうというところで推移しておりま

すけれども、今、叶内委員がおっしゃったよう

な、そういう全体的な部分の考え方というとこ

ろまでは議論しておりませんで、今後、国のほ

うの動向、推移を見守りながら、必要に応じて

検討していきたいというふうに考えております。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） デジタル化が進むこと

で市民との乖離が出てくる、乖離というか、だ

んだんだんだん生身としての住民と接する機会

が減っていくのではないかという懸念がある中

で、新庄市として民間に任せてしまわなければ

いけない状況が今後現れてくるのではないかと

想定もできるのですが、新庄市として、そのデ
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ジタル化の中にあっても住民の側で行政を行っ

ていくというその在り方を実践していっていた

だきたいなと思っております。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

今田浩徳委員長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 御意見ありがとうございます。 

  ＤＸにつきましては庁内で、デジタル化にお

けるスピードを持った形でつながっていくとい

うのは一つの手段であるというようなことを指

示しております。 

  やはり行政そのものは市民のフェース・ツ

ー・フェースというのが最終的に、最初であり

最後であるというようなことを、職員のほうに

も伝えていると思います。 

  ですから、つながるがスピード感を持つとい

うようなことは、社会の流れに対してスピード

感を持つということであって、逆に言えば、市

民が取り残されないようにフォローするという

ようなことも行政の大きな仕事であるというこ

とで、フェース・ツー・フェースの部分につい

てはしっかりとサポートしながら、行政事務に

おけるスピード感を持っていきたいと、そうい

うようなことを事務的に指示しているところで

あります。（「終わります」の声あり） 

今田浩徳委員長 ほかに、歳入。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 私からは２点ほどお尋

ねしたい内容です。 

  まずは、40ページ、41ページの１款１項１目

の市税についてでございます。 

  コロナ対策でいろいろ減税もされているよう

です。減税についての周知はどのようにされた

のでしょうか。また、その対象になっている方

たちへの周知についてとその効果について、ぜ

ひともお聞かせください。 

  ２点目です。66、67ページの18款１項２目の

ふるさと納税についてです。ここでは、ふるさ

と納税とふるさと納税の企業版についての２点

についてお尋ねします。 

  ふるさと納税は返礼品の充実もあったと思い

ます。そのことでたくさんの寄附が集まったと

思われております。その課題等があれば、お聞

かせください。 

  ２点目のふるさと納税の企業版についてです。

企業版のふるさと納税は返礼品も必要ないとい

うことで、大変自治体にとって有利であると考

えております。このまま、続けて納税していた

だける、寄附をしていただくということに対し

ての取組がもしあれば、お聞かせください。 

  以上でございます。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 コロナウイルス対策の減税

等々について御質問いただきました。 

  主要施策の成果の特会の部分になるのですけ

ども、国保、介護、後期の部分につきまして、

まず減税等を行っておるというふうなことで、

主要施策の成果の32ページ、新型コロナウイル

ス感染対策ということでここに結果を載せてあ

ります。 

  それから、固定資産税の部分についても同じ

く主要施策に載せております。 

  それで、御質問はどのようなＰＲをなさった

かというような御質問でございました。 

  基本的には市報に載せてございます。それか

ら、ホームページにも載せてございます。それ

から、納税相談においでになったお客様で、そ

のような大変なんだよとかというお話があった

段階で、もし該当するようだったらというよう

なことでお話もしてございます。 

  以上、大体３点でございます。 

  以上でございます。 

今田浩徳委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４６分 休憩 
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     午前１０時４７分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、私のほうから

庄司委員の御質問にお答えしたいと思いますけ

れども、まず、ふるさと納税の企業版の質問で

ふるさと納税の課題ということで感じていると

ころですけれども、先ほど新田委員のほうから

ももっと目標を持って、増えている自治体があ

るのにもっと目標を持って取り組むべきじゃな

いかというような御意見頂戴いたしましたけれ

ども、本市、特に今年度10億円の予算を掲げて

いる中で、目標達成がちょっと非常に厳しいか

なというところで捉えておりますので、やはり

課題といたしましては、様々な場面での周知の

不足というふうなところが課題として捉えてお

りますので、こういった部分についてもっと積

極的に様々な手法を持ってプロモーション等を

仕掛けていく必要があるのかなと感じておりま

す。 

  あと、企業版のほうの取組についてというこ

とで、決算額としては1,000万円、令和３年度

なっております。令和４年度は１億円の寄附金

を頂いておりますけれども、今現在、企業版の

ふるさと納税の取組につきましては、たまたま

企業から申出があったものを受け入れていると

いう受け身の体制になっているというところが

ちょっと否めませんので、今後、企業版につき

ましては、９月補正予算に積極的に取り組んで

いく経費を計上させていただいておりますけれ

ども、今後の方向性といたしましては、たまた

ま来たというふうな感じではなくて、積極的に

打って出たいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 一番最初の減税につい

てです。対象者へのアクセスは必要だと思うの

です。来庁の敷居が高いという声もいただいて

おります。相談体制について取り組んでいるこ

となどがあったらお尋ねしたいです。 

  そして、ふるさと納税についてです。先ほど

の課長のお話はとても重要で、前向きに捉えて

いただいてありがたいなと思っております。都

市部のゆかりのある方たちの気持ちを大切にし

ていただけたらと思っております。 

  市との交流を望む声もありますので、その点

に、今後、今までされていること、活動されて

いる内容について、再度お尋ねしたいです。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 私ども、職員に対しましては、

まずとにかく敷居は低くしなさいというような

指示を出してございます。 

  それから、説明に当たっては、税務課の言葉

を使うなというような指示を出しております。

平たくしゃべろうと、説明せよというようなこ

とを申しております。 

  そのぐらいかと思いますが、とにかく来る者

は拒まずの気持ちで日々業務に当たってござい

ます。 

  以上です。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、私のほうから

ふるさと納税の寄附者との交流的な感じかなと

いうふうに捉えたところですけれども、寄附を

頂いた方に対しましては、こちらのほうからダ

イレクトメールを発送するなどしながら、リピ

ーターの確保に努めているところです。 

  こういった効果もありまして、同じ方が何度

も寄附をしていただくというふうな成果にもつ

ながっているというふうに考えております。 
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  また、首都圏等におけるふるさと応援隊など

の際にも、そういったＰＲ等を積極的にしてい

く中で、寄附者とつながりを持って選んでもら

えるような市になっていければなというふうな

ことで取り組んでいるところでございます。 

  以上でございます。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） ぜひとも対応してくだ

さっている職員の方たちの目線がその対象の方

たちに向いて、それで同調を得て少しでも納め

たいと思ってくれるような体制をお願いしたい

と思っております。 

  そして、ふるさと納税のことです。返礼品だ

けでなくて、やはり頂くことをどのように使っ

ているかということもＰＲしていただけたらと

思っておりますので、その点についても反映さ

せていただきたいと思っております。ぜひとも

よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

今田浩徳委員長 ほかに歳入に関してございませ

んか。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 私のほうからは、４点

ほどお願いします。 

  まず、４項目ずらっと言ってから、改めて元

に戻ります。 

  １番目、決算書42ページ、８款５項１目入湯

税について。２番目が、同じく決算書48ページ、

14款１項４目農林水産業使用料の農村環境改善

センターの使用料について。３番目、ページ50、

14款１項２目総務手数料のうちの戸籍住民基本

台帳手数料について。４番目、ページ66、17款

２項１目不動産売払い収入について、この４項

目をお願いします。 

  では、最初に戻ります。最初から行きます。 

  ページ42の１の５の１入湯税について、これ

は当初予算が120万4,000円とありますが、収入

未済額約74万円でございます。この温泉施設が

途中で倒産というか廃止というか、なくなった

わけですが、これの現状です。今現在、どうい

うふうになっているか。この入湯税の回収につ

いてどのような対策を取られているのか、まず

最初にお聞きします。お願いします。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 こちらの会社につきましては

破産手続が進められており、通知を頂きまして

交付の要求をいたしたところでございます。 

  さらに競売の手続が進められておるようで、

同じく通知を頂きましたので交付の要求を出し

たところでございます。 

  現在のところはそのような状況になってござ

います。 

  以上です。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 現状の説明としては分

かりますけれども、この74万円は回収できる数

字がまだ未回収と。これはどれぐらい回収でき

るかは、当然、今の段階では分からないでしょ

うけれども、少しでも回収できそうですか、ど

うですか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 今のところは全く分かりませ

ん。いかようになるか分かりません。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） そうですね、その件に

ついては承知いたしました。 

  では、２番目のページ48、14款１の４農林水

産業使用料のうちの農村環境改善センターの使

用料についてです。 

  これは年間の使用料が約15万6,000円と、市
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の施設の中では非常に少ない額だなという認識

を持ちました。あそこは体育館と、あと、何個

か研修室、会議室、和室なんかがあって、非常

に立派な建物、結構立派な建物だと思うのです

が、私も近くなものですからたまに散歩コース

でもあるので、また、近くにお分かりのように

山屋セミナーハウスがあって、同じようなタイ

プがあって、施設が近いなと思っているのです。 

  現状を見ると、山屋セミナーハウスは非常に

きれいです。明るい。改善センターは暗い。暗

いというのは周りが民地、林、高い木があって

勝手に切るわけにはいかないというのは分かる

けれども、その敷地の中も桜の木か何かが植樹

されてはいるのだけれども、ほかの木ももう剪

定はされていないし、切り詰めてそのままぼろ

ぼろ。 

  あと、駐車場も古いからあちこちに草も生え

ている。でも、周りの草刈りもあまりきれいに

なっていないし、非常に環境的にはよろしくな

い。だから、やはり利用する人もあまりいい雰

囲気で使ってもらえないのではないかと思って

います。見た目が非常に悪いなと。 

  その辺をどう、まず、農林課所管でしょうけ

れども、どういうふうに現状を見て感じている

のか。使用料とその環境は何か関係あるのかな

と思っているのですけれども、どうですか。 

今田浩徳委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５８分 休憩 

     午前１１時０８分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

柏倉敏彦農林課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 それでは、押切委員のほうか

らの農村環境改善センターの使用料について御

質問いただきました。 

  確かに農村環境改善センターの使用料につき

ましてはほぼ９割が体育館の使用というような

ことで、小中学生の利用が多いということから

使用料については低迷しているというような状

況でございます。 

  ただ、類似施設等もございまして、山屋の改

善センターにつきましても耐用年数をそろそろ

過ぎるということもございますので、そうした

市全体の総量を考えた中でどうしていくかとい

うことを協議しながら進めていきたいというふ

うに考えております。 

  以上です。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 確かに建物も新しくな

いというか、古くなっていくのは分かるのです。

でも、まだ営業をやっているわけです。という

ことは、最大限努力して人が集まるというか、

使ってもらえるような努力をしないと駄目でし

ょう。 

  特に冬場、たまにあそこを通ったことがある。

そうすると、出入口のエントランス、玄関があ

そこだけ陸屋根です。ほかは勾配があるのだけ

れども。そこに上からの雪も落ちる。当然ふだ

ん降った雪はそこに積もる。３メートル近いの

ではないかな。雪を下ろさないから。もうあれ

はおっかないよ。ただ、あれだけＲＣの堅固な

構造物だから潰れることはない。ただ見た目は

おっかない。 

  ということは、ふだん人はああいうのを見る

と誰も使いたくない、危ないもん。そういうの

も含めて、まだやっているわけだから、もうち

ょっと力を入れてやらなきゃ駄目かなと思いま

す。 

  次、行きます。ページ58、14款１の２総務手

数料、戸籍住民基本台帳手数料が令和３年度は

約1,600万円、意外と大きな額だなという印象

ですが、ただ今年11月１日からですか、住民票
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等、印鑑証明書も含めてコンビニ交付ができる

ようになるということなので、これは非常に一

般住民、市民については喜ばしい住民サービス

でいいことだと思ってはいますが、これが今年

だから、来年以降、市として、市役所に寄って

交付をする人が相当数減るのかなと感じますけ

れども、これは難しいですけれども、どれぐら

い減収というか減るかなというふうに見込んで

おられますか。 

伊藤幸枝市民課長 委員長、伊藤幸枝。 

今田浩徳委員長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 コンビニ交付につきましては、

今年度11月からということで、令和３年度の決

算の資料としては御用意していないのですけれ

ども、月100件ぐらいはコンビニ交付を御利用

いただけるのではないかなあというふうに考え

ております。100円お安くしておりますので、

それなりの金額が歳入としては減るのではない

かなというふうに想定しております。 

  以上です。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） そうですね。具体的な

数字は分からない、これ当然です。でも、収入

としては減る。減っても住民サービスがはるか

に向上するところについては、いい意味で、数

字はマイナスだけれども気持ちはプラスかなと

思っていますので、非常にいい政策かなという

ふうに評価します。 

  最後になります。ページ66、17款２項１目不

動産売払収入について。これは当初予算がたっ

た1,000円と。これが蓋を開けてみれば、商工

観光課が窓口なのでしょうか、約417万3,000円。

同じく総合政策課窓口なのでしょうか、約35万

3,000円の収入があったと。臨時収入かなと思

って、いい意味でびっくりだと。この場所と、

不動産だから用途、例えば面積だとか単価だと

か、そういったことが分かれば教えていただき

たいと思います。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 それでは、商工観光課の

ほうの窓口といたしました土地売払収入の件に

ついてお答えいたします。 

  こちらのほうは横根山工業団地の南側の用地

でございまして、譲渡先は山形航空電子さんで

ございます。 

  山形航空電子さんのほうは、コロナ禍という

こともありますが、業績のほうが順調に伸びて

おるということで、今年の４月から第２工場の

増設に入ってございまして、そのため、電力供

給の増強について自社で変電設備を新設して対

応したいというふうに申出がございました。 

  その変電設備の用地として、横根山工業団地

の南側の原野のほう、面積は約3,200平方メー

トルほどになるのですが、そちらのほうを売り

払ったというための金額でございます。 

  以上でございます。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、総合政策課所

管分の35万3,595円の部分についてお答えいた

します。 

  こちらにつきましては、永井建設株式会社と

もがみ自然エネルギー株式会社とが共同で計画

しております小水力発電事業の用地といたしま

して、土内地内の用地を譲渡したものでござい

ます。面積といたしましては４万7,146平方メ

ートルとなっております。 

  以上でございます。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 商工観光課のお話は、

確かに産業厚生委員会のほうにも話があったな

と思って、今、記憶がよみがえりました。あり

がとうございました。 
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  総合政策課35万3,000円、えらい面積が大き

いのだけれども、金額安いし、これは山林とか

原野とかそういう地目ですか。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 地目といたしましては原

野というふうな形になってございます。 

  以上でございます。（「終わります」の声あ

り） 

今田浩徳委員長 ほかにございませんか。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） では、お願いします。

私からも簡潔に２つほどお聞きします。 

  １点目は42ページの１款６項１目の都市計画

税についてお聞きします。 

  この主要施策にも詳しく書かれておりますけ

れども、本市の課税区域面積は都市計画の区域

内面積の約12.6％に指定されております。 

  そういう中で、都市計画で、または課税区域

外で整備されている公共下水道の供用開始され

た地域については、新庄市では都市計画税の課

税区域に指定をしておりますが、この地域にお

いて市民から不公平感があるという声が聞こえ

てきております。 

  そういう中で、不公平感のない都市計画事業

を実施していくために、税の公平性の観点から

も課税区域の見直しと、用途地域に隣接し、公

共下水道が供用開始されている地域の用途の見

直しについてお聞きするものであります。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 課税区域の見直しというお話

でございました。 

  都市計画税の課税区域につきましては、基本

的には用途区域、都市計画区域内の用途区域に

課税してございます。３年に一度、評価替えの

ときに、隣接する下水道供用開始区域を課税区

域に見直してございます。現状では以上でござ

います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 都市計画区域の用途地域

の見直しに関しての方向性と方針ということで

御質問いただいたところです。 

  ただいま税務課長から答弁ありましたように、

都市計画税につきましては、用途地域周辺の下

水道供用区域についての課税ということも実施

されている状況がありまして、住民からの不公

平感があるというふうなことでの御意見をいた

だいているということでございます。 

  都市計画といたしましては、現在、都市計画

用途地域の見直しに向けての作業も準備してい

るところでございます。 

  また、実際には用途地域の指定、変更という

ふうなことにつきまして、今後、計画を進めて

いくことになると思いますけれども、現状の土

地利用、また、将来的な土地利用を踏まえての

見直しの作業を、今後進めていくというふうな

ことになってくるかと思います。 

  実際に都市計画の用途地域のエリアに含む含

まないという部分につきましては、個別の対応

を現在しております下水道供用区域の部分まで

というところには恐らくならないのかなという

ふうには思っておりますが、今後の土地利用の

方向性を踏まえた、地形、地物に関しての形状

に合わせて全体的に新庄市として、用途のエリ

アが必要な部分、また現在まで利用がなかなか

されていない部分についての見直しも含めて今

後考えていきたいと思っておりますので、その

辺、御理解いただければと思っております。 

  以上でございます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 用途地域に隣接する場

所に公共下水道を持った場合、そして供用を開
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始した場合は、そこに都市計画税をかけるとい

う話なのですけれども、しかし、そこは白地な

のです。白地に都市計画税をかけても、では、

用途地域にすれば隣接する用途地区に編入はで

きないのですか。私は編入すべきだと思うので

すけれども。 

  ただ、白地に公共下水道を持った場合、幾ら

持つといっても、それはやはり都市計画税をか

けるがためのものです。都市計画税をかけたと

すれば、その区域は用途地域に編入する、見直

すのが建前じゃないかと思うのですけれども、

その辺どうですか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 用途地域の考え方という

ことで御質問いただいたかと思っております。 

  委員おっしゃいますように、都市計画税、実

際に都市化するために必要な目的税として皆様

から課税させていただいている状況でございま

すので、実際には、用途地域をかけた部分は都

市的な土地利用を図るべきエリアとして、将来

のまちづくりに関連する目的として色を染めさ

せていただいて、その土地利用を規制、誘導し

ているというふうなものでございます。 

  下水道事業に関しましては、用途地域に関す

る都市化に向けた都市施設としての整備を行っ

ていくという流れの中で、隣接する部分で住宅

地、家屋等の張りついた部分についてにじみ出

した部分についての整備も行うというふうな考

え方の中から、実際には整備を行っている、計

画区域を定めているというふうな部分もござい

ます。 

  実際に、その都市計画の用途地域のエリアを

それぞれ拡大する、もしくは編入していくとい

う考え方につきましては、実際に１つずつ個別

にエリアを増やしていく、編入していくという

考え方ではなくて、そのエリアとしてどこまで

を都市的な土地利用するべきかというふうなこ

とを踏まえて、全体的なフレームを考えたもの

の中で定めていくという手続が必要になってく

るということもございます。 

  なので、今回、改めて新庄市内全体の用途地

域の見直しに併せまして、現在、既に市街地化

されている部分の状況も踏まえて、そこまでの

エリアを含めるべきか、どうするべきかという

ことも含めて、これからの見直しの中で進めて

いきたいと思っておりますので、その辺、御理

解いただければというふうに考えております。 

  以上でございます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） では、真逆になるので

すけれども、もう一点再度お聞きします。 

  では、今まで、用途地域内において、都市計

画事業が来るであろうという地域にあって、何

年も都市計画税を払っていくうちに、今このよ

うな社会情勢の中で人口も減っているし家屋も

減っている状態なのです。 

  都市計画事業、いわゆる下水道事業が当分行

きませんよという考えの下、恐らくそうした場

合、線引きをしていかなければ何年たっても来

ないところに都市計画税だけ払っているわけで

すね。その辺やはり抜いておかないと。 

  あと、都市下水道の認定区域から除外しない

と、合併浄化槽の補助金も来ませんよね。その

辺のことを再度お聞きしたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 現在、用途地域のかかっ

ている場所でなかなか土地利用が図られてこな

い場所につきましても、市内あちらこちらであ

るということも認識しているところです。 

  そのエリアにつきましては、いろいろな条件

の下で都市化されない、開発ができない場所と

いうことと、地権者の関係もございますと感じ

ておりますけれども、その内容についてなかな
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か進まないというふうな現実もあるところでご

ざいます。 

  今後見直しを考えるという、その都市計画用

途地域の見直しに関しましては、そういうふう

な部分、これまで用途地域をかけている部分で

あっても実際に利用しにくい場所、または、な

かなかできないところのエリアの変更というこ

とも含めて全体的な考え方をまとめていきたい

と考えておりますので、その辺の内容につきま

しては、また皆様方に情報提供させていただき

ながら方向性を検討していきたいと思っており

ますので、現在かかっている場所の廃止、移動

または追加などについて、その方向性について

も考えていきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思っております。 

  以上です。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 現状の用途地域内の開

発というか、そういう事業がどうなっているの

だというのを原課で認識して、やはり見直しな

り変更のほうに進んでいってもらいたいと思い

ます。 

  次に、今日の審査会が始まる前に、都市整備

課長から北本町の商店街の新しい正規の代表が

決まったというお話がありました。これは、議

会サイドからの申入れでありまして、本当にこ

れからが新しい出発点になるのかなという思い

でおります。 

  そういうことで、71ページの21款４項２目、

備考にある北本町アーケードの事故防止措置に

要した費用についてお聞きします。 

  決算審査意見書の34ページのむすびの上段に

記載されておりまして、要約しますと、税外収

入の収入未済額のうち、諸収入は北本町アーケ

ードの事故防止措置に要した費用が増えたこと

で増加となっており、負担の公平性と歳入確保

のため継続した収納対策を行い、未済額の縮減

に向けなお一層の努力を期待するものであると

監査委員より指摘されています。 

  それで、２月４日に市が行政代執行により事

故防止措置に要した費用631万4,000円の納付期

限である４月28日が過ぎておりますが、これも

市民が納得する負担の公平性ある収納対策につ

いてお聞きしたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 北本町アーケードの事故

防止措置に要した費用の回収の状況、または今

後の進め方についての考え方を質問いただいた

ところです。 

  これまで北本町アーケードの天井落下事故の

対応につきましては、これまでも議員の皆様方

に対しての説明もさせていただいてきていると

ころでございます。 

  今回、御質問いただきました事故防止措置に

要した費用の回収につきましても、これまで北

本町昭和会の代表また代理人である弁護士との

間の中で、回収に向けた金額また納期等につい

ての協議も進めてきたところでございます。 

  今回、皆様方にお知らせさせていただいたよ

うに、北本町昭和会の新たな代表者も決定され

登記に記載されたということも踏まえまして、

明確な代表者に対しての申入れ、またその請求

に関しても実施していくべき内容というふうに

考えております。 

  現在の状況といたしましては、４月28日付の

支払い期限を過ぎた状況においての相手方から

の申入れということで、一括納入はなかなか難

しいということを踏まえての分納計画について

の協議を実際に進めているところでございます。 

  この内容につきましては、これまで昭和会の

収入源である収益施設、駐車場の収益からの分

納のということで協議を行っているところでご

ざいますが、以前にもお話しさせていただいた

とおり、駐車場の決算状況につきましては現在
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の状況で赤字の状態だということも踏まえまし

て、その金額については本年度改めて協議いた

しまして、決定した後に収納していただくとい

うことも踏まえて、次年度以降、この収益施設

の決算状況を踏まえて、収納額の増額に向けた

協議を継続していくということで説明もさせて

いただいたところでございます。 

  市といたしましてはこの状況を踏まえまして、

実際にその決算の状況、またそこから必要経費

の削減、また収益性の向上に向けての対策など

も指導しながら、また、その内容について確認

させていただきながら、収納額の増額に向けて

は継続的に協議を進めていきたいというふうに

考えておりますので、その辺の内容についてそ

の都度またお知らせできればというふうに考え

ているところでございますので、よろしくお願

いいたします。 

  以上でございます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） それで、監査報告書で

指摘された事項について端的にどう思われるの

か。 

  今の答弁は、それは課長答弁ですよね。私が

聞きたいのは、監査報告書のむすびに書かれて

いる、監査委員が指摘されている、負担の公平

性と歳入確保のため、継続的な収納対策を実施

してほしいという監査委員の指摘事項です。 

  一方では今、原課である課長の答弁が何か違

っています。やはり監査委員が指摘された事項

というものを、私は重く受け止めなければなら

ないと思うのですけれども、その辺をどう思い

ますか。 

小松 孝副市長 委員長、小松 孝。 

今田浩徳委員長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 このたびの案件につきましては

アーケードの構造上、安全性が確保できていな

いということが確認されましたので、市として

代執行を行ったところであります。 

  それで、今段階、天井板の安全性を確保して

いるところでありますが、その経費を昭和会に

対して請求した額が、今段階で600万円以上と

いうことであります。 

  そして、監査委員からの指摘のとおり、我々

市としてその額を全額回収する必要があるとい

う認識に立っておりまして、それを前提にして、

今現在、相手方と協議しているところでありま

す。 

  そして、このたび、登記簿上もその代表者と

いうところがはっきりなりましたところがあり

ますので、改めて、代表者、その代理人を通じ

て、市の立場、公平性という意味も含めてやり

取り継続をやっていく考えでありますので、御

理解いただければと思います。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） ありがとうございます。 

  いや、私、決算書に従って質問するのですけ

れども、今後のことは私は分かりません。 

  ただ、４月28日に納付期限の請求が来ている

のですけれども、一般的に考えた場合、もう２

月から半年ほど過ぎています。過ぎた場合、こ

れは国税の滞納処分の例に倣ってするのですか。

まず、この１点をお聞きします。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 代執行費用の収納に関し

ての取り組み方ということで、国税の徴収方法

にのっとってできるということで法律的な解釈

もされているところでございます。 

  実際には、滞納処分については、国税でいき

ますと実際に差押え等の処分もできるというこ

とで記載もされているところでございます。 

  その内容についても検討しながらということ

になると思いますけれども、現在のところ、そ

の分納の中で納付していただくということでの
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協議が進んでいるところでございますので、納

めていただく部分については、当然、納付いた

だく内容を詰めていくということが必要である

と考えているところでございます。 

  実際には国税に準じた形でのやり取りという

ことも踏まえて、今後交渉していくというふう

なことになろうかと思っておりますので、その

辺も併せて御理解いただければと思っておりま

す。 

  以上でございます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 今の答弁では、相手方

は弁護士を立てて分納の考え方について話合い

をしているというのですけれども、もう半年を

過ぎているのです。一回も、少数であれ金額で

あれどういう金額か分からないですけれども、

支払われていないです。 

  これが延々と続いた場合、これは不納欠損の

対象になるのですか。５年間ずっとなった場合、

払います、払いますと言っていて。その辺をお

聞きしたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 今回の代執行の費用の徴

収に関して不納欠損の対象ということになるか

というふうな御質問でございますが、これにつ

きましては、当然、かかった費用の徴収につい

ては収納する義務が市としましてもあるという

ふうなことで認識しておりますので、不納欠損

に関しての対応については、現在、考えており

ません。 

  できるだけ早い時期の完納に向けて、徴収に

向けて協議を行っていくというふうなことで考

えていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 相手方の懐事情も聞い

ているのですけれども、しかし、これ不納欠損

の対象には考えていないというのはおかしくあ

りませんか。 

  ２月中に修繕をして、４月の何日かが納付金

の請求期限です。そして、弁護士を立てて、ま

たするという、これおかしくありませんか、課

長。１回も払っていない段階で不納欠損の対象

にしませんということではおかしくありません

か。もう一度お願いします。 

小松 孝副市長 委員長、小松 孝。 

今田浩徳委員長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 このたび、代執行した上で請求

させていただいたところでありますが、その段

階で初めて債権債務の関係が成り立ったところ

でもあります。まだそれから１年たっていない

状況でもありますし、今段階では不納欠損とい

うような考え方ではなくて、その全額を前提に

したやり取りで、今現在、進めているところで

ありますので、御理解いただければというふう

に考えております。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 我々、２月に執行した

経費については正確な請求金額は分かっており

ませんけれども、年間四、五十万円だったら十

何年かかるわけです。今後のことは私は言いま

せん。 

  そういう中でお聞きするのだけれども、先ほ

ど、北本町商店街の法人会の代表が登記された

というお話を聞いたのですけれども、代表個人

に対する、例えばです、例え話をして大変申し

訳ないですけれども、滞納した場合、差押えと

いうのはできるのか。そして、代表者または構

成する役員の方々が連帯保証するという、そう

いう話合いというのはこれからなるのか、して

いるのか。その辺についてお聞きしたいと思い

ます。 
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長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 今回の請求額に対しての

組合員個人に対する徴収の波及というふうなこ

とで、御質問いただいているところでございま

す。 

  法律的な解釈からいきますと、あくまでも組

織に対しての請求ということで、その会に所属

する構成員個人に対しての請求までには至らな

いというものが、法律的な解釈の中のことです。 

  実際に構成員の皆様方の中での連帯保証等の

動きにつきましては、現在、市としましては認

識しておりません。その辺については、会の中

での会話の中で進んでいるのかどうか、その辺

については改めて確認をさせていただきたいと

思います。 

  以上でございます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 最後になりますけれど

も、市民の皆さんという言葉はあまり使いたく

ないのですけれども、やはり監査委員さんが指

摘されているとおり、負担の公平性のある収納

対策を相手方と十二分に話し合って市税の徴収

に努めていただければ、市民の皆さんも理解す

ると思いますので、その点、難儀だと思います

けれども、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

今田浩徳委員長 ほかに質疑ございませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果表の32ページにコ

ロナ感染症対策ということで減免が、先ほど課

長のほうからも出ておりました。それから、成

果表の40ページには固定資産税のコロナ関連の

減免が5,670万円というふうに出ていまして、

これらが固定資産税の前年比に比べて5,860万

円の減額になっていますが、これらと関連する

のかお願いしたいと思います。 

  そして、コロナ感染対策の減免対策ですが、

これは令和４年、令和５年と、令和４年は今で

すが、来年に向けても必要な気がするのですが、

どのように考えておられるのかお願いします。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 固定資産税のコロナ減免の金

額につきましては、特例交付金、決算書44ペー

ジ、45ページであります。減収補てん特例交付

金でその分は入ってきております。 

  それから、今後のことにつきましてですが、

国保税、介護保険、後期高齢の分につきまして

は今年度も減収、コロナの減免の同じような制

度がございます。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 国保税などの減免が令

和４年度もあるというふうに伺いましたが、そ

の比較が、コロナの感染が広がって収入が激減

している年がこの頃続いているわけです。それ

との比較で、さらに30％減というふうになりま

すと、前も少なかったのが、今も同じく景気が

悪くて続いて、収入が減って払える状況にない

ぐらい、減免受けたときと同じぐらい厳しいの

だけれども、減免にならないようなことになっ

たりしていないのでしょうか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午前１１時４７分 休憩 

     午前１１時４８分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  佐藤委員に申し上げます。ただいまの質問は

国保税に関する質問になりますので、そのとき

にまたお願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
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今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私の認識としては、国

のほうの基準が先ほど言ったような基準なもの

ですから、同じような収入で減額が続いている

状況の中で、前も少なかった、そこからまた

30％減ったかどうかみたいなことになりますと、

生活状況は同じなのですが今度は減免にならな

いということがあるということを聞いておりま

す。 

  そうなりますと、私としては、そういった苦

しい、コロナに関わって苦しい状況が同じよう

に続いた方については、国のほうでも改善して

いただきたいと言うべきだと思いますし、さら

に、市での…… 

今田浩徳委員長 佐藤委員に申し上げます。先ほ

ど申し上げましたが、国保のほうになりますの

で、そのときにお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 別の話になりますが、

成果の43ページに、財産調査の徹底の努力の結

果、市税の収納率は93.75％を確保したという

ことで、大変頑張っていただいているというこ

とはよく分かりました。 

  しかし、市民の側から見て生活を脅かすこと

になっては困ると思うのですが、この増えた債

権差押え状況が生活を脅かさない程度になって

いるかどうか、その基準はどうなのか、教えて

いただきたいと思います。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 差し押さえた債権ですけれど

も、もちろん福祉関係の給付金に該当しないと

いうようなことの確認は当然行ってございます。

その上で差押えを執行してございます。 

  それから給与等につきましては、次の差押え

禁止額がございます。天引きの税、社会保険料、

最低生活費として本人分10万円、生計を一にす

る親族４万5,000円、残額の２割を生活費とし

て加算するというような決まりがございまして、

これらを計算した上で差押えをやってございま

す。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 預金のことなのですが、

預金について、給与を預金通帳の中に入れた途

端に預金だという見方で差押えというようなこ

とをやっていないかどうか、お聞きしたいです。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 おっしゃるとおりです。預金

につきましては、預金通帳に入った段階でそれ

は預金で給与ではないというような判断してご

ざいますけれども、先ほど申し上げましたよう

に、前にも申し上げましたとおり、生活状況等

を全て勘案した上で差押えをやってございます

ので、生活費に該当すると考えられるものを差

し押さえたりはいたしておりません。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 次に、地方交付税につ

いてです。決算で46ページの11の１の１地方交

付税は56億円余りということになっております。

これが、結論としては今後どのようになってい

くかと見ているか。できれば、地方交付税は十

分に来ていただかないと困るなということだと

考えますが、どうでしょうか。 

  決算審査意見書12ページで、平成29年を100

とした場合、確かに令和３年は118.8というふ

うになっておりますが、令和元年には94.8とい

うことで大幅に減らされたこともありました。 

  そういう意味で、国の状況として、この地方

交付税は標準財政規模にも重要な収入になって

おりまして、地方交付税の増額あるいは拡充と
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いう言葉なのか、そういうふうにしていただか

ないと市の財政としては大変な危機に陥ってい

くものだと思いますので、今後の見通しはどう

なのか、お聞かせください。 

荒澤精也財政課長 委員長、荒澤精也。 

今田浩徳委員長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 地方交付税の今後の見通しと

いうことでございます。 

  普通交付税については、当然基準財政需要額

と財政収入額の差額が基本的な交付額というよ

うなことでございます。令和２年度ぐらいまで

については大体37億円程度で推移してきたと思

います。 

  令和３年度については、先ほど叶内委員のお

話の中でもさせていただきましたけれども、臨

時経済対策債の費用であったりとか、あと、デ

ジタルであったりとかということで追加の交付

があったということで、今までと違って４億円

なり42億9,000万円ほどとなったというような

こともございます。 

  ただ、今後の話ということでございますけれ

ども、国のほうの地方財政計画の部分で示され

てくるのだろうというふうに思いますけれども、

これまでのコロナのこの経済状況下における部

分にあっては、当然、地方のほうも疲弊してい

るという部分がありますので、そういった部分

でいろいろと加算されてくるのだろうというこ

とで考えてございます。 

  当然、貴重な財源でございますので、それが

減ることのないように、今後とも地方６団体等

のほうにもそういった部分も含め要望していき

たいと思ってございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 強く要望していただき

たいということでお願いしたいなと思います。 

  新庄市の実質単年度収支を見たときに、令和

元年度から３年度までマイナスが続いておりま

して、標準財政規模と言われるものとの割合を

比較してみますと３年連続マイナスです。 

  これは、実質単年度収支がこのように悪くな

る原因は、やはり標準財政規模が小さいという

ことなどが原因だというふうに感じております。 

  そういう中でマイナスが３年連続というのは

大変な財政危機と言われております。そういう

意味で、今後引き締めて財政担当では頑張って

いただきたいと思いますが、どうですか。 

荒澤精也財政課長 委員長、荒澤精也。 

今田浩徳委員長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 佐藤委員がおっしゃっている

部分については、恐らく成果表の170ページの

ことだと思います。 

  この表については令和元年度から令和３年度

までの記載をさせていただいておりますけれど

も、実際にここでいう単年度収支（Ｆ）につい

てはあくまでも前年度の実質収支との比較とい

うことでございますので、その実質収支が当然

毎年変わりますので、単年度収支についてもそ

の年々によってプラスになるかマイナスになる

かという部分がございます。 

  また、実質単年度収支についてはここに計算

表が出ておりますけれども、令和３年度におい

ては積立金が３億8,000万円あったと。さらに

（Ⅰ）では積立金の取崩しについては４億

3,300万円があったと。それを足し引きするこ

とによって実質単年度が出るわけですけれども、

令和３年度の実質単年度収支においては１億

7,500万円のマイナスということではございま

すが、実際にはいわゆる剰余金の部分で歳入差

引きの半分を翌年度に積立金ということで、令

和４年度には６億2,000万円、４億3,300万に対

してそれ以上に６億2,000万円ほど積立てして

おりますので、実際には、この計算上ではマイ

ナスが３年間続いているように見えますが、あ

くまでも単年度、その年にどれだけの予算を使

ってどれだけになったかという部分でございま
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すので、実際には全然問題ないというような数

字でございます。 

  先ほどの交付税の話にもございましたとおり、

今後の財政運営についても、当然そういった部

分でこれから公債費の部分もございますけれど

も、起債を仮にしても当然交付税措置のある有

利なものを使うとか、あと歳出についても、そ

れぞれいろいろな形で事業の精査をしながら当

然健全な財政運営を図っていきたいというふう

に思っておりますので、御理解のほどよろしく

お願いします。 

今田浩徳委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５９分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  それでは歳入に関しまして、御質問ございま

せんか。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） それでは、ページ47ペ

ージになります。11款１項２目、こちらのほう

に保育所入所負担金、学童保育負担金、また次

ページになりますが、ページ49ページ、児童館

利用料についてお伺いいたしたいと思います。 

  こちらのほうについても毎年のように質問さ

せていただいておりますが、収入未済額、そし

て滞納金が発生しております。そしてまた、こ

ちらのほうには不納欠損額が52万円ほどもつい

ておりますし、先ほど来、委員の皆様からも質

問あるとおり、税の公平性を考えれば払うもの

はしっかり払っていただきたいと思いますけれ

ども、そちらの状況と今後の対策についてどの

ようにやっているかお伺いしたいと思います。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

ま、子育て関連の収入未済額につきまして御質

問いただいております。 

  13款分担金及び負担金におきます保育所入所

負担金並びに学童保育負担金、そして14款では

使用料、児童館利用料として計上されている部

分、そして21款諸収入におきましては延長保育

事業費または副食費ということで、子育て関連

でそれぞれ収入未済が計上されているところで

ございます。 

  現年度分の保育所入所負担金の収納率につき

ましては、昨年度より0.67％、僅かに上昇して

いるところでございますが、学童保育負担金の

収納率は昨年度よりも1.14％減少しているとい

う状況です。 

  児童館利用料につきましては、無償化のため

にございません。延長保育料につきましては市

が徴収する分は実質ございませんが、副食費に

該当する部分は100％納入いただいている状況

でございます。 

  現年度の収納率は上がっているところでござ

いますけれども、コロナの影響もあり、様々な

支援金や定額給付金など児童手当等もあり、支

払える環境があるのではないかということから

収納率が上がっているものと察しているところ

でございます。 

  滞納繰越分につきましても、一定の方の滞納

がございますので、こちらもコロナウイルス関

連の影響があるものと考えているところでござ

います。 

  収入未済額の対策につきまして、口座振替不

能が分かった時点で早めの保護者への連絡を取

らせていただきまして、早期の納付をお願いし

ているところでございます。 

  また、書面、電話での督促、催告も当然行う

わけなのですが、新型コロナの感染状況、この
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対策の状況から、各保育所において積極的な呼

出し、または保護者との接触が図れないという

ことから、基本、郵送での対応をさせていただ

いているところでございます。 

  いずれにしましても、それぞれの対応が収納

未済につながっている部分につきましては、今

後改善を図らせていただかなければならないの

ですが、納期までに納めていただけない方につ

きましては、児童手当からも充当させていただ

くという手法がございますので、保護者の了解

をいただいた上で対応させていただいていると

ころでございます。 

  令和３年度では特に児童手当からの充当を強

くお願いしている状況ではなかったのですが、

今後の感染状況を考慮しながら、お支払いいた

だけるようお願いしてまいりたいと存じます。 

  以上です。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 分かりました。今は大

体口座振替になっていると思いますので、やは

り１回そういう状況に陥りますと、なかなかお

支払いが難しくなる状況になっておると思いま

す。 

  ましてや、この不納欠損額が出ておりますし、

また保育所や児童保育負担金などは、卒業して

しまいますとなかなか払っていただけない状況

が多分見受けられると思います。ぜひとも丁寧

な対応をしていただき、支払うものはちゃんと

支払っていかないといけないとは思います。 

  コロナの状況も踏まえまして、なかなかお会

いできなくて相談できないということもありま

すが、郵送も含めてですけれども、しっかりと

丁寧に説明していただき支払っていただく対応

を今後とも続けていただきたいと思いますけれ

ども、そこら辺をもう一度お伺いしたいと思い

ます。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 繰り返

しになりますけども、議員御指摘のとおり、丁

寧な対応が基本となっております。 

  保育所の納入につきましては基本的に、口座

振替というよりも、それぞれの幼保無償化が進

んでいることによりまして、基本的に３歳以上

は無償化になっているという部分の影響が大き

いものですから、保護者の負担が少なくなって

いるところでございますが、３歳未満につきま

して、また副食費につきましては収納いただい

ている部分がございますので、丁寧な御連絡を

させていただいた上で、収納につなげていきた

いと存じます。 

  以上です。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） ぜひともよろしくお願

いいたします。 

  次、ページ51ページになります。14款１項６

目、こちらのほうの公営住宅費で定住促進住宅

家賃、こちらのほうも収入未済額が載っており

ますけれども、こちらは家賃のほうは払ってい

るのですけれども駐車場のほうが未納になって

いるということなのですけれども、こちらの徴

収方法だったり、また滞納した方へのどのよう

な通知をして滞納対策をなさっているかお伺い

したいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 住宅家賃、駐車場家賃に

ついての御質問をいただいております。 

  市営住宅、公営住宅家賃の収入未済額につき

ましては、毎回、答弁をさせていただいている

状況にございます。 

  実際に未済額につきましては、収納期限に対
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応しながら早めの連絡と小まめな徴収というこ

とで実施しているところでございますが、令和

２年度からコロナの状況もありまして、なかな

か収納率に反映できるまでのところに至ってい

ないということが実情でございます。 

  この内容につきましては、今後も個別の対応

でしていきたいと考えておりますけれども、こ

の状況を踏まえて現年度の収納額をできるだけ

向上させるように、時間を空けずに１か月ごと

の収納に努めていきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 分かりました。 

  こういうところには納税相談員との連携はあ

るのでしょうか。ぜひともこういうときに、や

はりコロナの状況を踏まえれば納税相談員さん

も入って対応も可能だと思うのですけれども、

そこら辺の連携を確認させていただきたいと思

います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 市営住宅の家賃等の納入

につきましては、納税相談員との連携というと

ころまでは至ってないということでございます。 

  ただ、先ほどの保育所の使用料等の関係等も

ございます。また児童手当等からの収納などと

いうことも含めて対応しているところでござい

ますので、関係する課に関しての連携は取らせ

ていただいて、水道使用料、保育所使用料等の

対応と併せて連携しながら対応しているところ

でございますので、よろしくお願いいたします。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 今回はコロナのことが

あるでしょうし、滞納の方もあるとなれば、そ

の課の連携とともに、納税という意味ではちょ

っと違うかもしれませんけれども、やはりこの

支払いが困っておられれば納税相談員の方にも

参加していただきやっていく必要もあると思い

ますので、今後そういうことも踏まえまして、

少しでも払っていただく環境整備を市のほうで

も取っていただき、少しでもこの滞納が減って

いただきたいとは思っております。 

  苦しいことは分かりますけれども、先ほど委

員の皆様もおっしゃっているとおり、公平性を

考えればやはり払うものを払っていただき、少

しでも市の財源にはなりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  次に、71ページになります。21款４項４目、

こちらも公営住宅の修理費納付金なのですけれ

ども、やはりここも滞納額がございます。こち

らも踏まえまして、もう一度この辺の対応に対

してどのようにやっているのかお伺いしたいと

思います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 こちらにつきましては、

住宅を退去されたときに住宅の修理にかかった

費用を納めていただくというふうな部分につい

ての住宅修理費の納付金という部分でございま

す。 

  こちらにつきましては、住宅の退去に併せま

して壁や天井また畳の表替え等の費用が発生し

てくるわけでございますが、金額的に少しかか

る、やはり金額が多くなってくる部分がござい

まして、一括納入がなかなか難しいという方も

結構いらっしゃいます。 

  そういう方に対しましては分納という形での

対応もさせていただいておりますけれども、そ

の分納の残った金額についての滞納がまだ生じ

ている部分があるというふうなことで、こちら

につきましてもその計画に合わせて義務者に対

しての調整をさせていただきながら、入金を要

請しているというふうなことでございます。 
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  また、一旦、住宅を退去されてしまっている

状況もございますので、退去先に対してまで赴

いての収納というふうなこともございまして、

若干、入居者との対応とも変わった状況での対

応となってきておりますので、そちらに関しま

しては少し手間がかかっている部分はございま

すけれども、こちらについても一つ一つ対応し

ていきたいと考えております。 

  おかげさまで、定住促進住宅の現年度の分の

退去につきましては全額納入いただいていると

いうふうなこともございましたので、こちらに

沿ったような形で対応できるように、今後も努

めていきたいと思っております。よろしくお願

いいたします。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 分かりました。どうし

ても出てしまうとなかなか納入が難しくなった

り、失礼な言い方すれば、要は引っ越し先が分

からなくなったりということも多々あったと思

うので、でも、しっかりとした計画が立てられ

ていればいいので分かりました。ぜひとも少し

でもそういうことがなくなるようにしていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  次に、75ページになります。これは21款４項

４目、同じところになりますが、備考のところ

に令和２年度分施設型給付費のところでここに

もちょっと収入未済額があります。ここの今後

に関してですけれども、かなり返納金が戻って

きていないような気がします。市役所のほうが

公募したにもかかわらず、要は返納がされてい

ない額が多く見られますけれども、まず、一番

最初のこの施設型のところの返還金や、事由消

滅による返納金、また、特別給付金に係る返納

金が載っていますが、どのような理由でこのよ

うな返納金が出たのかをお教えください。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

ま、まず75ページ中段にございます令和２年度

分施設型給付費過払分というものがございます。

表になっているわけではありませんけれども、

滞納繰越分としまして収入未済額21万1,418円

が計上されております。 

  こちらのほうの内訳につきましては、令和２

年度末に１つの幼稚園が閉園になったことに伴

いまして、こちらのほうは施設型給付費過払金

という部分の各幼稚園、認定こども園、そして

公立保育所に対する毎月お支払いしている部分

になるわけですけれども、この給付金の部分で

毎月の精算分が終わらずに閉園したという事情

がございまして、その後、令和３年度コンタク

トを取らせていただいていたところではあるの

ですけれども、令和４年度からはコンタクトが

取れない状況に至っておりまして、このまま収

入未済額というふうな計上に至っているところ

でございます。 

  その他の返納金ということで幾つか計上され

ているところがございますが、例えば令和２年

度子育て世帯臨時特例給付金に係る返納金とい

ったもので収入未済額が１万円であるとか、児

童手当支給事由消滅に係る返還金など収入未済

額が計上されているとこでございますが、こち

らのほう、児童手当に係る部分の18か月遡った

部分ということでの発生した部分ですが、海外

転出ということでどうしても徴収できない状況

に至っている部分がございます。こちらのほう、

令和３年度になって確認できた分があったもの

ですから、このような状況で返納金の部分での

計上に至っているというふうな記載にとどまっ

ているところでございます。 

  いずれにしましても、それぞれの細かな事情

で返納金に至っているということから、このよ
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うな計上の仕方をさせているところでございま

す。 

  以上でございます。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 分かりました。 

  どうしても今回、諸収入のほうで返納金しか

り過払い金が出ております。ましてや、73ペー

ジになりますと生活保護費のほうでも返還金で

やはり収入未済額が発生しておりますので、そ

こら辺の徴収の仕方です。 

  せっかく困っている方にお渡ししている金額

がやはり多かったら返還していただきたいとい

うのは、市のほうでも一緒だと思います。やは

りそのままにしておくのではなくて、しっかり

と理由を説明して、返還金、返納金は返してい

ただく手法を取っていかないと、税の運営をす

る市役所にとっても大変だと思いますので、そ

こら辺の取組を今後ともしっかりしていただき

たいと思うのですけれども、そこら辺いかがで

しょうか。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 それぞ

れの未納金が発生している部分につきまして返

還をしていただくという、公平性の部分では当

然のことだと存じます。 

  ただそれぞれの事情がありまして、先ほど申

し上げた返納金の部分で閉園した部分につきま

しては、園長の体調が優れない、入院されてい

るというような個別の事情もございますので、

やはりその部分も考慮しながら、丁寧な説明を

させていただく中で納入のほうをお願いしてま

いりたいと思います。 

  以上です。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 生活保護

費の返還金につきまして収入未済額が出ている

という御質問でありましたが、やはり先ほど来、

申し上げているように、訪問ですとか、適切な

債権回収について回数を増やして、これまでも

本人に対して催告は行ってきているわけですけ

れども、なかなか返還されずこのような状況に

なっておりますので、今後ともさらにそういっ

たところに力を入れまして、適切な債権回収に

努めてまいりたいと思っております。 

  以上です。 

今田浩徳委員長 ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳入について質疑を終結いたします。 

  次に、一般会計の歳出について質疑をお受け

いたします。質疑ございませんか。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） よろしくお願いします。

４点ほど質問がございます。事業名とページ数

をお伝えします。 

  １点目が結婚新生活支援事業、決算書93ペー

ジ、２款総務費１項総務管理費７目企画費のと

ころと、あと、２つ目が、すみません、ちょっ

と決算書でページ数を見つけられなかったので

したけれども、地方創生推進交付金の活用事業

２事業について、こちらのほうは成果表の８ペ

ージにありました。あと、３点目ですけれども、

事業名が特定不妊治療費助成金ということで、

決算書124ページ、４款衛生費１項保健衛生費

10目保健衛生総務費です。あともう一つが、市

内名所旧跡巡り事業業務委託料ということで、

主要施策121ページで、７款商工費１目商工費

３目観光費で、ちょっと決算書のページが分か
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らないのですが、そこのところです。すみませ

ん。 

  １つ目ですけれども、結婚新生活支援事業の

ところなのですが、昨年度の新しい事業という

ことで始められたと思うのですが、若い世代の

結婚の希望をかなえられるように結婚、妊娠、

出産、育児の切れ目ない支援ということで、新

規に婚姻した世帯を対象に婚姻に伴う新生活を

継続的に支援する取組を推進するということで、

経済的な理由で結婚に踏み切れないところもあ

るのでそちらのほうを支援するということで、

１世帯当たり30万円ということで、住宅費用と

か引っ越し費用とかということがあったのでし

たけれども、最初の予算ですと450万円ほどあ

ったのですが、決算額がその半分というか、

249万6,000円だったのでしたけれども、実際に

この制度を利用した方の実績というか補助金を

受けた方の声とか、また決算額が予定額より少

なくなった要因を教えてください。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、ただいまの結

婚新生活支援事業の補助金になりますけれども、

こちらについて、今、山科委員がおっしゃった

とおりの補助金でございまして、39歳以下で世

帯所得が400万円未満というふうな対象者に対

しまして、結婚に伴う新生活の引っ越し費用で

ありますとか新居の家賃でありますとかスター

トアップに係るコストを経済的に支援する内容

というふうになっております。 

  こちらの実績につきましては、上限額で30万

円というふうなことで30万円までいかない方も

いらっしゃいますけれども、９件ございます。

声といたしましては、やはりそういう引っ越し

の費用等で非常に助かったという御意見とかお

話をいただいているところでございます。 

  こちら予算よりも少なくなった事由につきま

しては、やはり当初予算としては件数がどれだ

け来るかという部分が分からないで予算化して

おりましたけれども、年度末に従って実績等と

か見込みが立ってまいりますので、申請方式に

なりますので、結果として249万6,000円となっ

たというふうな決算になっております。 

  以上でございます。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） こちらの事業は、今年

度も450万円ということでまた予算もあるよう

ですけれども、これからもうちょっと声をかけ

ていくとか、周知の方法もそうなのですけれど

も、そういったところはどうしていくのかお聞

かせください。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 やはり国から補助金を頂

いて実施した事業でございますけれども、引き

続き、周知を徹底して活用していただけるよう

に努めてまいりたいと思います。 

  なお今後、所得の基準につきましても、今現

在、世帯所得400万円未満というところが、今

後500万円というふうに所得が緩和されるとい

うふうな話もありますので、引き続きＰＲに努

めてまいりたいというふうに考えております。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 500万円に上がってく

るということなので、またやってみたいなとい

う方もいるかもしれませんので、ぜひよろしく

お願いします。 

  あと、この支援があったことで、他市とかほ

かの地域にいた方で新庄に居住するというふう

に決めた方はいらっしゃるのでしょうか。他市

から来て。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 大変申し訳ありませんが、
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この事業そのものではちょっとそこまで把握し

ておりませんので、今の質問には答弁しかねま

すので、よろしく御了解お願いいたします。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） こういったよい制度を

利用しまして、また、新庄の魅力いっぱいあり

ますので、ほかの地域の方も新庄に来て結婚し

て住み続けられるようにしていただきたいなと

思います。 

  それでは、２つ目ですけれども、地方創生推

進交付金というところで２事業があるようです。

誰もが居場所と役割を持って生涯活躍できる地

域コミュニティーづくりの推進事業、あと、山

形の未来を担う元気な農林業人材づくりプロジ

ェクトということで、こちらは地方創生推進交

付金ということで、第２期の新庄市総合計画を

推進するために国の第２次まち・ひと・しごと

創生総合計画の中での取組であるとも思うので

すけれども、この事業は一体どういう活動をさ

れたのか、教えていただきたく思います。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 地方創生関連交付金というこ

とで、交付金を活用した健康課の事業について

御説明させていただきます。 

  こちらについては、令和３年度地方創生臨時

交付金を活用しまして、新庄かむてん健康チャ

レンジ事業と銘打ちまして実施した事業でござ

います。 

  こちらの内容につきましては、スマートフォ

ンアプリやまた活動量計を使った歩数、歩くと

いう事業でございまして、歩いた場合、そうい

った毎日歩いた歩数に応じてポイントを与える

と。そのポイントをためていくことによって、

最終的な合計の多い方など、こちらとしてポイ

ントをクリアした方には景品を差し上げるとい

うような健康を意識した事業となってございま

す。 

  以上でございます。 

柏倉敏彦農林課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 こちらの事業につきましては

地方創生の交付金を活用しまして、次世代の担

い手に機械補助を行ったというような事業でご

ざいまして、事業につきましては16万5,000円

というふうなことでございます。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ありがとうございます。 

  かむてん健康チャレンジ事業のほうに使われ

たということで、結構、スマートフォンのアプ

リを使って、参加しやすいものであったと思い

ます。景品もあるということなのですけれども、

その成果とかはどうだったのでしょうか。どの

ぐらいの方が使われたとか、教えてもらえたら

ありがたいです。 

  あと、農林課のこの機械の16万5,000円は、

どんな機械を買われたのですか。そして、山形

の未来を担う元気な農業の人づくりということ

で、どういう意味合いでの機械が使われたので

しょうか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 かむてん健康チャレンジ事業

の成果ということでございますが、こちらに関

しては昨年度補正で対応させていただいた事業

でございまして、９月から実施した事業となっ

てございます。 

  それで、参加者数については136人、ポイン

トの達成者が50人ということで、昨年度その達

成した方にＱＵＯカードを進呈させていただい

たということで、決算書では129ページの健康

増進事業費の中に、このかむてん健康チャレン

ジ事業ということで決算額も載ってございます。 
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  以上です。 

柏倉敏彦農林課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 １台の機械ですけれども、ハ

ンマーナイフモアという機械です。普通だと背

負って草刈りすると丈が長く草刈りするわけで

すけれども、ハンマーナイフモアというのはそ

れを短く裁断した形で草を刈るという機械でご

ざいます。 

  以上です。よろしくお願いします。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ありがとうございます。 

  地方創生推進交付金ということなので、何か

やはり人づくりとか、また、いろいろなコミュ

ニケーション、全世帯、全員活躍のコミュニケ

ーション的に使われているのかなと思ったので

すが、いろんな形で新庄ならではの健康のかむ

てん健康チャレンジ事業とか、また草刈りとか

何かに使われたということで、ぜひ、また人づ

くりとか、また地域づくりとか、またコミュニ

ティーの活性化に、地方創生推進交付金またあ

ると思いますので、ぜひ使っていただきたいと

思います。 

  ３つ目のところですが、特定不妊治療費助成

金のところで質問させていただきます。 

  こちらは令和３年度の予算として233万5,991

円ということだったのですけれども、実際の金

額が400万円ということだったと思います。令

和３年度は令和２年度よりも、助成を受けられ

た方の人数もすごく大幅に増えたようです。 

  また、令和３年度の治療費は、県の補助から

も超えたものの１回の補助として10万円を上限

として市の補助、無制限に補助するという形に

なっていると思います。 

  そしてまた、令和４年４月から不妊治療が保

険適用されて、県の補助と市の補助がどのよう

に今後使われていくのかというところでちょっ

とお聞きしたかったのでしたけれども、今年度

すごく増えた理由と、あと、それを使われた方

が49名とまたすごく増えているのですけれども、

なぜそういうふうになったのか教えてください。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 特定不妊治療費の増加してい

る理由ということで御質問いただきました。 

  議員おっしゃるとおり、令和３年度につきま

しては410万円ほどの金額となっておりまして、

令和２年度は230万円ちょっとという金額にな

ってございます。 

  170万円ほど増加してございますが、申請者

が増加しておりまして、令和３年度におきまし

ては延べ49人の方が申請していただいています。

令和２年度については28人でございました。21

人ほど増加したということであります。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 分かりました。申請者

が増加したということですね。分かりました。 

  あと、今年の４月から不妊治療が保険適用さ

れたのでしたけれども、今年度の予算も200万

円ということになっているのですけれども、ち

ょっとさっきも言ったところなのですが、その

場合は保険適用されて、またその保険適用外の

ところで県の補助とかまた市の補助も出てくる

のだと思うのですけれども、そのあたりはどの

ような形になっていくのでしょうか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 特定不妊治療につきましては

令和４年度から保険診療ということで実施され

ております。今回令和４年度の予算計上してい

る分に関しては、令和３年度から継続して実施

されている方を対象とした予算をまず当初予算

で計上させていただいて、現在、対応してござ
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います。 

  県の助成につきましては、令和４年度の予算

として、保険適用になったほか、かかった以上

の部分で、この治療の内容によりますが、最高

限度で９万円までの補助をするというような制

度がございます。県としては保険適用、高額医

療費とかも該当になるのですが、それを超えて、

該当になれば９万円限度までの補助があるとい

うことでございます。 

  市においては今のところまだ、その県の補助、

新しい保険適用になった以降のこの金額に関し

てどうするかというのは、今、検討中でありま

して、治療したことによってすぐ妊娠されて子

供が生まれるという子育て支援としては大変い

い制度だと考えておりますので、その辺、何と

かほかの補助ができないかということを検討し

たいなということで考えております。 

  以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 分かりました。ありが

とうございます。 

  でも、市のホームページが何か以前のものと

同じになっていたので、何かもう少し分かりや

すく記載された資料が、今検討中ということな

のであれなのですけれども、今後、ちょっと変

えていっていただいて、こういった制度は本当

にすごく大事だと思いますので、またよろしく

お願いしたいと思います。 

  あと、最後ですけれども、市内名所旧跡巡り

事業ということですが、新庄市を訪れる旅行客

に市内の名所旧跡を巡る周遊バスを運行して、

乗車券を販売し、販売した乗車券を同額の割引

券として使用してもらうことで観光施設や市内

の店舗を利用して、地域の活性化を図ったとい

うことで、前年度令和３年度は、ちょうどＪＲ

東日本が実施する大人の休日倶楽部パスの期間

中の11月25日から12月７日ということで、41名

の方が使われたということなのですけれども、

これはこの300円の乗車券の販売とかこの事業

があるということの周知を、旅行客にどのよう

に行ったのでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 こちらのほうの事業です

が、委託先が新庄観光協会でして、そちらのほ

うでバスの運行とそれからＰＲ等のほうをお願

いしておりましたので、当然観光協会のほうは

情報案内センターのほうにも入ってございます

し、そちらのほうを通じてＰＲを行っていただ

いたということになってございます。 

  以上でございます。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 令和３年度は62万

9,200円の決算額だったのですが、今年は倍の

125万9,000円ということでちょっと増やしてい

くので、もうちょっと本当にＰＲして、新庄の

旧跡巡り、名所をもっともっと広げていってい

ただきたいと思うのですが、間もなく11月、間

もなくじゃないですが、もうすぐ11月ですので、

その拡大周知をどのようにしていくかお聞かせ

ください。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 ＰＲの件ですが、やはり

最近までコロナということでなかなか苦戦して

おったようでございます。 

  基本的には、人の交流が、移動制限がないと

いいましても、当然お気をつけなさっている方

は気をつけなさっていると思いますので、そこ

ら辺は各個人の旅行者の方々の判断になるのか

なあというふうには思ってございますが、従来

どおり市観光協会のほうを通じてＰＲのほうを

図ってまいりましたので、御了解願えればと思

います。 



 - 225 - 

  以上でございます。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） この大人の休日倶楽部

パスのときは新庄駅に何かすごい人がいっぱい

来るということですのでいい形で、せっかく新

庄市の駅に来られるということですので、周知

とかを徹底していただいて、もう新庄の中に入

ってもらって、おいしい食べ物とかいろいろな

いい店もいっぱいありますので、立ち寄ってい

ただけるように、ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

  以上です。 

今田浩徳委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） よろしくお願いします。 

  ページ数は170ページから177ページにかかっ

てありますが、10款の各学校のコンピューター

教育振興費について質問をさせていただきます。

１点だけですのでよろしくお願いします。 

  ＩＣＴを活用してＧＩＧＡ構想ということで、

大分進んできております。この令和３年度の状

況をお聞きしたいと思いますが、いわゆる先生

たちのスキル関係がどうなっているのかとか、

習熟度はどのぐらい行ったのかとかをまずお聞

きしたいと思います。お願いします。 

杉沼一史学校教育課長 委員長、杉沼一史。 

今田浩徳委員長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、ただいまの御

質問にお答えしたいと思います。 

  昨年度、１人１台タブレットを使った授業で

のＩＣＴ活用ということでスタートしておりま

すが、正直やはり全国的にもそうでございまし

たが、教員がどのように授業で活用するかとい

うことにつきましてはまだまだ研修不足のとこ

ろがございました。 

  そういった中で、本市のＩＣＴ教育検討委員

会の場でＩＣＴ担当の先生方を集めましてその

中で研修をし、各学校においてそれぞれ研修を

しながら、授業展開をするというような内容。 

  また、各学校にはＩＣＴの得意な先生もいら

っしゃいますので、そういった先生が中心とな

って、どのような授業の展開ができるかという

ような形でスタートしたところでございました。 

  なかなか家庭への持ち帰りという点について

は、各家庭のＷｉ－Ｆｉの状況ですとかそろっ

ていないところもございましたが、まず学校に

おいてはそういったＷｉ－Ｆｉの環境が整いま

したので、とにかく全ての授業においてＩＣＴ

タブレットを使った授業を展開しよう。その中

で、ＩＣＴの情報活用能力を身につけようとい

うことで、手探りの状況でまずはスタートした

ところでございました。 

  日に日に授業で使われるようになりまして、

それぞれ、各教科の中でどのような使い方をす

ればいいのかということが見え始め、トライす

る先生が増えてきたというような状況でござい

ます。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 先生方のほうは大分慣

れてきたと、児童生徒に関してはある程度若い

ということで、非常に理解度が高いのかなと思

っておりました。 

  児童生徒に関してお聞きしますが、このＩＣ

Ｔ教育によってどのぐらい学力の向上というと

ころに寄与してきたのか、寄与しているのかと

いう点であります。その辺どのように捉えてい

るのかお伺いします。 

杉沼一史学校教育課長 委員長、杉沼一史。 

今田浩徳委員長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 このＩＣＴの活用につき

ましては、当然ながら子供たちの学力の向上の

ために寄与するための活用でございます。ＩＣ

Ｔの活用をするための事業ではございませんの
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で、議員がおっしゃるとおり、最終的には子供

たちにどのような力が、ＩＣＴを活用すること

によって力がついたかというところが、最終的

に評価をしなければならないところでございま

す。 

  ですが、令和３年度終わりの時点におきまし

ては、まだまだそこまでの評価ができるような

状況ではございませんでした。 

  もしかすると今後、学力向上については、全

国的にＩＣＴを活用することでどのように学力

を向上できるのかというふうな問題については

今まさに行われている状況でございまして、

様々な情報を得ながら研修して行っていかなけ

ればならないと思っております。 

  ただし、授業においては、これまでタブレッ

ト、ＩＣＴを使わないがために非常に時間をロ

スしているというところも多々ございました。

そういった意味では、黒板の板書の時間が短く

なったり、または子供たちの意見を、単に発表

という形ではなくてタブレットＩＣＴを活用し

てお互いに共有できるような時間ができたりと、

そういった対話による協働的な学習が今進んで

おりますので、今後必ずや力がついていくので

はないかと期待するところでございます。 

  以上でございます。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 今、課長の言葉にあり

ましたけれども、学習面の時間の割き方という

のが非常に大事だと思います。これが先生方の

働き方の改革にもつながるのかと思いますが、

その辺を効果的に出すには、今後どのようにし

ていけばいいとお考えでしょうか。 

杉沼一史学校教育課長 委員長、杉沼一史。 

今田浩徳委員長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 現在、本市においてはＩ

ＣＴの支援員ということで支援員をお願いして

いる状況でございますが、これについては本年

度の事業となってしまいますが、ＩＣＴのそう

いった支援の方々、専門家の方々の意見をいた

だいて、例えば、ネット上に全ての教員、全て

の学校が一緒に使えるようなそういったものを

用意しまして、そこでお互いに情報を共有した

り情報を交換したりということで、それぞれの

学校がどのように展開しているのかをお互いに

共有しながら、お互いに研修していくというよ

うなことなどをやっております。 

  また、非常に使い慣れた子供たちもたくさん

おりますので、授業の中において子供たち同士

で指導、また教えてもらうということも現在期

待されておりますので、これは教育長がよく各

学校において話をしておるところでございます

が、まずは子供たちがどんどん使えるような、

使わない授業はないような、いつでも必要に応

じて使えるような、そういうふうな取組をして

ほしいと各学校には指導している状況でござい

ました。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ありがとうございます。 

  ぜひとも、この共有というのが一番いいキー

ワードだと思います。各学校ばらばらでは、進

み具合が変わってはまずいわけでして、同じよ

うな学力向上を全地域で取れるような形をつく

ってもらえればと思います。 

  今朝の新聞に載っておりましたが、県内でも

町村のほうでデジタル教科書ですか、が導入さ

れつつあります。今回の決算に関係ないと言え

ばそれまでなのですけれども、今後の方針とし

てお伺いしておきたいのですが、当市において

もいろいろなそういうような検討はこれからな

されていく御予定なのでしょうか。 

杉沼一史学校教育課長 委員長、杉沼一史。 

今田浩徳委員長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 これまでもデジタル教科

書については、英語ですとか、ほかに１教科と
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いうことで各学校のほうには提供しておりまし

た。 

  今後、デジタル教科書の活用については必然

的なものになってまいると思いますので、現在

その辺、今後について検討を進めているところ

でございます。 

  以上です。（「終わります」の声あり） 

今田浩徳委員長 ほかに質疑ありませんか。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 私からは、２款１項７

目の企画費について、移住・定住促進事業費と、

先ほどに続いてふるさと納税事業費の２点と、

97ページの２款１項11目の市民生活対策費の防

犯灯ＬＥＤ化事業費補助金、113ページの３款

２項１目の児童福祉総務費の第２子子供助成金、

第３子助成金の部分です。その次が117ページ

の３款２項１目の放課後児童健全育成補助金に

ついてです。135ページの６款１項３目の農業

振興費の学校給食の地産地消の補助金について。

そして143ページの６款１項１目の林業振興費

の市民の森の事業費。165ページの10款１項２

目の事務費のスクールバス運転手の報酬費。

167ページの10款１項３目の教育指導費の部活

動の指導員報酬費。最後になります。171ペー

ジの、ここは３か所があるのですけれども、要

保護及び準要保護児童就学援助費についてです。 

  一番最初に、移住・定住促進事業費ですけれ

ども、定住された方々との交流会などはされて

いるのでしょうか。課題等の明確化に必要と考

えております。その点についてお聞きしたいで

す。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、私のほうから

は移住定住についての御質問で定住された方と

の交流等はされているのかというふうなところ

でございますが、移住の施策につきましては、

県を窓口としているふるさと山形移住・定住推

進センター、愛称「くらすべ山形」というふう

なところ、ここがオール山形で移住・定住を推

進するために様々な取組を行っているというふ

うなところ。あと、最上地域移住交流推進協議

会というふうなところで、最上総合支庁を事務

局としまして、８市町村が連携して最上地域の

移住政策について様々な取組を行っているとい

うふうなところで、移住施策を山形県、そして

最上地域として様々な事業を行っているという

ふうなところになっております。 

  御質問の移住された方々との交流を行ってい

るのかというふうなところにつきましては、移

住する世帯を最上地域、県内はもとより最上地

域というふうなことでの取組は行っております

けれども、実際移住された方々との直接的な交

流というところは、市としては実施していない

というところが現状となっております。 

  しかしながら、移住者にとってみればやはり

地域コミュニティー、地域でどれだけ移住者を

迎える雰囲気があるかというふうなところとか

が非常に大事になってまいりますので、そうい

ったところを今後ちょっと、課題等がないかと

いうふうなところも含めて検討していきたいと

考えております。 

  以上でございます。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） ぜひとも、雪のことと

か、いろいろな相談事があったときに、近くに

相談する方がいたらということのお話もよく聞

きますので、その点について対応していただけ

たらと思っております。 

  ２点目のふるさと納税の事業費ですけれども、

コロナ禍において返礼品の開発も大変だと思っ

ております。返礼品の充実という点で、新庄ま

つりの関連グッズの充実を考えてもらいたいな

という声も聞かれます。これまでの取組をぜひ
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ともお尋ねいたします。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 ふるさと納税の返礼品の

開発についての取組ということでございますけ

れども、現在、ふるさと納税の返礼品につきま

しては、ふるさと納税制度が始まって以降増え

続けておりまして、今、概算ですと1,000種類

ぐらいあるというふうに認識しております。 

  その中で、新たな商品開発というふうな部分

につきましては、やはり事業者側の積極的な対

応といいますか、取組というのが欠かせません

で、私ども市としても、そういった部分で新商

品開発についていろいろ御相談とかあればいろ

いろな面で支援はしてまいりますけれども、や

はり企業者側の努力というものが新たな商品開

発につながるというふうに捉えております。 

  今現在、その1,000商品ある部分の中で、寄

附申込みがあるものとないものというものがそ

の種類ごとに様々ありますので、今後その全商

品の寄附の申込み状況を把握しながら、それを

事業者のほうにフィードバックしまして、寄附

がないものについてはこのまま続けていくのか

どうかというふうな事業者への打診とかも含め

ながら、寄附額が多いものについてはさらに力

を入れていくような取組も併せて進める中で、

返礼品の新規開発も含めて、様々整理をしてい

きたいというふうに考えているところでござい

ます。 

  以上でございます。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 前回の決算のときに、

私が体験型の返礼品の開発はどうかというふう

に提案させていただいたことがございました。

こういうような返礼品、ものではないのですけ

れども、体験型の返礼品の開発は進んでいるの

でしょうか。 

  また、専従スタッフも大切だと思います。庁

舎内でのバックアップ体制はどのようにされて

いますか。総務課長にぜひともお聞きしたいで

す。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 初めに体験型の、昨年の

決算委員会等かと思うのですけれども、出され

た御意見の対応状況ということにつきましては、

現在、担当者のほうで様々なアイデアを出しな

がら、航空業者、事業者のほうと宿泊券をセッ

トにした中で、新庄市内の旅館ホテル等に泊ま

るときにしか使えないような寄附の返礼品とい

いますか、そういった部分とか、いろいろ庄司

委員からいただいた御意見なども参考にしなが

ら、そういう宿泊型の返礼品なども徐々に増や

していく方向で考えているところでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

西田裕子総務課長 委員長、西田裕子。 

今田浩徳委員長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 バックアップ体制ということ

でございますけれども、まず第一には、担当課

として課の中でできる限り調整していただき、

全体で動いていただきたいというふうに思って

はおりますが、全庁的に例えばもっと広く大き

く様々な知恵を出し合っていきたいということ

であれば、また全庁的な組織として新たにチー

ムですとか、そういったところを組んでやって

いく必要はあるかと思っているところではござ

います。 

  以上です。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） ぜひとも返礼品を企画

するプロセスの中で、企業とのマッチングも大

切だと思っております。よいものをつくり上げ

て評判のいいようなふるさと納税になっていた

だけたらと思っております。 
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  次に移ります。防犯灯ＬＥＤの補助金につい

てです。 

  防犯灯はＬＥＤ化することで、電力も少なく

なりますし、交換も頻繁にならなくなります。

全てとはいかないまでも、それは理解している

ところです。地区の方々との話合いはされてい

るのでしょうか。 

今田浩徳委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後２時００分 休憩 

     午後２時１０分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 それでは、私より防犯灯ＬＥ

Ｄ化事業費補助金について御説明申し上げます。 

  この事業ですけれども、電気料金と維持管理

経費の軽減を目的にしまして平成26年度より事

業を開始しまして、令和３年度末現在で82.5％

までＬＥＤ灯に切替えが終了しております。 

  その中で御質問にございました町内のお知ら

せについてですけれども、事前の要望書を区長

に送付いたしまして、その中で制度のデータ的

なもの、実際、電気料金が平成27年度比に比べ

て48.06％削減になっているということと、や

はり82.5％、多くの町内が切り替えていますと

いったデータ的なものも付して要望書を出して

いるということで、お知らせしているというこ

とでございます。 

  以上です。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） あと17％ちょっとです

ので、ぜひとも100％に向けて頑張っていただ

きたいと思っております。 

  次になります。第２子保育助成制度、補助金

についてでございます。第２子、第３子、子ど

も・子育ての部分で補助が足りないという声が

市民からよく出ているのですけれども、市独自

の補助制度の周知についてどのようにされてい

るかについてお聞きします。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

ま議員から御質問いただきましたのは、第２子

保育料半額補助事業費補助金176万4,130円、ま

た第３子以降児童幼稚園等保育料無償化事業費

補助金734万7,110円という２つの事業費につき

まして、御質問いただいたところでございます。 

  こちらのほうは成果表の中では65ページに出

てくるわけですけれども、細かい内訳としては

第２子保育料２分の１減免している部分、そし

て第３子保育料10分の10の負担分、さらに第３

子保育費10分の10の負担分、こちらのほうがそ

れぞれ該当している部分でありますが、そもそ

もこちらのほうは、幼保無償化によりまして、

免除部分と補助金部分に分かれています。 

  なかなか見えづらいところで、補助金という

ふうに今回事業費で名称が出ている部分につき

ましては、こちらのほうから交付させていただ

いている部分になりますので、対外的に見えて

くるところではあるのですけれども、免除とい

う部分につきましては公定価格に含まれてくる

という基準値そのものに影響してくる数値とな

っておりますので、対外的にはなかなか見えづ

らい部分というふうになっています。 

  これらの状況からしまして、周知というのは

なかなか難しいところでありまして、個々に対

する周知というよりは、各保育園に対してきち

んとこちらのほうの構成根拠を理解していただ

いた上で、事業費のほうを支出させていただい

ているところでございます。 
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  それぞれの事業費に対して単に無償化がなさ

れているわけではなく複雑な内容ではございま

すが、きちんとした論拠に基づいて、仕組みに

基づいて交付させていただいておりますので、

こちらのほうを関係機関、そして、保護者のほ

うに伝わるような努力を今後ともさせていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） ぜひとも、保育園と一

緒に連携を取りながら周知していただきたいと

思っております。 

  次になります。放課後児童クラブの補助金に

ついてでございます。 

  私も、子供たちの学校後の、学校に行った後

の生活が大切だと思っております。放課後児童

クラブの必要性は年々高まっているというふう

に思っております。施設の整備等をどのように

管理されているのかについてお聞きいたします。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

まの御質問の部分につきましては、決算書ペー

ジ数61ページだと思いますが、113ページです

ね。放課後児童健全育成事業費補助金になりま

すが、こちらのほうは５つの民間保育の学童ク

ラブとなっておりますので、こちらのほうだけ

ではなくそちらの前のページになると思います

けれども、放課後児童対策事業委託料を5,200

万円ほど計上している部分がございます。こち

らのほうが公立の部分での、４、児童クラブ、

放課後児童クラブの運用の部分を指している部

分でございます。 

  こちらのそれぞれの事業費、公立民間問わず、

多額の事業費を要しているわけですけれども、

公立につきましてはそれぞれ老朽化が激しいと

ころ、また見直しをそれぞれさせていただいて

おりますので、今後の課題の中では、日新放課

後児童クラブの新たな整備が今後早急に求めら

れるところではないかと感じているところでご

ざいます。 

  民間におきましては、それぞれの施設におき

まして対策を取らせていただいておりますので、

またこちらのほうはそれぞれの保育事業所にお

きまして、今後の民間立保育所整備計画という

ことで、聞き取りをしながら必要な補助に対し

て対応させていただいているところでございま

すので、保育園の運営の中での放課後児童クラ

ブの預かり部分について対応されているものと

思っております。 

  それぞれの事業所に応じて今後とも対応させ

ていただきたいと思っております。 

  以上です。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 福祉協議会の関わりも

大切だと思っております。短時間でたくさんの

人員が必要だというところもあって、何かと大

変かと思いますけれども、ぜひとも必要性があ

るものなので、市のほうからも全面的に協力し

てあげてほしいと思っております。 

  次に移ります。135ページの学校給食の食育

について、地産地消の推進についてでございま

す。 

  食の大切さは学校給食とも反映されているべ

きと考えております。食育という言葉も認知さ

れて久しいものです。地産地消、地元食材を使

ってということでの補助は大変よいことだと考

えます。具体的にどのようなものを使用されて

いるのか、お聞かせください。 

柏倉敏彦農林課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 こちらの食育・地産地消推進

事業の学校給食食育・地産地消促進事業費補助
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金につきましては、新庄市米飯学校給食推進協

議会、こちらは教育委員会のほうに事務局があ

るわけですけれども、こちらのほうに郷土料理

メニューを作った食材、それから、県産農林水

産物を使用したおかずとか、県産の加工品を使

った場合、それから、県産米の米粉のパン、そ

れから米粉を使ったおかずとかデザートの導入

した費用に対する助成事業を行っているもので

ございます。 

  具体的な詳細については学校のほうが詳しい

のかなというふうに思いますが、そういったと

ころで、こちらのほうとしては補助金を支給し

ているということでございます。よろしくお願

いします。 

杉沼一史学校教育課長 委員長、杉沼一史。 

今田浩徳委員長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、現在の学校の

給食における状況につきまして若干御説明させ

ていただきたいと思います。 

  成果説明書の147ページにもございますが、

現在、給食で提供している主な地場産の作物と

いうことで上げさせていただいております。な

るべく地場産のものを使いたいということで、

学校給食献立会議の中でも、栄養士、調理士等

で話合いを行っておりますが、現在48％が県産

地場産のものとなっております。よろしくお願

いいたします。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 本市にもたくさんのお

いしいお肉や野菜もありますので、ぜひとも活

用していただきたいと思っております。 

  次に移ります。165ページのスクールバスの

報酬についてです。 

  何度か取り上げさせていただきましたスクー

ルバスの件ですが、昨年度の課題があればお聞

きいたしたいと思います。冬期などどのような

ことが課題としてあったのでしょうか。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 委員長、平向

真也。 

今田浩徳委員長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 スクールバス

の運行につきましては、やはり安全第一、お子

様たちの安全を確保するということを最優先で

行っているところでございます。 

  冬場になりますと、やはり交通の状態も悪く

なりますので、時間にゆとりを持った形で送迎

のほうをするという形で行っております。何よ

りも安全対策を最優先に行っているところでご

ざいます。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 安全対策が一番大切だ

と思いますので、ぜひともそのようによろしく

お願いいたします。 

  167ページの部活動の指導員の報酬について

です。 

  部活動の土日の指導者の導入も進んでいくと

いうお話ですが、この効果についてお尋ねいた

したいです。子供たちの声があれば、ぜひとも

お聞きしたいです。 

杉沼一史学校教育課長 委員長、杉沼一史。 

今田浩徳委員長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、部活動指導員

についての御質問でございました。お答えいた

します。 

  もともとこの事業につきましては、教職員の

働き方改革の一環ということ、部活動の負担軽

減という部分がございました。 

  そういった中で、現在、本市におきましては、

５名の指導員を市内中学校２校、義務教育学校

２校、計４校に配置しております。その配置の

内容といたしましては、各学校のニーズに応え

るということで、例えば、顧問が１人制の部活

動、または顧問が専門外の部活動というふうな
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ところに５名の指導員を配置しております。 

  成果ということでございますが、令和３年度

に関しましては、全ての指導員がそれぞれ専門

のお立場の中で専門の部活動を指導していると

いうことで、なかなかふだんの部活動が専門で

はない顧問にとっては非常にありがたく、また、

生徒にとっても専門的な練習ができるというこ

とで非常に保護者も含めて大変喜ばれていると

ころでございました。よろしくお願いいたしま

す。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） やはり専門的な指導を

していただけるということをお聞きして、なる

ほど、やはり効果があるのかなというふうに思

っております。 

  ぜひとも子供たちの成長したいという声にそ

ぐうべく、立派な指導者の方をお招きして練習

に励んでいただきたいなと思っております。 

  171ページの要保護及び準要保護児童援助費

ということで、小学校、中学校の入学時の現金

支給についてでございます。 

  現金支給ということで、御両親にとってはよ

かったという声が多く聞いております。しかし

ながら、クーポン券や現物支給ということはお

考えにはなかったのでしょうか。その点につい

てぜひともお聞きしたいです。 

杉沼一史学校教育課長 委員長、杉沼一史。 

今田浩徳委員長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、ただいまの質

問にお答えいたします。 

  本市といたしましては、入学前の援助費とい

うことで、それぞれ小学校、中学校、義務教育

学校入学前に、入学前の援助費を現金で用意さ

せていただいております。 

  これに関しましては、希望があれば一括支給

ということで入学後の受け取りも可能でござい

ますが、まずは現金におけるこういった支援が

直接的で喜ばれるのではないかということで考

えて行っておるところでございました。 

  以上でございます。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 現金も確かにいいなと

いうふうに思うのです。手間はかかると思いま

す。市への思い入れを育むには現金以外にもと

いうこともぜひとも、声があれば再度お考えに

なっていただく部分についてあればいいなとい

うふうに思っております。 

  ぜひとも、支給されてまだ間もないので、活

用していくうちにまた何か違う形でしていただ

くという可能性についても、ぜひともお考えく

ださい。 

  最後になります。183ページの公民館の運営

費です。 

  ２地区からの申請とお聞きいたしましたが、

他の地区からは申請はなかったのでしょうか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後２時２５分 休憩 

     午後２時２６分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開します。 

  庄司委員に申します。質問の内容をもう一度

よろしくお願いします。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 決算のどこかちょっと

分からなかったのですけれども、成果表の中に

あったのです。２地区からの申請で新庄まつり

の…… 

今田浩徳委員長 成果表は何ページになりますか。 

８ 番（庄司里香委員） 13ページだそうです。

そうです。山屋等です。13ページだと思います。 

今田浩徳委員長 13ページ、成果表の13ページ。 

８ 番（庄司里香委員） これ、地域づくり推進
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室。すみません。いいですか。 

今田浩徳委員長 いいです。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 ただいまの御質問につき

ましては、祭りの囃子の道具というふうなこと

でございますので、総合政策課で担当しており

ますコミュニティー助成事業助成金についての

ことだと思います。 

  こちらにつきましては、令和３年度助成団体

２団体ということで、山屋地区と福田町内会に

対しましてそれぞれ、庄司委員が今おっしゃっ

たような祭りの囃子の道具関係ということでコ

ミュニティー助成事業助成金ということで10分

の10でのトンネル補助みたいな形になっており

ますけれども、合わせまして460万円の決算額

となっております。よろしくお願いいたします。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 修繕ではなく、購入の

ところだけということなのでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 こちらにつきましては修

繕ではなくて、新たに備品を用意した、新規で

導入したというふうな内容になっております。

よろしくお願いいたします。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 新しい用具で囃子の練

習をされるのはとてもいいと思いますので、ぜ

ひとも今後もそのように申請に向けては対応し

てほしいと思っております。 

  以上でございます。 

今田浩徳委員長 ほかに質問ございませんか。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ちょっと準備不足では

ありますが、質問させていただきます。 

  地域おこし協力隊の件で、ページ数はいろい

ろとあるのですけれども、まずは93ページ、２

款１項７目総務のほうの移住交流推進事業費の

地域おこし協力隊の報酬、次に、149ページ、

７款１項３目都市×田舎交流促進事業費の地域

おこし協力隊報酬等。それから、183ページ10

款５項１目郷土資料整備活用事業費地域おこし

協力隊報酬等、185ページ、10款５項６目文化

財保護管理の事業費の地域おこし協力隊報酬等。

あと、191ページ、スポーツコミュニケーショ

ン推進事業費、地域おこし協力隊の報酬等につ

いてちょっとお伺いしたいと思います。 

  こちらに載っている報酬等というのは、基本

的に人件費のみでよろしいのか、まずお伺いし

たいと思います。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 地域おこし協力隊を統括

している立場から私のほうでお答えいたします

けれども、報酬等につきましては人件費のみと

いうふうに捉えていただいて結構かと思います。

よろしくお願いします。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） それでは、細かい内容

なのですけれども、成果表の11ページに、移住

交流推進事業で地域おこし協力隊の活用と移住

交流フェア、移住セミナーへの積極的な参加で、

移住希望者の傾向を把握することができ、移住

相談窓口として提供する情報の精度を高めるこ

とができたとあります。 

  また、125ページ、こちらのほうの都市×田

舎交流プロジェクト事業に関することというこ

とで、成果のほうには、新型コロナウイルス感

染蔓延防止に関する取組により全国的な往来は

もちろんのこと東北、県内との往来も思うよう

な事業展開ができなかった。しかし、主にエコ
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ロジーガーデンを会場とした既存のイベントへ

の出店事業者の新規開拓や、交流人口の伸び悩

む冬期間でのイベント企画を実施するなど、ア

フターコロナを見据えた事業として一定の成果

が上げられたという、この２点に関しては成果

が出ているのですけれども、もう少し詳しい内

容を聞きたいのと、また、先ほど申しました郷

土資料整備活用事業、また文化財保護管理事業、

スポーツコミュニティー推進事業、こちらにつ

いてどのような活動があったか、教えていただ

ければと思います。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、初めに総合政

策課の地域おこし協力隊員について御説明申し

上げます。 

  総合政策課での業務につきましては、成果表

のほうにも書いておりますけれども、移住コー

ディネーターという役割で着任していただいて

おりまして、令和３年12月からということで令

和３年度につきましては４か月だけになってお

りますので、今年度半年というふうなことで合

わせて10か月ぐらいの期間というふうな形にな

っておりますけれども、移住を県外から推進す

るために様々な取組を精力的に行っていただい

ていくと同時に、本当に活動的な方で、最上地

域の、新庄市内の地域おこし協力隊の取りまと

めをして情報交換等の交流を行っていただくと

ともに、最上地域の地域おこし協力隊にも声が

けをしていただきまして、最上の地域おこし協

力隊の活動推進研究会というふうなことで、自

分の任務であります移住のコーディネートのほ

かにも、地域おこし協力隊全体との連携により

まして相乗効果を生むような活動を行っていた

だいているところでございます。 

  以上でございます。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 それでは、私のほうから

都市×田舎交流事業の地域おこし協力隊の事業

について説明させていただきます。 

  こちらのほうはＣＡさんが応募していただい

て１年間活動していただきましたが、当然コロ

ナ禍ということで、県外、遠くにはなかなか足

をお運びいただけませんでしたが、冬場のエコ

ロジーガーデンにおきまして、なかなか降雪期

はイベントが組めない中におきまして、初めて

クリスマスマーケットというイベントを組んで

いただいて、交流の拡大に寄与していただきま

した。 

  以上でございます。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 私のほうからは、郷土資

料整備活用事業における地域おこし協力隊と文

化財及びスポーツそれぞれ社会教育主管でござ

いますので、それぞれの地域おこし協力隊の活

動の状況について説明させていただきます。 

  まず、郷土資料整備活用事業につきましては、

雪の里情報館における様々な資料を整理してい

ただくということを中心にやっていただいた方

でございます。 

  続きまして、亀綾織の方につきましては、新

庄亀綾織加盟に関わる技術の習得や外部への発

信ということで、亀綾織保存協会のお手伝い的

な部分もございますけれども、市の文化財であ

ります市の亀綾織の伝承に関わる事業を進めて

いただいているところでございます。 

  また、スポーツコミュニティー推進事業に関

わる地域おこし協力隊につきましては、新庄の

県縦断駅伝競走大会に関わった方が地域おこし

協力隊ということで来ていただきまして、県の

縦断駅伝競走にも出ていただいたり、また、走

るということ自体がスポーツの基本となるもの

でございますから、市内の子供たち、小中学生

の陸上の指導、長距離にかかわらず陸上の指導
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や小学校などにおいては学校に行って長距離の

指導などをしてきているということで、そのよ

うな形で対応してもらったところでございます。 

  以上です。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ありがとうございます。 

  ただいまの答弁に対してもう一つちょっと質

問させていただきます。 

  商工観光課長のほうから、クリスマスマーケ

ットとありますけれども、これは入場者数がど

のくらいだったのか教えていただきたいのと、

ちょっとこれは個人の意向もあると思うのです

けれども、亀綾織、文化財保護の管理事業なの

ですけれども、令和２年から地域おこし協力隊

をやっていただいて１年ごとに替わっていると

いうような状況もあるのですけれども、何か問

題点があるのかどうか、もし、お気づきがあれ

ば教えていただければと思います。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 クリスマスマーケットの

ほうの集客人員ですが、すみません、ちょっと

今手元のほうに資料がございませんので、後ほ

ど御連絡させていただきます。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 文化財に関わる亀綾織の

方につきましては、令和２年から毎年１名ずつ

いらっしゃっておりまして、令和４年度今年に

おきましては３名の方が協力隊ということで活

動していただいております。 

  ある程度任期の中で３年間ということがござ

いますので、それぞれ１年ずつ任期満了という

形で対応してもらっているところでございます。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） そうすると、ただいま

３名いるという認識で、今年から１名ずつ減る

という言い方、３年たってまたさらに１名増や

す予定とかでいるということなのでしょうか。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 今現在、令和４年度で３

名いらっしゃって、令和５年度になると１名の

方が任期を全うするということになりますけれ

ども、同じ学校というか、そういう染色また手

織りの学校、同じ奈良にある学校からそれぞれ

３名の方に来ていただいておりまして、同じよ

うな方、亀綾織に興味があるという方がいらっ

しゃいますので、その方についても来年度のこ

とではございますけれども、１名補充できれば

というふうには考えているところでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ありがとうございます。 

  地域おこし協力隊ということで、新庄市にと

っては非常にありがたい事業というか、人が来

ていただいて新庄市を活性していただいている

ということは大変ありがたいことかと思ってお

ります。 

  国や県でも一応こういうことを推進して、こ

れからまたさらに違う方向では進んでいくと思

うのですけれども、ここ新庄市において、今後、

やはり定住、多分そのときの応募要覧のほうに

も載っているかと思うのですけれども、定住を

今後していただける方向で考えている方も入っ

ているかと思うのですけれども、今後、定住に

関して残っていただけそうな、確定じゃないで

しょうけれども、そういうふうな内容として新

庄市でやっているようなこととかがあれば教え

ていただければと思います。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 ただいまの御質問で、地
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域おこし協力隊の、今後、定住とかそういった

ものに向かっていく手法とか取組というふうな

ことかと思うのですけれども、今現在、７名の

協力隊員がいらっしゃいまして、これまでこの

制度を活用してから11名の方が退任されている

状況にあります。 

  その中で、今現在、新庄に住まわれている方

が６名ほどというふうな状況。それプラス今の

隊員が７名というふうな形になっております。 

  過去に退任された方の割合としては50％強と

いうふうな形で捉えておりますけれども、いず

れも新庄に例えば実家があるとか郡内に実家が

あるとか、何かしらのゆかりがある方が定着し

ておりまして、現状といたしましては、全く新

庄にゆかりのない方が定着しているというふう

な、地域おこし協力隊については状況にはなっ

ていないというふうなところがございます。 

  反対から言えば、そこをいかに定着させるか、

定着していただくかという取組が課題かなと捉

えておりますけれども、今現在、具体的にどう

やって定着をしてもらうかというところは考え

ておりませんけれども、やはりこの地域で働き

がいとか、その着任の業務がその隊員の方にぴ

ったりと合った形でこの新庄の魅力を感じても

らって、この地域での働きがい、そして退任後

の自立の道というものがしっかりと確保される

ということが大切なのだろうなというふうに思

っておりますけれども、現状といたしましては、

なかなか新庄にゆかりのない人が定着する、し

ているというふうな現状にはなっていないとい

うところになっております。 

  以上でございます。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） そこが多分一番肝なの

だと、私、個人的には思うのです。どうやって

残ってもらうか。今、なかなか難しいという話

は聞いたのですけれども、そこを何とかできる

ようにするのも手腕だと思いますので、ぜひい

い方法を考えていただいて、定着していただけ

るよう尽力していただければと思います。 

  次に、ちょっとこれ、何も言わずにこういう

ことを言うのもあれなのですけれども、97ペー

ジ、２款総務費１項総務管理費の市営バス運行

事業費についてでございます。 

  1,741万4,548円とかなり高額で、たしか歳入

のほうは60万円程度の歳入だったと思うのです

けれども、こちらのほうがこれから必要なのは

私も十分感じております。これから車の免許、

車が運転できなくなる高齢者の方とかのことを

考えたり、これから進む高齢化社会、また、こ

れはどうなるか分かりませんけれどもコンパク

トシティー化というようなほうに向けて走った

場合に、こういうものは必要になってくるとは

思うのですけれども、来年、近々ですけれども、

農林大学校の募集が始まり開校する予定でござ

います。来年でいいのですよね。再来年……。

そのときにどのような活用方法をしていくのか、

市営バスというものを活用していくのかどうか、

そういう考えがあるのかどうか、ちょっとお伺

いさせていただければと思います。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 ただいま、農林大学校の

学生の足というふうなことでの考え方というこ

とだと思いますけれども、こちら、この市営バ

スではなくて、また改めて議員の皆様には御説

明を申し上げる機会を設けさせていただこうか

なと思っておりますけれども、山交のバスのほ

うを、鳥越線のほうを活用した形で考えられな

いかということで、今検討しているところでご

ざいますので、具体的に詳細が分かりましたら、

そちらの内容について御説明をさせていただき

たいというふうな形で考えております。よろし

くお願いいたします。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 
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今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） 分かりました。そうす

ると、この市営バスの単独で考えた場合という

ような話になってしまうのですけれども、今、

このような状態で、あと何年後か分からないよ

うな、活性化するのは、後々増えていくことは

できるのですか。コロナの影響があるのも重々

分かっておりますが、利用者とこの事業費の歳

出の部分のバランスがあまりにも開き過ぎてい

るというようなのが目に見えて分かるのがあり

まして、乗車数を増やすために、今後、考えて

いることがあれば、教えていただければと思い

ます。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 やはり乗車数につきまし

ては、確かに少ないというふうに言われてしま

うとそのとおりなのですけれども、まちなか循

環バスにつきましては、しかしながら令和２年

度から令和３年度にかけまして、令和２年度の

段階で4,800人ぐらいだったものが令和３年度

で6,460人ということで、1,600人ぐらいまず増

えているというふうな部分がございます。 

  今後、課題といたしましては、県立病院の開

業に合わせまして、またダイヤとかルートの見

直しとかを考えなければいけないなと思います

けれども、積極的に利用者を増やすというふう

な取組になりますと、なかなかちょっと難しい

かなというふうに今段階では感じておりますが、

今後、超高齢化社会、免許返納者が増えていく

ようなことを考慮したりでありますとか、あと

は、今、立地適正化計画で新庄市全体として町

なかに公共施設や病院等々を誘導して、車に頼

らないコンパクトシティーを目指すというふう

な取組なども、将来に向かってやっていくよう

な流れにありますので、そういった時点で、公

共交通の空白地域といいますか、そういった市

民の方の足の利便性の確保というふうな部分で

継続して利用者数の伸びというのもそれは努め

ますけれども、継続して利便性の向上に努めて

いきたいというふうには考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ３年前ぐらいだったか

にコースを変更したかと思うのですけれども、

その後、使いやすくなったという話も聞いてお

ります。 

  どうしてもこれは、でも、さらにというと乗

る場所の時間の短縮となると、数が多くならな

きゃならない。そうすると枠を狭めなきゃなら

ないとかと、いろいろな問題があるとは思うの

ですけれども、やはり利用者が便利で使い勝手

のいいように、今後、考えていっていただいて、

なるべく乗車率が上がるように考えていただけ

ればと思います。 

  以上です。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 先ほど、佐藤委員のほう

からありましたクリスマスマーケットの件でご

ざいましたが、来場者は160名ほど、それから、

イルミネーションのほうも設置いたしまして、

前日点灯式をやりましたので、そちらのほうに

も50名程度の来場者の方があったということで

お答えしておきます。よろしくお願いいたしま

す。 

今田浩徳委員長 ほかに質問ございませんか。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 私のほうからも４点ほ

ど質問させていただきます。 

  まず１点目、決算書90ページ、２款１項４目

企画費のうちの第５次新庄市国土利用計画土地

利用現況図作成業務委託料60万9,000円とあり

ます。 
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  これはいつでしたか、大分前に国土利用計画

が提出されました。そのとき、全員協議会だっ

たでしょうか、審議があって、最後に、当然、

新庄市の国土利用計画図、現況図というものＡ

３のカラー版が示されましたけれども、その図

面を60万9,000円かけて新たに作ったというこ

とですか。それをまず確認しておきます。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 国土利用計画の現況図の

作成業務委託につきましては、今、押切委員が

おっしゃったとおり、新たにこの計画のために

現況図を作成した経費ということになっており

ます。 

  以上でございます。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） そうですかと、ちょっ

とクエスチョンマークがつくのが私の考えなの

だけれども、結局、あの図面は、あのときも指

摘したのだけれども、当時、農林課長があのと

きにいなくて、ちょっと分かりませんという返

答があったのです。 

  要するに、新庄市の重要な土地利用計画現況

図だ。あの図面は現況図じゃないですよ。何を

言いたいかというと、前も言ったとおり、具体

的には今の市民スキー場、そこからずっとスー

パー農道、小泉を通って山屋通って、次はずっ

と舟形のほうまで行く。あのスーパー東部、ス

ーパー農道沿いの南北を挟んで、相当の幅で、

現況は山、林が、あの図面では畑なのです。そ

れを現況図と称して公に出しているわけです。

だから、あのとき指摘したのは「違うよ」と。

違う図面を公の図面として出していいのかとい

う指摘をしたことがあった。 

  でも、その後は何かあのときはうやむやにな

って、もう最終的な図面だということでもう決

めちゃったというかな、出してよこした。それ

が新庄市の計画図、現況図だと。 

  でも、あの図面は多分昭和の時代の図面なの。

例えば平成の初期の。だから、聞いたのは、こ

の60万9,000円かけて新しく作ったのですかと、

そこを聞きたかった。新しく作っていないと思

うよ。見直しもしていない。と思うのですけれ

ども、どうですか。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 ただいま押切委員からの

質問のあるやり取りについては、私もそういう

やり取りがあったことについては認識している

ところではありますけれども、この業務委託そ

のものがその現況図そのものを直さないで作っ

たのかどうかというふうな部分については、ち

ょっと確認しないと今段階では不明な点ありま

すので、そちらについては後ほど確認してお答

えしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） では、その件について

はちょっと確認をして、ちょっと教えていただ

きたいなと思います。 

  あと２番目、これも先ほどの佐藤文一委員の

質問にもあったので、ちょっとダブります。私

は私なりに質問させていただきたいなと思いま

す。 

  ページ92、２款１項７目、これも企画費のう

ちの、成果説明書のほうは11ページです。移住

交流推進事業の中で、地域おこし協力隊報酬が

81万8,000円。これが一つはめっぽう少ないな

という印象でした。この数字を見る限り。これ

がまず一つ。 

  先ほどの佐藤文一委員とのやり取りの中で、

協力隊本人が、今まで十何人かいる中で新庄以

外のゆかりのある人は残念ながら定住はされて

いないということでした。 
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  ただ、この成果の中で、最後ですよ。地域お

こし協力隊の活用と移住交流フェアや移住セミ

ナーへの積極的な参加で、移住希望者の傾向を

把握することができ、移住相談窓口として提供

する情報の精度を高めることができたと。 

  これは何か新庄以外の、こういう人口減少社

会において、交流人口も必要だし、やはり移住

をしてもらうのが一番ありがたいわけです。人

口減少歯止めをつくるには。一時の交流ではな

くて住んでもらうと。 

  そういった事業で、先ほどの課長は、残念な

がら地域おこし協力隊の方は定住されていない

と。でも、ここでは移住希望者の傾向を把握す

ることができたと。把握することができたとい

うことは何かそのポイント、その協力隊の人を

所管する課がつかんだと思うのですけれども、

この表現を見るには、理解するには。何かちょ

っと矛盾しているような。 

  だから、把握するまでできたのだから、そこ

をつかんで何か改善するとかお金をかけて何か

やるとかすれば、移住する人が来るというふう

にここに書いてある。そこの、どうでしょう、

解釈というか、この文章をどういうふうに解釈

すればいいですか。 

今田浩徳委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後２時５７分 休憩 

     午後３時０７分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、移住関係の押

切委員の質問にお答えいたします。 

  まず初めに、移住関係の地域おこし協力隊員

の報酬が81万8,000円ということで少ないので

はないかというふうな部分につきましては、先

ほども説明いたしましたが、昨年12月からの４

か月分というふうなことになりまして、それで

ほかに比べると少なくなっているというふうな

ことになります。 

  成果表の成果についてでありますけれども、

ここの部分につきましては、この移住コーディ

ネーターが様々な取組を行う中で、またうちの

総合政策課の職員の移住担当も一緒になって

様々なフェアでありますとか相談会等、参加す

る中で、成果として首都圏等のセミナーにおい

て、地方への移住の暮らしを求める方の傾向や

そういった望んでいることなどが把握できたと

いうふうなことで記載させていただいたという

ふうになっております。 

  一方で、先ほどの地域おこし協力隊11名のう

ち６名が定着していて残り５名は定着していな

いというふうな部分につきましては、協力隊員

としてこちらに来られて移住している方であり

ますので、その方で残られている方がそのゆか

りのある人しか残っていなくて、退任後はゆか

りのない方は帰られているというふうな現状が

あるということで、こちらは着任中に何かしら

のアクションを起こせば定住してもらえる可能

性はあるのかなというふうにも思いますけれど

も、そこが先ほども申し上げましたとおり、こ

れからの課題というふうにして捉えているとい

うことで御理解いただければというふうに思い

ます。 

  以上でございます。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） おっしゃることは分か

ります。だから、その傾向は把握できたとここ

に明確に書いているわけです。だから、そこを

つかんで、それが事実だという確信を持ってい

るのだろうから、そこをがっちりつかんでやは

り定住してくれるように、例えば相当お金かか

るものかもしれないし、例えば就職先だとか含
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めてがちっとつかんで、１人でも２人でも定住

できるようなこれからも努力をしていただきた

いなと思います。 

  では、次に行きます。ページ146ページです。

７款１項３目観光費のうち登山道案内標柱作成

業務委託料９万9,000円、約10万円とあります。 

  登山道の標柱、目印案内板でしょうから、例

えば東山町、陣峰ラインだとかいろいろあるか

もしれないけれども、私がぱっと思いついたの

は、やはり杢蔵山登山の登山道。 

  これは、私もある山岳会に入っているものだ

からたまに登るし、私の地元なのでいろいろな

人とあの辺で会うのだけれども、非常にすばら

しい山だと。山小屋もきれいだし、日本一きれ

いな山小屋と称されています。維持管理もある

団体が本当に労力をかけてきれいにしています。 

  ただ残念ながら、登山道、車道はいつも砂利

敷いてもらっていますが、登山道は非常に荒れ

ている。近年の大雨でやはり崩れたりして非常

に荒れているのです。それも、有志がチェーン

ソーを持っていったりして、倒木を撤去したり

整備はしているのだけれども、当然限界があり

ます。 

  目印の標柱、これも、何年前だ、五、六年、

六、七年前まではきれいな立派なものが立って

いたのです。それが木製なのです。だから、合

うのよ、自然の中に。こんな太いのだ。ちゃん

と彫刻で書いて、きれいだなと思っていたのだ

けれども、やはり年数たてば、木なものだから

腐ってしまう。そうすると今はぼろぼろの状態。

目印ではあるのだけれども、倒れているからど

っちに行けばいいんだみたいな。登山道もルー

トが別々にありますので。 

  そういったところを見ていただいて、せっか

くすばらしい、山形百名山の中にも入っている

ような山なので目を向けてもらって、そういっ

た標柱も、もしかしたらお金がかかるものかも

しれない。10万円でできないかもしれない。木

じゃなくて鉄というかプラスチックなど、あま

り腐るものではなくて、自然にマッチしないか

もしれないけれども、色はマッチできるような

色をつければもつので、ぜひやっていただきた

いなと思います。観光課長、どうですか。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 登山道の標柱案内板の件

と、それから登山道の整備の関係でございます

が、まず、今回、令和３年度で整備いたしまし

た標柱のほうは、八森の山頂とそれから北側の

分岐点のほうの案内板でございました。 

  随時、こちらのほうでも標柱板が傷んでいる

ものについて更新をかけておりますので、その

際よろしくお願いいたします。 

  あと、登山道の整備の関係でございますが、

決算書のほうにございますとおり、国定公園内

外の刈り払いの業務は委託しておりまして、各

登山団体のほうでもお願いしておるところでご

ざいます。 

  そこら辺も一緒に活用しながら、特に大雨の

ときはやはり登山道のほうが荒れるというのは

重々分かりますので、その辺も一緒にお願いで

きたらなあというふうに考えてございますので

よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） その辺、よろしくお願

いします。もう少しお金をかけると立派な登山

道ができるのではないかなと思って期待してお

ります。 

  あと、もう１点、最後にお願いします。132

ページ、６款１項１目農業委員会運営事業費、

成果説明書のほうが、ページ96です。 

  事業費としては316万9,000円というふうな数

字が載っています。その中で、農地関係事務処

理状況というのが業務としてあります。その中
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の①から⑧がありまして、その中の私が着目し

てきたのは、⑥の農地の地目変更登記に係る法

務局からの照会、これが12件。⑧として、非農

地証明願35件。これを足すと47件、単純に足す

と47件です。 

  次に、諸証明交付状況というのがあって、申

請に対して何ぼ交付したということですが、そ

れの④に非農地証明27件とあります。 

  先ほど言った事務処理状況で足すと47件と言

いましたけれども、証明が出たのが27件と。要

するに、申請に対して回答が27件というふうに

私は捉えたのです。そうすると、差引き20件は、

要するに非農地証明を出さない、出さなかった

と、結果的に出さなかったというふうに私は理

解したのですけれども、それでよろしいのでし

ょうか。それで、なぜですかということです。 

横山 浩農業委員会事務局長 委員長、横山 浩。 

今田浩徳委員長 農業委員会事務局長横山 浩さ

ん。 

横山 浩農業委員会事務局長 ただいま農地関係

事務処理状況と諸証明交付状況についての御質

問をいただきましたが、まず、農地関係事務処

理状況の件数でございますが、農地の地目変更

登記に係る照会ということで、こちらに関して

は、土地所有者の方が地目変更登記の申請に法

務局のほうに申請する場合、地目が農地で農業

委員会に照会が来ます。法務局のほうから照会

が来ます。 

  それで、担当委員による現地調査、それで、

転用の案件でございましたら県のほうへ報告し、

指示を仰ぐような形となっております。転用案

件でない場合は、担当委員と協議し、法務局へ

現況について報告します。県からの指示が来た

ら、農業委員会総会にて確認するという件数が

その照会の12件ということになっております。 

  また、非農地証明願、こちらは35件というこ

とで、こちらに関しましては、前年度に実施し

ました農地パトロール、遊休農地の利用状況、

利用意向調査の結果に基づきまして、再度現地

を確認し、非農地として判断することに対する

可否、意見を求めるものでございます。 

  諸証明交付状況、こちらに関する27件でござ

いますが、こちらは、非農地となってから相当

の年数が経過して、農業委員会が現況を農地と

しては認められないと判断した場合に、非農地

証明として交付するものとなっておりますので、

同じような表現になっておりますが、中身的に

はちょっと違うものとなっております。 

  以上でございます。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） なるほど。はい、分か

りました。単純に足し算して引き算したという

ことじゃないというのが分かりました。 

  特に⑥の法務局からの照会、これが12件とい

うのは少なくないなと。件数的に年々増えてい

ませんか。どうですか。 

横山 浩農業委員会事務局長 委員長、横山 浩。 

今田浩徳委員長 農業委員会事務局長横山 浩さ

ん。 

横山 浩農業委員会事務局長 こちらの件数に関

しましては、その年々で状況が違ってきている

と思います。 

  というのは、最近見られるのが、やはり住宅

を新築する、もしくは改築する場合に用地を広

げる。それでその底地を調べたら、昔の農地と

いうのが残っていたということで、この際地目

変更するということで法務局のほうに申請して、

結果、うちのほうに照会が来るというケースが

ございますので、本当に毎年必ず増えるという

ものではないので、何とも言えない状況でござ

います。 

  以上です。（「分かりました。終わります」の

声あり） 

今田浩徳委員長 ほかに質問ございませんか。 

  暫時休憩いたします。 
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     午後３時２１分 休憩 

     午後３時２２分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

散      会 

 

 

今田浩徳委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 本日質問する方がございません

ので、以上をもちまして、本日の審査を終了い

たします。 

  次の決算特別委員会は９月20日火曜日午前10

時より再開いたしますので、御参集願います。 

  本日はこれで散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 

     午後３時２３分 散会 
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決算特別委員会記録（第３号） 
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 １２番   奥  山  省  三  委員    １３番   下  山  准  一  委員 

 １４番   石  川  正  志  委員    １５番   小  嶋  冨  弥  委員 

 １６番   髙  橋  富 美 子  委員    １７番   佐  藤  卓  也  委員 

 １８番   小  野  周  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 
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兼福祉事務所長 伊 藤 リ カ  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 加 藤   功 

健 康 課 長 山 科 雅 寛  農 林 課 長 柏 倉 敏 彦 

商 工 観 光 課 長 小 関 紀 夫  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 矢 作 宏 幸  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 荒 田 明 子 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長 
兼教育総務課長 平 向 真 也 

学 校 教 育 課 長 杉 沼 一 史  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監 査 委 員 
事 務 局 長 津 藤 隆 浩 
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選挙管理委員会 
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会 
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主 任 小 松 真 子  主 事 秋 葉 佑 太 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第３８号令和３年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第３９号令和３年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第４０号令和３年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第４１号令和３年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第４２号令和３年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第４３号令和３年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

議案第４４号令和３年度新庄市下水道事業会計決算の認定について 
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開      議 

 

 

今田浩徳委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は17名です。 

  これより９月16日に引き続きまして決算特別

委員会を開きます。 

  初めに、審査に入る前に、９月16日にも申し

上げましたが、再度確認のため、本委員会の進

行に関して主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

を取りながら進めてまいります。質疑は答弁を

含め１人30分以内といたします。質問の際は、

決算に関する資料の名称、ページ数、款項目、

事業名などを具体的に示してから質問されるよ

うお願いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に、発言は全

て簡明にするものとして、議題外にわたり、ま

たはその範囲を超えてはならないと規定してお

りますので、これを遵守お願いいたします。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いいたします。 

  審査の前に、総合政策課長より発言の申出が

ありますので、これを許可いたします。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 おはようございます。 

  16日の決算委員会で、押切委員より御質問の

あった件について御説明申し上げます。 

  御質問の内容といたしましては、国土利用計

画の土地利用現況図作成業務委託料につきまし

て、現況図といいながら実際の現況と違うので

はないかという御質問でございました。 

  これについて確認しましたところ、土地利用

現況図につきましては、現況図といいながらも

実際の現況ではなく、新庄市農業振興地域整備

計画においてうたっております、農地活用や水

源確保などの観点から、守っていくべき土地と

しての計画図を掲載しているということでござ

います。 

  したがいまして、タイトルは現況図となって

おりますが、内容については現況ではなく計画

図を掲載しているということになりますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

 

 

議案第３８号令和３年度新庄市一

般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 

 

今田浩徳委員長 それでは、16日の審査に引き続

き、議案第38号令和３年度新庄市一般会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。 

  一般会計の歳出に関し、質疑ありませんか。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

今田浩徳委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） おはようございます。 

  ４点について質問いたします。 

  準備があるでしょうから、初めに、それぞれ

の款項目と事業費を申し上げます。決算書の87

ページ、２款１項１目一般管理費のうちの職員

研修費、成果説明書４ページであります。２つ

目は99ページになります。２款１項13目市民相

談事業費のうちの消費生活相談、これについて

お尋ねします。３点目は決算書の113ページに

なります。民生費のうちの３款１項５目老人福

祉費、高齢者健康いきいき活動事業費補助金、

これについてお尋ねいたします。最後は141ペ

ージ、農林水産事業費６款１項５目農地費のう

ち、多面的機能支払事業費２億9,647万円につ

いてお尋ねいたします。 

  それでは、初めに職員研修費についてお尋ね

いたします。成果説明書の４ページに研修の内
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訳ということで載っております。市民の要請が

多様化する中で、いかに職員研修の質を高めて、

市民に寄り添った行政運営をしていくかという

ことは非常に大切なことだと思います。そうい

う点で職員研修の充実が一層求められるわけで

ありますが、この成果表のうち、それぞれの階

層別研修、行政研修、派遣研修等があるわけで

すけれども、人事交流として３人が上がってい

ます。この人事交流は、どこにどういう交流を

しているんでしょうか。 

西田裕子総務課長 委員長、西田裕子。 

今田浩徳委員長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 成果表のうち、人事交流３人

の内容というような御質問でございます。こち

らにつきましては、まず最上広域市町村圏事務

組合への職員の派遣、それから後期高齢者広域

連合への派遣、それから株式会社電通への職員

研修の派遣といった内容でございます。 

  以上です。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

今田浩徳委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） ３人の派遣の内訳が分

かりました。広域にしても、後期高齢者にして

も、行政のそれぞれの新庄市としての役割の延

長であります。それでは、株式会社電通派遣に

ついては何年になるんでしょうか、派遣してか

ら。 

西田裕子総務課長 委員長、西田裕子。 

今田浩徳委員長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 令和４年度で12年目というこ

とになります。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

今田浩徳委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 14人になるわけですよ

ね。その研修をした職員というのは、終了した

者は13人ですよね。14人になるわけです。今の

職員数からすれば、すごい大きな固まりになっ

てくると思うんですが、10年以上も一民間企業

に派遣を続けているという、その理由は何でし

ょうか。 

西田裕子総務課長 委員長、西田裕子。 

今田浩徳委員長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 すみません、人数につきまし

て、令和４年度で12人目になりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  この12年、丸11年間、職員派遣しているわけ

ですけれども、やはりそうした自治体から株式

会社電通への派遣ということですけれども、

様々な広い視野を持った職員を育成すると、そ

うした意味での派遣ということでございますが、

やはり継続することで職員間の情報交換ですと

か、各課への職員の様々な能力をそこそこで波

及させていくというようなこともございますの

で、継続して行っているということでございま

す。 

  以上です。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

今田浩徳委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 多分これは市長の発想

が非常に大きいと思うんですが、一民間企業に、

日本一の広告代理店に10年以上も継続して派遣

しなければならない理由というのは、私はない

と思うんですよ。職員研修については、それぞ

れ個々に負担金もありますけれども、市町村職

員研修所、これは全国組織もあります。大学の

先生など一流の講師がたくさんあって、そうい

う中での研修、それから階層別については税務

研修とかいろいろありますけれども、広告代理

店に10年以上も継続して派遣するというのは、

私は異常ではないかと思うんですが、その点に

ついて、もし市長、お答えになれましたらお願

いします。 

西田裕子総務課長 委員長、西田裕子。 

今田浩徳委員長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 この電通での研修ですけれど

も、この一年間において様々なプロジェクトが
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組まれておりまして、非常に計画的に人材育成

を行っていると感じております。やはり特に外

に出て、外から新庄市を見るといったような視

点もございますし、それから広告代理店という

こともありますので、プロモーションスキルの

向上、それから様々な人と交流することでのコ

ミュニケーション力のアップですとか、人脈で

すとか、そういったところも醸成できると考え

ているところです。 

  以上です。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

今田浩徳委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 一流企業であるという

ことは認めます。しかし、民間企業としては優

秀かもしれませんが、我々行政のサイドから見

れば、例えば高橋まつりさんのあの不幸な出来

事のように、全く労働基準法違反を堂々とやっ

ていた会社です。それから、今新聞をにぎわし

ていることについてもそうです。オリンピック

関連事業に関するいろんな問題ですよね。そう

いう点では、この企業は研修と称して職員を勉

強に行かせる場所ではないのではないか、その

ように思いますが、いかがでしょうか。 

小松 孝副市長 委員長、小松 孝。 

今田浩徳委員長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 この電通の研修については10年

以上続けているというようなことであります。

この研修の市としての狙いということでありま

すけれども、民間の中で交渉力とかプレゼン力、

その総合力を研修に派遣することで磨いてもら

いたいというのが一番の狙いであります。 

  そして、継続している部分でありますが、実

際、研修に行った職員が２人とか３人というこ

とですと、どうしても従来の組織に埋没してし

まうという傾向がありますので、そこを10年以

上継続することで、その研修に行った人たちが

一つのグループとなって、若手また中堅の世代

を引っ張っていってもらいたいというのが我々

の狙いということであります。 

  そして、いずれその職員が40代、50代になっ

たときに、行政だけの視点ではなくて、いろい

ろな切り口を持って判断、企画してもらいたい

というような考えで研修を行っているところで

あります。 

  そして、実際の電通の研修でありますけれど

も、全国から集まった職員を統括する部署があ

りまして、その職員を健康状態も含めて全体を

把握する職員、そして部署がある中での研修と

なっておりますし、実際の研修でも、例えば県

の企画プロモーションに携わる実践的な研修も

ありますので、結果、新庄市へのその研修のメ

リットというのは非常に大きいものと考えてお

りますので、御理解いただければと思います。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

今田浩徳委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 冒頭にも申しましたよ

うに、一つの民間企業に10年以上も継続して職

員を派遣する、つまりお世話になっているんで

す。そういうことで、市がそれに対しての見返

りを求められるようなことはないんでしょうか。 

西田裕子総務課長 委員長、西田裕子。 

今田浩徳委員長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 八鍬委員が先ほどおっしゃっ

たように、以前時間外が多くて残念な結果にな

られた方の事件ですとか、それから最近も新聞

をにぎわす事件などございます。ただ、電通の

会社の内部もかなり混乱していると派遣した職

員からは聞いているところですが、研修とそう

したこととはまたやはり切り離して考えていき

たいと思っています。そうした意味で、やはり

今後も継続して行うことで、職員の今後のスキ

ルアップにつながるとは考えています。 

  以上です。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

今田浩徳委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） そういうことが、研修
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の結果というのは、職員の意識、それからアイ

デンティティーといいますか、このまちをどう

やって引っ張っていくかという、そういうとこ

ろにつながっていくと思うんです。そういう点

では、冒頭にも申し上げましたようにいろんな

難しい情勢がある中で、今新庄がしなければな

らないのは、市民に寄り添って、どうやってこ

の人口減少、少子化を食い止めながら町の発展

を願っていくかということだと思うんです。 

  そういう点では、私は、もう10年以上も続け

たんですから一旦区切って、立派な研修機関は

たくさんあるわけですから、そこに負担金も出

しているわけですから、そういうところに職員

を派遣すべきだと思っています。意見は食い違

っていますが、俺は電通に行ってきたぞという

ことを胸張って言えるでしょうか、今の状態で

は。ぜひやめていただきたい。返事は要らない

です。 

  引き続き、次のことに移ります。99ページ、

２款１項13目市民相談事業費236万482円、成果

説明書の48ページになります。いわゆるいろん

な市民相談は、いろんな広い範囲であるわけで

すけれども、その中で成果表の48ページですね。

消費生活相談、今のネットの普及やそれから通

販など、たくさん消費生活に関わることの問題

が多いと思うんですが、これは単なる市民から

相談を受けるということだけではなくして、消

費生活行政として受け止めて対応していくべき

ではないかと思います。そういう点で、130件

の消費生活相談があったということですが、実

態はもっと多いのではないかと思います。 

  そこで、提案であります。消費生活相談は行

政としての対応として、県または消費者庁と結

びついていくわけでありますから、今後この課

題は増えていく課題であると思います。そうい

う点で、消費者行政として消費生活センターと

いうようなそういう組織的な位置づけをきっち

りとすべきではないか、そういう段階になって

いるのではないかと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

伊藤幸枝市民課長 委員長、伊藤幸枝。 

今田浩徳委員長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 新庄市の消費者行政というこ

とでの御質問ですが、国では消費者安全法に基

づきまして消費生活センターの設置をうたって

おります。都道府県は消費生活センターを設置

し、消費生活相談員を従事させなければならな

い、また市町村は努めなければならないという

ことで、努力義務になっております。ただし新

庄市の場合は、平成24年３月から消費生活セン

ターの設置を告示しておりまして、現在、国家

資格を持った消費生活相談員が様々な相談に対

応をしているところです。 

  以上です。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

今田浩徳委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 条例上の組織づけにつ

いてはいかがなっているでしょうか。 

伊藤幸枝市民課長 委員長、伊藤幸枝。 

今田浩徳委員長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 条例化につきましては、平成

27年あたりに一度、総務課を中心に協議をした

経過がございますが、やはり専門職を確保でき

るかどうか、そういったところもございまして

条例化には至っていない。ただ現状としては国

家資格を持った有資格者が対応しておりますの

で、現状でも十分対応できているのかなと感じ

ております。 

  以上です。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

今田浩徳委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） ぜひ、消費生活センタ

ーとしての位置づけをした上で、今後の消費生

活相談行政を進めていっていただきたいと要望

申し上げます。 

  続いて、高齢社会の問題についてお尋ねしま
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す。113ページ民生費３款１項５目老人福祉費

のうち高齢者健康いきいき活動事業費補助金

103万5,000円、これのうち地域ふれあいサロン、

この活動状況についてはいかがなっているでし

ょうか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 今御質問

の高齢者健康いきいき活動支援事業費補助金に

ついては、老人クラブの連合会に対する補助金

でして、委員お尋ねの地域のいきいきサロンに

ついては介護保険のほうの事業になっておりま

す。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

今田浩徳委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 介護保険のほうの事業

になっているということで、ここでは質問でき

ないわけですね、そうすると。私が言いたいの

は、今介護保険事業は一般会計からの繰り出し

は５億円を超えていますよね。５億円を超えて

いるんです。そういう状況の中で、一方、独り

暮らし老人世帯が1,600を超えています。老夫

婦２人だけの世帯が1,500ありますから、高齢

者のある意味では不安な世帯だけで、ひきこも

りとか、3,000世帯を超しているわけですね。 

  当然、それは介護保険事業だけに任せるので

はなくて、一般会計からの繰り出しを少なくす

るためにも、例えば５億円の１％であれば500

万です。一般会計としてそういう健康に対する

取組をして、介護保険に負担が大きくなるよう

な、そういうことを少しでも減らしていくべき

ではないかということでの質問をするわけです。

その辺についてはいかがでしょうか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２４分 休憩 

     午前１０時２５分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 今、八鍬

委員がお尋ねになりました介護保険の繰出金と

いうことになりますけれども、介護予防という

形になるとは思うんですが、今委員のほうから

質問がありました高齢者健康いきいき活動支援

事業、またその上にあります老人クラブ活動助

成事業費補助金、こちらのほうがどちらも老人

クラブに対する補助金になりますが、老人クラ

ブではそれぞれのクラブごとに様々な活動を行

っていまして、また連合会としても、例えば生

きがい対策ということで健康づくり、介護予防

支援事業なども行っております。 

  具体的にはグラウンドゴルフの大会などを開

いて、単位クラブごとにグラウンドゴルフの練

習を行ったり、また輪投げなどの活動を行った

りというようなことを通して、健康づくりを行

っています。そういった活動に市として助成す

ることで、介護予防にもつながっていくと考え

ております。 

  以上です。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

今田浩徳委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 老人クラブの役員をな

さっている方もたくさんおりますけれども、会

員そのものが減ってくる、そして全体が高齢化

して、その運営がかなり大変になってきている

んです。ですから、老人クラブにだけ任せるん

ではなくて、もっと市として主体的に市民の健

康づくり、元気な高齢者に地域で働いてもらっ

て地域そのものを活性化していくということが、

一般会計としてぜひ今後強力に進めていただき
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たいということを要望しておきます。 

  最後に141ページ、農林水産事業費６款１項

５目農地費のうち多面的機能支払事業費、これ

は金額が大きいです、２億9,647万5,180円。金

額が大きいといっても、この事業が始まってか

らは非常に地域の環境面、それから地域の農業

者だけでなくて、住んでいる市民も巻き込んで

地域をよくしていく、きれいにしていく。今の

新庄のきれいな田園風景をつくっているのは、

この事業によるところが多いんではないかと評

価をしております。しかし、成果説明書の109

ページにありますが、38団体ほどありますが、

この数はどう変化してきているでしょうか。 

柏倉敏彦農林課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 多面的機能支払制度について

の御質問をいただきました。こちら現在第３期

目の活動に入っているわけですけれども、第１

期の農地・水のときは34組織ございました。そ

れで、現在のところ、今まで一緒に活動してい

た組織が分割されたり、なくなっている組織と

いうのもございます。それで現在35組織になっ

ているわけですけれども、現在活動している組

織の中で、これまで第１期のときに活動してい

なかった組織というのが１組織あります。それ

から、分割された組織、これが一つのまとまり

になったものが２つに分かれたということ、そ

れからなくなったところがもう一つございます。

そのようなところの状況で、現在は35組織がこ

の多面的機能の活動をしているということでご

ざいますので、御理解くださいますようよろし

くお願いします。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

今田浩徳委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） それぞれ地域で頑張っ

てやっているわけです。この事業は先ほども申

しましたように、単に農地を守っていくという

だけではなくて、この地域をよくしていこうと

いう、そういう意識を持った人たちの集まりで

ありますので、その効果というのは非常に大き

いと思います。これは一般財源が４分の１で済

む事業であります。国２分の１、県４分の１、

市４分の１ですから、効果的に運用していけば、

本当に地域を変えていけるというふうな事業で

あります。 

  そこで、２点ほどお尋ねします。それぞれの

保全会でまず悩んでいるのが、いわゆる最後は

霞が関に提出でありますから、書類はフロッピ

ーで出してくださいとか、それから当然仕事を

するわけですから、写真添付は当たり前なんで

すが、その事務の煩雑さで事務局を担える人は

いないと。例えばＪＡのＯＢとかという人であ

ればある程度はできるんですが、なかなかそう

いう人材も少なくて、事務局を担える人がいな

くて大変苦労しているということと、あと提出

書類が非常に煩雑であるということなんですが、

これらのことは県を通して本省のほうに届いて

いるんでしょうか。そういう悩みをしょっちゅ

う聞きます。 

柏倉敏彦農林課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 こちらにつきましては、第１

期のときからいろいろ紆余曲折がありまして、

昔から比べれば大分簡略化されてきているのか

なと感じております。ただし委員おっしゃるよ

うになかなか事務局を担える人がいなくなって

いるということもございまして、その事務局を

担えないために活動をやめざるを得ないという

組織も出てきているやに聞いております。 

  そこで、改良区、あるいは土地改良連合会な

どと協力しまして、その事務局を担っていただ

けないかという御相談もその組織を通じて現在

やっているところでございますし、また単独の

組織だけではなくて、まとまった広域化した組

織でその事務局をどこかの第三者機関に委託を

してやっていただくという方法も、現在ちょっ
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と考えられるのかなと検討しているというとこ

ろでございますので、御理解のほどよろしくお

願いします。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

今田浩徳委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 最後の質問になります。

この事業がもう始まって10年以上になるわけで

すから、近い将来、終わるんではないかという

そういう心配もありますが、その辺の情報につ

いて、簡単に一言で御返事いただきたいと思い

ます。 

柏倉敏彦農林課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 現在聞いておりますのは、第

４期も続くというようなことでお聞きしており

ます。 

  以上です。（「終わります」の声あり） 

今田浩徳委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算の85ページの１款

と２款の職員給与についてお聞きします。成果

のほうを見ますと、３、４ページを見ますと定

員管理計画というのがあります。この定員につ

いてなんですが、類似団体、新庄市と同じよう

な人口規模などを持っている自治体との比較で

新庄市の定員はどう見ておられるのか、お聞き

します。 

西田裕子総務課長 委員長、西田裕子。 

今田浩徳委員長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 定員管理についての御質問で

ございますけれども、類似団体と比較しては若

干少ないほうかなというような認識はございま

すけれども、この定員管理計画に従って行って

いるところでございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 新庄市と同じような状

況の類似団体の比較カードというのがあります。

2019年度の財政状況類似団体比較カードという

のがあります。それで、人口1,000人当たりの

職員数を見ますと、新庄市は人口1,000人当た

り6.76人、類似団体をわっと見ますと10.18人

です。人口３万4,000人ということで、34倍で

比較してみますと、新庄市の職員数はどのぐら

い少ないと見ていますか。 

西田裕子総務課長 委員長、西田裕子。 

今田浩徳委員長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 職員数ということでございま

すけれども、今後、定年延長というような制度

もございますので、職員の採用というところも

考えながら、適時検討してまいりたいと思って

います。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今後の計画を見ると、

少なくしていく傾向があります。でも、先ほど

の類似団体との比較カードで見ますと、新庄市

は人口３万4,000人の人口で類似団体より116人

も少ないんです。そして、事務事業数はどうか

という点で見ますと、これは前の議会で述べて

きていますが、2020年度までの10年間で事務事

業数は職員１人当たり1.24倍にも増えています。

これについてどう思いますか。 

西田裕子総務課長 委員長、西田裕子。 

今田浩徳委員長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 事務事業数については、やは

り事務事業評価の中でスクラップ・アンド・ビ

ルドというような考え方を基に行っているとこ

ろではございますが、やはり事業数、様々な市

民からの要望ですとか、様々な事務の複雑化、

そういったところもございますので、なかなか

スクラップというのは難しいのかなとは考えて

いるところでございます。そうしたところで、
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事務事業数のほうも多くなっていくというよう

なことは、なかなか否定できないというところ

はあると思っております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 仕事は１人当たり1.24

倍、職員数は全国と比べて116人も少ない。こ

れは、こなし切れない仕事になっているという

ことではないですか。 

小松 孝副市長 委員長、小松 孝。 

今田浩徳委員長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 定員管理と類似団体の比較カー

ドのお話の部分でございますけれども、確かに

類似団体の比較では、新庄市は効率的な仕事を

こなしているということで、人数は少ないほう

の部類に入っております。ただ、県内の類似団

体の比較では、新庄市よりも少ない団体でやっ

ているところも複数あるというのも実態であり

ますので、これまで職員数、行革の中で減らし

てきたところではありますけれども、なかなか

これ以上少なくするというのも難しいと考えて

おりますので、その全体を勘案した中で定員管

理を進めていきたいと考えているところであり

ます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市民はいろいろ経済的

に厳しい方が増えております。そういうことか

ら、市職員に対する市民の声というのは物すご

く厳しいです。そういう市民に丁寧に対応する

ことを考えますと、長時間になったり、あるい

は体を壊して精神疾患になってしまうとか、退

職に追い込まれるとか、そういう方が多くなっ

ているんではないですか。どうですか。 

西田裕子総務課長 委員長、西田裕子。 

今田浩徳委員長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 市民の方への丁寧な対応とい

うことでございます。こちらはやはり基本であ

ると考えています。ですので、一人の職員に偏

らないように、課全体での対応であるとか、も

しくはチームを組んで他課を巻き込んでの業務

の遂行であるとか、そういったところも検討し

ながら大きな事業などは行っていきたいと思っ

ておりますので、今後はそうした対応について

は行っていきたいと思います。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市の職員の仕事は、や

はり集団で検討してよりいい方向にやるという

のがほとんどだと思います。しかし、評価を見

ますと、課長から一人一人にあなたの仕事の目

標はどうだとか、一人一人に厳しい評価がされ

なければならない。課長は市長や副市長からで

しょうけれども、一人一人に責任を負わせられ

ている。そういう中で仕事の量は非常に多い。

これでは精神疾患になる方が増えるのは当然で

はないでしょうか。 

  そういうことになったら、税金の無駄遣いで

す、仕事ができなくなる職員が増えたり、辞め

たりということになったら。そうではなく、や

はり安定して頑張れる、そしてみんなで力を合

わせてやれる、そういう市役所にするためには、

私はやはり職員を大幅に増やす必要があると思

うんですが、減らすという計画ばかりあるんで

すけれども、大幅に増やす必要がないのか、ど

う考えますか。 

西田裕子総務課長 委員長、西田裕子。 

今田浩徳委員長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 現在の定員管理計画につきま

しては、令和２年度末に行った定員管理計画で

ございまして、これから実施される定年延長の

人数が反映されていない状況にあります。今年

度、その定員管理計画については見直しをする

予定でございますので、そういったところを加
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味し、定員については検討してまいります。 

  以上です。 

小松 孝副市長 委員長、小松 孝。 

今田浩徳委員長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 定員の部分でございますけれど

も、確かにここ10年来、15年来減ってきたとい

うのも事実ではありますけれども、どの部分が

減少してきたかということですが、一般事務に

ついてはほぼほぼ減少していないというのが実

態でもあります。そして、具体的に減少してい

る部分というところが、現業職の部分の不採用

ということを継続して取り組んできた部分と、

あと保育士、子供の減少によって保育士の数、

あと民間委託で移管した部分で保育士が減少し

ている。あと、そのほか指定管理者制度の活用

の中での減少ということですので、御理解いた

だければと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そのとおりだと、そう

やって減らしてきたんだということは分かりま

した。しかし、そうやって民間委託などにした

とか、職員の臨時採用だったり、いろいろやっ

てきましたが、それらを見ると、労働者の低賃

金につながり、不安定雇用を増やし、結果、若

者の結婚に対する展望が持てないような経済状

況、人口減少、これを新庄市の仕事の中で自ら

加速させてきたんではないかなと思うんです。 

  そういう意味では、正採用を増やし、最低賃

金の大幅引上げなども考えて、安定して市の仕

事を若い方々が担っていただけるように考え直

す必要があると思いますが、正採用を増やす、

最低賃金の引上げ、こういったことはどう考え

ていますか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４４分 休憩 

     午前１０時４５分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  佐藤委員に申し上げます。最低賃金に関して

は決算項目ではありませんので、そこは留意を

お願いします。 

西田裕子総務課長 委員長、西田裕子。 

今田浩徳委員長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 職員の採用につきましては、

先ほど副市長も申し上げましたが、決して減少

させるといったところではなく、そのときにそ

の年代に応じた定員計画を立てながら対応して

まいりたいと思っております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいまの職員給与の

ことに関わってなんですが、水道庁舎での職員

に対する当番制の清掃というのがあります。こ

れは時間外労働として賃金を払うべきではない

ですか。 

今田浩徳委員長 佐藤委員に申し上げます。質問

の際は、ページ数、款項目、事業名などを具体

的に示してお願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） もう一回言います。先

ほど言ったように、決算85ページの１款、２款

の職員給与に関してです。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午前１０時４６分 休憩 

     午前１０時４７分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開します。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 水道庁舎と言われる第

二庁舎の清掃というのは、水道のほうで出して
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いる職員の給与に関わることですか。私は、水

道だけではなく総務に関わる環境課も入ってい

るし、都市整備課も入っているし、職員が入っ

ています。そういう意味で、都市整備課や環境

課の職員も入った職員給与について聞いていま

す。どうですか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４８分 休憩 

     午前１０時４９分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

西田裕子総務課長 委員長、西田裕子。 

今田浩徳委員長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 ただいま御質問にありました

水道庁舎と職員の清掃業務についてということ

でございますけれども、庁舎の清掃につきまし

ては職員が自主的に行っているものでして、業

務というものではないと認識しております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 自主的にと課長はそう

いうふうに考えておられるということですが、

労働基準監督署に言わせますと、当番制の清掃、

これは使用者がその強制の事実を知りながら、

強制です、当番制ですから、強制の事実を知り

ながら容認しているケースは労働時間と言える

と、会社があるいは上司が命令しているのと同

じ効果だと、労働基準監督署は言っています。

時間外労働として賃金を払うべき対象だと労働

基準監督署は言っていますが、どうですか。 

西田裕子総務課長 委員長、西田裕子。 

今田浩徳委員長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 強制ではないと考えておりま

す。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） それでは、しなくてい

いということなんですね。仕事としてはしなく

ていいと。では、しなくていいと言うべきです

よ。しなくていいと言っていいんです、言うべ

きなんですよ。言わなければ、当番制…… 

今田浩徳委員長 佐藤委員に申し上げます。ただ

いまの審査は令和３年度の決算の歳出の認定で

ありますので、議題の範囲を超えていますので、

御注意のほどよろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） これは、議題外でしょ

うか。職員の給与に払うべきものなのかどうか

という職員給与に関わる問題でないんですか。

払うべきでないかと私が言っているんです。こ

れは労働基準監督署も当番制というのは強制な

んだと見ているんです。強制でない場合はやめ

ろと言わなければいけないんです…… 

今田浩徳委員長 佐藤委員に申し上げます。何度

も申し上げますが、ただいまは令和３年度の決

算の歳出の認定でありますので、議題の範囲を

超えています。注意をよろしくお願いしたいと

思います。内容の検討をもう一度お願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 仕方ないので、労働基

準監督署に総務課長として聞いていただいて、

検討をしていただくように要望したいと思いま

す。 

  次に、決算の169ページの10の２の１で、学

校管理費で備品購入費というのがあります。こ

れは171ページにもあります。教育振興費にも

ありますし、ここでエアコンのことについて関

わりがないかどうかお聞きしたいんです。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 委員長、平向

真也。 

今田浩徳委員長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 
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平向真也教育次長兼教育総務課長 エアコンにつ

きましては、備品ではなくて工事として行って

ございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今お答えいただきまし

たことで、工事なんでしょうけれども、そうい

う工事はこの令和３年度はありませんでしたか。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 委員長、平向

真也。 

今田浩徳委員長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 エアコンの工

事につきましては、旧明倫学区の学校から除去

しまして保存しておりますエアコンの移設工事

という形で行ってございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今やっぱり温暖化で、

熱中症が大変心配されるぐらい暑くなってきて

おります。そこで、普通教室・特別支援教室の

エアコンの設置不足は令和３年度なかったかお

聞きします。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 委員長、平向

真也。 

今田浩徳委員長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 エアコンにつ

きましては、やはり温暖化によりましてかなり

気温の高い日が続いているということで、細心

の注意を払いまして運用マニュアルに従いまし

て運用しているところでございます。設置につ

きましても計画的に、先ほど申し上げましたよ

うに旧明倫学区の校舎のほうから除去したもの

がまだございますので、計画的に設置している

ところでございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 令和３年度において、

普通教室・特別支援教室での設置不足はなかっ

たと言えますか。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 委員長、平向

真也。 

今田浩徳委員長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 予算要求の時

期が11月でございまして、最終的に１月に予算

が固まるわけでございます。その後、特別支援

教室という形で２月、３月に発生した教室につ

いては、簡易型のエアコンによりまして備品の

ほうで対応したというケースがございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ということで、令和３

年度については、教室・特別支援教室でのエア

コン設置不足は万全だったと言えるということ

なんですね。 

  令和３年度の最後に、今年度の教室の数とか

が決まるというふうに分かるわけです。そうい

う意味では、今年度、本合海小において、具体

的に言いますが、普通教室、あるいは特別支援

教室が増えたらしいんですが、エアコンがなく

て大変苦しかったという話を聞きましたが、そ

こまで令和３年度で見通すことはできなかった

んでしょうか。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 委員長、平向

真也。 

今田浩徳委員長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 先ほど申し上

げましたように、やはり予算要求の時期がござ

いますので、計画的に設置しているところでご

ざいますが、急遽必要になった場合、簡易型の
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ものですとか、やはり高気温の中で授業という

ことは行えませんので、随時対応しているとこ

ろではございますが、本合海小につきましては、

そういった形での私どもへの要望というのはな

かったということでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そうですか。残念なが

ら要望がなかったということは、大変残念なこ

とだと思います。落としてしまったんだろうな

と思います。そういう意味では、学校の先生方

は全体的に新庄市の財政が厳しいだろうなとい

うことで遠慮してしまうことがあるのかもしれ

ません。そういうことがないように、要望は出

していいよと、エアコンについては設置できる

からと学校に言っていただいて、まず一番勉強

しなければならない普通教室・特別支援教室、

ここは完全に設置するという立場に立っていた

だけるかどうか、お願いします。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 委員長、平向

真也。 

今田浩徳委員長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 やはり普通教

室については全ての教室に既に設置済みではご

ざいますが、その後、普通教室、新たに発生す

る教室もございますので、特別支援級数も含め

て、学校と連絡を密に取りながら、当然そうい

った対応をしてまいりたいと考えてございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ありがとうございます。 

  次に決算の115ページ、３の２の中３まで医

療費無料化9,132万円というのがあります。こ

れと決算３の２の１、あるいは決算３の２の２

で福祉医療給付というので、子育て支援医療給

付事業110万円、未熟児養育医療給付とか、ひ

とり親家庭等医療給付とかありますが、中３ま

での医療費無料化で、これで全部賄っているの

ではないのか。このダブっていることはどう考

えたらいいのか、お願いします。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

ま３点ほど挙げられております、子育て支援医

療、それから未熟児養育医療、ひとり親家庭等

医療、その３点につきましてダブっているので

はないかということの御指摘をいただきました。

こちらのまず子育て支援医療につきましては、

ゼロ歳から15歳までの児童に対して医療証を交

付しているということで対応させていただいて

おりまして、基本的に15歳までということで、

その利用者につきましても多いところでござい

ます。 

  次に、未熟児でありますけれども、こちらの

ほう出生時におきまして2,000グラム以下の子

供に対して医療費が過分にかかるという部分に

対しましての助成ということで、出生から１年

間の間の限定された期間となります。 

  また、ひとり親家庭支援医療につきましては、

18歳までの独り親に対しての支援ということに

なりますので、この部分につきましてはゼロ歳

から18歳ですから、先ほど言った子育て支援医

療、15歳までからの３年間、高校生までの間の

部分がフォローされているということになりま

すので、それぞれの年代に応じて、またその必

要性に応じて最適な医療制度を選択できるよう

になっておりますので、重複しているという認

識はございません。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 独り親家庭の場合は18

歳までの医療支援が受けられるということで、
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大変ありがたい内容だなと思います。そういう

意味では、新庄市でも中３まで今まで頑張って

いただきましたが、さらに高校生も含めた18歳

まで医療支援をすべきと考えるんですが、総合

するためには、どのぐらいのお金が必要となる

のか、分かりましたら教えていただきたいなと

思います。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 現在の

子育て支援医療につきましては、15歳までとい

うことの制度になっております。今年の６月定

例会におきまして、市長答弁におきまして既に

制度設計をしているということで、18歳まで支

援できないかということにつきまして、ただい

ま鋭意検討させていただいているところでござ

いますが、こちらの所要額としては、３年間の

延長によって約2,000万円という試算をしてい

るところでございます。こちら今後行政評価に

よる検証を経て、新規事業として予算化に向け

て努力をしてまいりたいと思います。 

  また、広報等、周知期間も含めまして、最低

３か月を要するという整理をしておりますので、

この実施時期につきましても、これから検討さ

せていただいているところでございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変ありがたいお言葉

をいただいたなと思っています。私ごとですが、

高校生になった子供が虫歯３本ということで、

びっくりしました。それで３割負担ですから、

やはり高校生になったからといって油断できな

い。高校生がかかるということを感じました。

以上でした。ぜひお願いいたします。 

  次に、わらすこ広場についてなんですが、こ

れはページ、決算115、３の２の１です。わら

すこ広場の予算のことですが、令和３年度の１

日当たりの平均利用人数は50人ぐらいと見まし

た。１時間当たりの利用はどのぐらいかなと計

算してみると６人ぐらい。面積が大きいので、

これで１人当たり192平方メートルかというふ

うに見て、かなりゆったりと広く使っていまし

た。この面積がもったいないと思います。もっ

と活用していただけるよう、ゆめりあにいただ

けるようにできないのかという市民の声でした。 

  なぜかというと、お正月、お盆の里帰りの帰

省で、家に子供が籠もっているというのは大変

な苦痛だそうで、そういう意味でわらすこ広場

にと行こうと思ったら断られ、行く場所もなく、

ゆめりあに行きますと大変なにぎわいというか、

コロナの感染しそうなぐらいすごい状況ですが、

それと比べたときに、わらすこ広場はもっと活

用させてもらいたいなというのが市民の声でし

た。例えば、抗原検査キットで陰性証明があれ

ばオーケーとか、そういうやり方でもっと活用

できるような方法を考えていただけないでしょ

うか、どうですか。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

まの質問につきましては、わらすこ広場におけ

ます利用方法につきまして御指摘をいただいた

ところでございます。こちらのほう、あらかじ

めお伺いしたところによりますと、利用制限を

されている期間中におきまして利用されたとい

う県外の利用者の方の状況のようでございまし

た。委員おっしゃるように、令和３年度の利用

実績としては１万2,883人、開館日数で割り返

しますと１日平均50人の利用者がいらっしゃる

状況にございます。 

  委員御指摘の中の利用制限につきまして、ま
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だ分かりにくいところがあったのですけれども、

見直しをさせていただく中で、また陰性証明を

もって利用制限を拡大するという取扱いにつき

ましては、まだまだコロナ制限が続いている中

におきまして、特にゼロ・２歳児、ゼロ・１歳

児の利用者につきましてはマスクを着用してい

ないという部分もございますので、これまで同

様、感染対策には十分注意を払う必要があると

思います。また、ほかの施設の動向、また国・

県のコロナ対策の状況を考慮しながら、利用制

限の緩和につきましては、いましばらく時間が

必要ではないかと考えております。 

  また、ゆめりあのようにわらすこ広場を活性

化できないかということにつきまして御指摘を

いただいているところでありますが、前職にお

きまして、ゆめりあ鉄道ギャラリー、大変にぎ

わうような仕組みをつくらせていただきました。

そのような形と同じような扱いはできないよう

な状況だと思っております。あくまでも、ゆめ

りあ鉄道ギャラリーにつきましては、鉄道おも

ちゃであったり、歴史、鉄道文化などを中心に

動くものに興味を持つ子供たちの捉え方がござ

います。 

  わらすこ広場につきましては、地域子育て支

援センターの機能を十分に今生かして活用して

いるところで、相談機能に重きを置いた取扱い

をしているところでございます。子育て支援に

おきまして、相談機能を重視していくというこ

とが大事な部分ではないかと思っておりますが、

今後の利用拡大につきましては、委員おっしゃ

るように利用者拡大に向けて取組をさせていた

だきたいと思いますので、今後とも御支援のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

  以上です。 

今田浩徳委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時０５分 休憩 

     午前１１時１５分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  次に、質問の方。 

３ 番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

今田浩徳委員長 新田道尋委員。 

３ 番（新田道尋委員） それでは、私から質問

申し上げます。 

  まず、最初に89ページ、２款１項６目の財産

管理費の中の、単純な質問ですけれども、次の

次、91ページに保険料ということで記載されて

います。成果書の21ページに載っていますけれ

ども、決算書と成果書の数字が合わないので、

ちょっと説明をお願いしたいということです。

保険料の金額が合わないということです。単純

な質問です。それから、97ページ、２款１項11

目の市民生活対策事業費、その中の主に空き家

に関すること、成果書はページの23です。次に、

115ページのさっき質問があった３款２項１目、

わらすこ広場の件、その次は127ページ、４款

１項４目の健康増進費ということで順に質問申

し上げます。 

  まず、最初に89ページの保険料、この数字と

成果書の数字がちょっと合わないんですけれど

も、どういうふうになっているのか。成果書で

は、建物の共済が173万4,020円、それから自動

車共済が273万円5,408円と、それから道路賠責

が41万7,470円と、こういうふうになっていま

すけれども、決算書の数字とどういうふうにそ

れは整合性取っていくんですか。 

荒澤精也財政課長 委員長、荒澤精也。 

今田浩徳委員長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 決算書89ページの保険料、

215万1,490円の内訳でございますけれども、建

物総合損害共済保険としまして173万4,020円と

いうことでございます。また、道路賠償責任保

険で41万7,470円ということで、足しこみます

と215万1,490円というようなことでございます。
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あと、決算書91ページの車両管理事業費の保険

料282万1,028円ということでございますけれど

も、これに関しましては、自動車損害共済保険

が273万5,408円、それから自賠責の保険料８万

5,620円ということで、足しこみますと282万

1,028円というようなことでございます。 

  以上でございます。 

３ 番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

今田浩徳委員長 新田道尋委員。 

３ 番（新田道尋委員） 了解しました。 

  それでは次、97ページ、２款１項11目の市民

生活対策事業費の中の空き家に関する件ですけ

れども、成果書の23ページでありますが、空き

家に対する事業の成果が書かれていますけれど

も、今現在押さえている新庄市内の空き家の数

字をまず第一に教えてください。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 現在押さえておる空き家の把

握件数ですけれども、令和３年度で560件とい

うふうに押さえてございます。 

  以上です。 

３ 番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

今田浩徳委員長 新田道尋委員。 

３ 番（新田道尋委員） この空き家は、年々増

加の一途をたどっているわけですけれども、ま

た今年度も、令和３年度も予算でもまた増えて

くるということは間違いないと思っています。

それで、これの対策はもう少し確実に丁寧にや

っていかないと、空き家の隣に住んだ人が非常

に心配が多くて、問題が大きくなってきます。

それで、これをどういうふうに新庄市は対策と

してやっていくかということは、非常に大きな

問題となるんではないかと思います。 

  ただ、まちの中あちこち歩きますと、ただ解

体しただけで網をかけて飛ばないようにしてい

るなんていうところもあちこち見られます。こ

れは市が対応した物件ではないかと私は見てい

ますけれども、今後この利用とか使用とかいろ

んな難しいことがいっぱいあると思うんですが、

基本的にはどういうふうな方向づけしていくか

ということを、お伺いしたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 新庄市の空家対策計画と

いうことで、所管しております都市整備課のほ

うから答えさせていただきたいと思います。 

  ただいま答弁していただいたような応急措置

という対応の方針については、環境課のほうで

対応しているところでございますが、今後も増

えていくであろう空き家の対策につきまして、

新庄市としましても空家対策計画という内容の

計画を策定いたしまして、空き家をつくらない、

適正に管理をしてもらう、また危険な空き家に

ついては応急的な措置を行うという三本立ての

対策を講じていくということで考えているとこ

ろでございます。 

  近年、空き家が発生するような状況も増えて

きているところでありますが、解体される件数

もそれ相当に増えているところも事実でござい

ます。新庄市としましては、これまで固定資産

税の納付通知の中に空き家の対策についてのチ

ラシを同封させていただくなど対応をさせてい

ただいているところでございますが、今年度、

この対応をしたところ、空き家に関係する相談

会へ予約をしていただいて相談に来ていただく

という方も、かなりの数の方からおいでいただ

いているところでございます。 

  このようなことも含めて、今後空き家に対し

ての意識づけをしていきながら、空き家を増や

さないための方策、現在住まわれている状況の

中でも、今後の家屋の持ち方、またその処理の

仕方などについても意識づけをしながら進めて

いければと思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思っております。 

  以上です。 
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３ 番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

今田浩徳委員長 新田道尋委員。 

３ 番（新田道尋委員） ここに載っている金額

280万2,828円というのは処理料ですか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時２５分 休憩 

     午前１１時２６分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 決算書、修繕料は、こちらは

市内防犯カメラの修繕料及び危険空き家の応急

処置修繕を合わせた金額でありまして、うち空

き家の応急修繕は88万3,328円となっておりま

す。 

  以上です。 

３ 番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

今田浩徳委員長 新田道尋委員。 

３ 番（新田道尋委員） 空き家に関しては88万

3,000円という金額だということなんですが、

これは先ほどお伺いしたとおり、560棟も空き

家があるということから考えれば、これを放置

しておくというふうにはいかない。だんだん年

数を重ねることによって危険な状態が増してい

くわけですから、放置しておくわけには市とし

てもできないと思うんですよ。 

  それで、代執行の形でやらざるを得ないもの

がどんどん増えてくるという状況を考えたとき

に、当初から初期の段階で何らかの方法で手当

てしていく、所有者とよく協議をしながらいい

方向に持っていくということをやっていかない

と、専門的な分野を設けて、これを処理してい

かないと大変なことになるんですよ。隣に住ん

でいて大変危険性をひしひしと感じているわけ

ですから、空き家の隣なんかに住んでいたら大

変なんです、いつ飛んでくるか分からないとい

う状態になるわけですからね。もう少しちゃん

とした市としての対応を検討していくべきだと

私は思います。 

  次に移ります。先ほど質問ありました115ペ

ージのわらすこ広場なんですが、成果表の中に

は、先ほど質問の中でやり取りがあったんです

けれども、非常にコロナに関して利用者が少な

いというようなことをまず言っているわけです

けれども、コロナにかかわらずこの過去ずっと

こう歴史を拾ってくると、利用者がかなり減っ

ているというふうになってくるはずなんです。

コロナがあってもなくてもですね。これが収ま

って、令和４年度はどういうふうになるか。恐

らく数字的には下がってくるはずなんです。 

  もともとあのわらすこは、商店街の活性化に

寄与するんだということで、あの位置を求めて

入っていって、この決算にあるとおり、毎年二

千四、五百万円の経費を突っ込んでいるわけで

す。使用料に対しては約2,000万円近く、毎年

この金額をあそこに払っているわけです。この

状態を私はいつまでも続けていいとは思わない。

これは何とかすべきだと。 

  単純計算しても、何十年になります、すぐ出

るでしょう、使用料だけでも。それだけの財政

投下するんだったらば、新たに別のところに建

設しても釣りが来るぐらい払っていると思う。

利用が減っているということは、子供から見て

魅力がないのよ。あそこに行って遊ぶだけの道

具がそろっていない。だから減っていくんでし

ょうと私は思うんですが、どうですか、課長。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

まわらすこ広場におけます利用者の減少動向に

つきまして御質問いただいているところでござ

います。こちらのほう毎年のように御指摘をい
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ただいているところでございますけれども、わ

らすこ広場につきましては、御存じのとおり平

成12年10月に開業後、一旦ビルの所有者が経営

破綻ということもあり、休止を経て今の状況に

ございます。家賃相当の賃借料につきましては

年間1,998万3,336円、家賃と光熱費を含めた共

益費を賃借料として支払いさせていただいてい

るところでございます。 

  1,155平米、350坪ものまとまった屋内施設と

いうことにつきましては、令和３年度、コロナ

禍の状況におきましても、利用制限しながら１

万2,800人の御利用いただき、１日当たり50人

の利用をいただいているところでございます。

こちらのほう大型遊具を利用していただくだけ

ではなく、併設しております地域子育て支援セ

ンターにおきます子育て相談に訪れて相談され

たり、子育て家庭の保護者の交流の場として活

用させていただいているところも含まれており

ますので、全体の利用者数としては減ってはお

りますが、まだまだ多くの利用者がいるものと

思っております。 

  委員御指摘のような、今後の在り方につきま

しても検討しなければいけないかと思っており

ますけれども、現在の利用者を大事にしながら

施設の改善に努めていきたいと思っております。 

  以上です。 

３ 番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

今田浩徳委員長 新田道尋委員。 

３ 番（新田道尋委員） 課長の言葉で、検討し

なければいけない時期に来ているんだとおっし

ゃいましたが、私も早く検討すべきだと思いま

す。私はこの件に関しては過去何回か質問して、

この姿でいいかどうかということを問うてきた

わけですけれども、もうやはり何らかの方法で

私はあの場所から撤退すべきだと、はっきり言

うと思うんですよ。 

  なぜかというと、市の所有物で今あんまり利

用されていない建物があるんではないですか。

そこに移動するだけでもいいんではないですか。

別に今いろんな事業をやっているんだと言うけ

れども、あそこでなければできないというよう

なことでないわけですよ。これだけの金を突っ

込むのが、私は果たしていいのかどうか。見返

りの成果は、私はないと思って見ているんです

よ。 

  もう少しやり方、よその自治体、市町村を見

てみなさい。山形だって新たに建てて、相当な

利用者が、子供と親が一緒に遊べるような子育

て支援センターができているではないですか。

山形でなくたって、方々の市町村でやっている。

それを見ても、これからの話なんです。人口減

少とか少子化と、それに歯止めをかけていくに

はこういうものに注目して政策の中に取り込ん

でいくのが市の行政の在り方だと私は思うんで

すけれども、どうですか。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

ま、わらすこ広場におけます今後の在り方につ

きまして御指摘をいただいたところでございま

す。撤退すべきという御意見もあろうかとは思

いますけれども、今の現状におきまして、新た

な施設整備という考え方そのものが非常にいろ

いろ制約があるのではないかと思っております。 

  他市の事例をおっしゃっておりましたけれど

も、こちらも調べさせていただきましたところ、

他市の事例を見ますと、有名なところでは建築

費がまず10億円以上かかっているという施設が

ほとんどであります。また、管理運営におきま

しても指定管理制度を取っているところがござ

いますが、東京の有名な施設管理会社に委託し

ているというような事例もございます。また、

面積におきましても、現在わらすこ広場は

1,155平米ですが、ほかの施設を見ますと約
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2,000平米の建物のように捉えているところで

ございます。 

  このように、ほかの場所ということで新たな

ものを整備することになりますと、まず当然財

政的な問題もございますけれども、老朽化する

他の施設とも並行して公共施設管理計画との整

合性を取る必要がございますし、今後の在り方

についても慎重に検討しなければならないと感

じているところでございます。 

  委員おっしゃった内容で、これまで平成12年

の開業以来、22年間利用させていただいている

ところでございます。こちらの賃借料を積算さ

せてもらいましたところ、合計で３億円でした。

こちらの３億円というものが正しいかどうかと

いう数字ではないんですけれども、単年度当た

り1,300万円ぐらいの数字になろうかと思いま

す。こちらのほうをやはり建物に特化するもの

となりますと、管理運営の仕方まで将来的なも

のを想定しながら設計をしていく必要があろう

かと思いますので、慎重に今後とも検討させて

いただきたいと思っております。 

  以上です。 

３ 番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

今田浩徳委員長 新田道尋委員。 

３ 番（新田道尋委員） まず、私が申し上げた

のは、もうあそこから出る時期がとっくに来て

いるんではないかということで考えて申し上げ

ているわけですので、よく検討していただきた

いと思います。新庄市の空きはいっぱいあるで

はないですか、学校跡地、あまり利用されてい

ないところ、利用効率の悪いところ、その辺に

目をつけて、北辰小学校なんか空いているんだ

から、そういうところを有効的に利用していく

という方法も考えられる。新たに建てるんでは

なくて、あるわけですから、検討の余地が私は

あると思います。 

  やはり、大きく見て、将来の新庄市というイ

メージを描いて、どういうふうに変わっていく

のかということを想像しながら事業展開してい

くということが重要であろうと思いますので、

よろしく検討のほどお願いいたします。 

  次に、126ページの健康増進費、これも私、

同じことを繰り返して何回も申し上げたんです

が、これは将来にわたって非常に大切なことで

あるので、何回も何回も口酸っぱくなるぐらい

くどく何回も申し上げているんです。成果書の

86ページ、健康診断があまり成果書を見るとよ

くない結果が出ているわけですよね。受診率を

見ると一目瞭然分かるわけで、各検診、特にが

ん検診においてはパーセントが非常に県平均よ

りも下がっているわけです。ここを何回も同じ

ことを申し上げましたが、上げていかないとい

ろんな面に影響してくる。 

  健康を害すれば医療機関を必ず使うわけです

から、使えば医療費が上がってくる、健康保険

税に影響してくる、こういうふうになるでしょ

う。このパーセントを上げることによってそれ

を抑えることができるわけですよね。人間、健

康であれば医者にかかることはないんですから、

金がかからないんです。これを放っておくと健

康保険が崩壊すると、私は思っているんです。

ですから、何回も同じことを繰り返して言って

いるんです。 

  この健康事業費の部分のパーセントを上げる

ために、もっといろんなことを考えながら政策

を実行していくというふうにしていかないと大

変なことになる。人口が減っていく、税金を納

める人がだんだん少なくなってくる。それに歳

出のほうが増えていくわけですから、どうしよ

うもなくなるでしょう、将来を考えると。大変

危険な状態を今からもう予想できる。ですから、

一人一人の健康を維持管理していくのが、私は

その役目だと思っています。そんなことでどう

いうふうにこれを引き上げていくか、対策を考

えているとすればお知らせください。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 
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今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 新田委員の御質問にお答えさ

せていただきます。 

  がん検診の受診率の向上対策ということでご

ざいますが、やはり健康寿命を延伸するという

ことが、私たち健康課がやらなければいけない

第一の目標でございます。がんはやはり日本人

の２人に１人がかかるというような病気になっ

ておりまして、その死亡率についても大変高い

もので推移してございます。 

  その中で、今回の受診率に関しましては、残

念ながら前年と比較して若干受診率が下がって

いるという状況にあります。その分析としまし

ては、やはりコロナによる受診控えというのも

相当数影響があったのかなということで考えて

おりまして、私たちとしてはその受診率を上げ

るために、年代であるとか、男女別であるとか、

そういった受診につながるような検証をいたし

まして、そちらを検証した結果、どういった方

に受診を勧奨すれば受診率が上がるかというと

ころを工夫しながら実施しているところでござ

います。 

  例えばですが、今年度につきましては、やっ

ぱりがん検診が始まるのはまず40歳からという

ことになりますので、40歳、一番最初に検診す

る方をまずしていただく。そういった方が毎年

続けてもらえますように受診継続の勧奨をさせ

ていただく。初年度に特に未申込者に対して検

診の受診を勧奨していると。また、42歳から68

歳の偶数年齢で受診歴がありますが、今年度受

診していない方であるとか、そういった方に対

しても個別で通知して受診を促しているという

ことでございます。 

  まずは、今まで受けたことがある、そういっ

た方に受診を継続していただく、また新たな受

診対象となった方にしていただいて今後も継続

していただく、そういったところに気をつけな

がら実施してまいっているところでございます。 

  以上です。 

３ 番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

今田浩徳委員長 新田道尋委員。 

３ 番（新田道尋委員） これは新庄市だけの問

題ではなく、日本全体の大きな社会問題になっ

ているわけですから、先を見れば、大変な社会

保障制度がもたなくなるような状況も今想像で

きるんですよ。そんなことで今現在、収入がな

い年寄りが介護保険料引かれたり、それがまた

上がっていく。引かれる一方で、プラスになら

ないんですよね、年金ですから。医療費が今度

は個人負担が２割負担になるでしょう。そうい

う年寄りいじめが始まっているんですよね。そ

うでなかったんですよ、本当はね。社会保障制

度の充実ということで消費税が始まったんです

から、それがそういうふうに使われていないん

です、残念ながら。だんだん窮地に追いやられ

ている。 

  ましてや今後、少子老齢化がどんどん数字が

上がってくるわけでしょう。誰が見てもこの数

字は抑えられない。とすれば何から手をつけて

いくかということになる。やはり財政にも大き

く影響してくるこの保健関係の事業をしっかり

やっていかないと、新庄市自体が大変なことに

陥ると。誰も助けてくれないですよ。国そのも

のが今困ってくるんで、だんだん苦しめられて

いる状態なんですから、そこをやっぱり十分に

考えて、何とかして状態を確保していかないと、

新庄市の将来が危うくなってくると私は警鐘を

鳴らしているんです。そんなことで、大変でし

ょうけれども、今後一層受診率のアップに向け

てひとつ貢献していただきたい。よろしくお願

いします。 

  以上です。 

今田浩徳委員長 ほかに質問ありませんか。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） それでは、御苦労さま
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です。 

  私から３点ほど質問したいと思います。１点

目は93ページの２款１項７目、備考にあります

地域づくり支援事業費、これは成果に関する説

明書の13ページに記載してあります。次に、

160ページ、９款１項２目の備考の非常備消防

運営事業費についてお聞きします。３点目は

164ページ、10款１項２目、備考にある通学手

段確保対策事業費についてお聞きします。 

  まず、今日この議会に来る前に、ある地区の

元区長から電話がありまして、10年前からずっ

と要望し続けてきた市道の整備が先日ようやく

完成したという感謝の電話がありました。この

場を借りて、原課の課長はじめ職員の皆様にお

礼を申し上げたいと思います。 

  そういう意味で質問に入るわけでございます

けれども、我々議員も傍聴しております区長と

市長のまちづくり会議の開催についてなんです

けれども、成果として、市民とのパートナーシ

ップを軸にしたまちづくりを進めていくことが

できたと成果にあります。 

  大変今社会情勢が多様化する中で、区長には

行政と地区の橋渡し役というか、まとめ役とし

て日頃頑張ってもらっているわけでございます

けれども、そういう中で、こういう会議の中で

地区の声として、市政運営への意見16項目、地

域の課題41項目が提案されております。そうい

うこのような項目の中で、昨年度、市政に反映

された意見項目と地域の課題に対応された項目

について、まずお聞きします。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 ただいま小野委員から、

区長と市長のまちづくり会議の開催におきまし

て、市政に反映された意見、あるいは地域の課

題の反映された部分というところでの御質問で

ございますけれども、まず課題につきましては、

様々地域ごとのいわゆる要望事項、道路関係あ

るいは環境関係の要望ということで、側溝であ

りますとか、そういった道路の修繕的な要望と

かが多くございまして、今現在具体的にどの部

分が対応できたという資料をちょっと持参して

おりませんので、具体的にお答えすることはあ

りませんけれども、特に都市整備課の部分にお

きましては、令和３年度の要望だけでなくて、

それ以前からの繰越ししている要望、先ほど10

年かかったというお話がありますけれども、繰

越ししていく中で財政的に折り合いがつくもの、

あと緊急度・優先度なんかも勘案しながら、本

当に10年お待ちいただいてこのたびなったとい

う多分区長の感謝の言葉だったと思うんですけ

れども、そういったものから、緊急度が高けれ

ば、令和３年度、昨年会議で要望いただいて、

すぐ実施するというものまで様々ございます。

そういった御意見をいただいた中で整理いたし

まして、担当課と連携しながら、そういった地

域での困り事について優先度・緊急度を勘案し

ながら随時対応しているということになってご

ざいます。 

  また、昨年度出た意見につきましては、市政

への意見ということで、すぐ反映するというこ

とではございませんけれども、例といたしまし

ては道の駅に対する御意見でありますとか、通

学路の除雪状況とか、あと水害関係の避難場所

についての御意見とか、様々な御意見を各学区

ごとから頂戴しております。そういった部分に

ついて、我々が気づかない部分をいろいろ各区

長から御指摘をいただいているというところで、

大変ありがたく受け止めているところですけれ

ども、そういった意見については、課題と違い

まして、すぐ対応するということよりは、いろ

いろこれからの施策にいかにして反映していく

かというところを、内部でも参考にしながら検

討させていただくというものになっております

ので、今後ともいろんな御意見いただきながら

対応していきたいと考えております。 
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  以上でございます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 今政策課長から答弁あ

りましたとおり、ある意味区長というものは、

やはりその地区の総意として、会議においてい

ろんな課題を上げてくるわけですよね。今日の

朝、タイミングよくある地区の元区長から電話

をもらったんですけれども、やはり住民は優先

順位とか、予算上のあれとか、あんまり分から

ないわけですよね。そういう点を真摯に説明し

て、行政側と住民の橋渡しというのを、区長の

難儀というものをこれからも分かって、スムー

ズにやってほしいなという思いで質問したわけ

でございますので、その点は優先順位なり、予

算上の関係、こうこうだからできなかったとか

という、できないものはいいんですけれども、

できなかった理由というものを区長のほうに連

絡をしていただければ、新庄市まちづくり、さ

らに前に進むと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

  次に、２点目の非常備消防運営事業費につい

てお聞きするものでありますが、これも社会情

勢が非常に多様化する中で、現役の団員の皆様

から、私もそうですけれども、元消防団員のＯ

Ｂとして団員確保に困っているという声が聞こ

えてきます。恐らくこれは私ばかりではなくて、

その他の議員の方々も相談を受けていると思い

ます。そういう中で質問をするわけでございま

すけれども、このような状況が地域の生命と財

産を守ってくださる消防団の消防活動に支障を

来していないのか。まず、１点お聞きしたいと

思います。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 これまでのところ、消防団活

動に特別な支障を来しているという報告は受け

ておりません。 

  以上です。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 原課のこちらがそう把

握していれば、私から違うでしょうという言葉

は言いません。恐らく末端の団員のほうからは、

私から言いますと、消防団の条例の定数が今少

なくなっておりますよね。現実に幽霊団員もお

りますよね。やはり現実から、それは分団長、

部長、班長から、いろいろな事務的なことは上

がってくるんですけれども、その辺ちょっとや

っぱり聞いてもらったほうがよいのではないか

という思いでおります。 

  そうした中で、私が相談を受けている範囲内

でいろいろ支障が起きていると、団員不足で。

そういう中で、今新庄市の消防団の組織として、

17分団、34部、95班の組織で運営されているわ

けでございますけれども、条例団員定数1,194

名ですよね。この条例団員定数の見直しや分団、

部、班の見直しというものは、原課のほうでそ

ういう話というものは話合いの場というものが

持たれていないのか、お聞きしたいと思います。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 実際のところ、条例定数の見

直し並びに班編成の見直しについては、当課と

しては行っていないということになりますけれ

ども、消防団の実態調査等でそういったような

支障を来すようなことがあれば、検討をすべき

ことなのであろうとは考えております。 

  以上です。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） では、私からこれは提

案であります。消防団員全員ではなくても、分

団長はさておきまして、34の部長なり、95人い

る班長にアンケートでもしたらどうですか。今

後のために、私はすぐ見直ししろというんであ
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りません。やっぱり現況を把握する必要がある

と思いますので、よろしくその辺は。それは課

長の一存で決めることはできないと思うんです

けれども、最高幹部たちも話し合ってやってい

ただければよいと思いますので、その点をよろ

しくお願いしたいと思います。 

  そして、実は前にもこの場から質問したんで

すけれども、団員の処遇改善につきまして、総

務省消防庁から、今年４月から団員確保に向け

た処遇改善のため、団員報酬年間３万6,500円、

出勤時間１日8,000円にするように通知されて

おります。この国の交付税算定上の団員数と新

庄市の条例団員定数とは大きな団員数について

乖離が目立っております。そういう中で、交付

税措置上の算定上の団員数と、新庄市の条例団

員定数が大きく人数が離れているわけでござい

ますけれども、この総務省からの通知があって、

国から財政措置が示されてきているのか、お聞

きしたいと思います。 

今田浩徳委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 それでは、午前中でございま

すが、消防団員報酬の交付税措置についての御

質問を頂戴いたしました。どのような形で示さ

れていくかということでございますが、まず人

口に基づきます標準的な団員数、これを定めて

おりまして、その２倍までは普通交付税が受け

られ、その２倍を超える部分は２分の１の特別

交付税が受けられるということで国より示され

ております。 

  以上です。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 私が質問したやつとち

ょっと違うみたいで、それは私は分かります。

だから、去年の４月に総務省消防庁から通知が

来ているわけですよね。それに対して規模が大

きければ大きいほど財政的に大変なわけですよ

ね、地域の消防団は。だから、財政措置がその

後示されていますかという質問をしたんですけ

れども、いかがですか。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 ただいま、さきに御説明した

内容で示されておりますが、その後、実数に応

じた人員の分を交付税措置するという情報もあ

ったんですが、それ以降の通知はまだ来ており

ません。 

  以上です。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 情報だけですよね。交

付税上の算定の団員数ではなくて、実数に、消

防団に交付税を支払うということ、それはあく

までも情報だということですよね。しかし、前

も言ったんですけれども、総務省の通知により、

県内は分からないですけれども、最上郡の最上

町と舟形町ではもう既にやっぱり増額している

わけですよね。そういう観点から、新庄市、こ

の最上地域のリーダーとして、この決算を踏ま

えて、来年度予算に団員の処遇改善を含めたそ

ういう予算の計上をする考えがあるのかお聞き

します。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 まずは、他市の状況について

調査を行ったところなんでございますけれども、

やはり国で示す現行の標準と実人数の乖離がか

なり大きい市町村が多々あると。一層の交付税
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措置がないと厳しいということで回答を頂戴し

たところもございます。ただ、このような事情

がありましても、報酬を上げる方向に踏み切る

という市町村も出ているのも事実でございまし

て、こういったことから、新庄市に適した形で

の制度設計についてただいま検討を行っている

ということでございます。 

  以上です。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） やはり冒頭でも言いま

したけれども、本当に多様化する中で、昔だっ

たら消防団に入るのは当たり前というそういう

感覚で地域でもあったわけなんですけれども、

やはり勤務体系なりいろいろなことで、入りた

くても入れないという状態であるわけです。今、

課長が言ったとおり、やはり新庄は新庄のいろ

いろな事情があると思いますけれども、最上町、

舟形町でも総務省の通知を受けてこの４月１日

から増額しておりますので、その辺のことを考

慮して予算に向けてお願いしたいと思います。 

  ３番目のそれでは164ページの10款１項２目

の備考にあります通学手段確保対策事業につい

てお聞きします。まずもって、スクールバス運

転手報酬等が計上されているわけでございます

けれども、この報酬額は、運転手何人分の報酬

額であるのか、お聞きしたいと思います。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 委員長、平向

真也。 

今田浩徳委員長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 運転手の人数

でございますが、令和３年度におきましては14

名分でございます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 14名ということは、14

台の運転手と認識していいんですね。14名とい

うことは、これはスクールバス等の報酬ですよ

ね。運転手の14名というと、これはスクールバ

スに従事する方の人数ではないんですか。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 委員長、平向

真也。 

今田浩徳委員長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 スクールバス

の運転手でございますが、市のスクールバス、

それから通学バスにつきましては、マイクロバ

スで全部で12台でございます。通常運転してい

るものと隔週運転しているものが交ざっており

ますので、14名で12台を運行しているというこ

とでございます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 納得しました。実はス

クールバスは関係ないんですけれども、今日の

新聞にも書かれておりますけれども、９月５日、

去年も起きたんですけれども、静岡県で園児の

送迎のバスで、幼い園児の大変痛ましい死亡事

故が発生しております。これはスクールバスは

全然関係ないんですけれども、本市のスクール

バスは、児童生徒の安全安心な通学手段にのっ

とり運行をやっているわけでございますが、こ

のスクールバスを運行する前に、どのようなチ

ェック体制を行っているのか。また、通学に対

するマニュアル等については、あったらお聞き

したいと思います。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 委員長、平向

真也。 

今田浩徳委員長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 スクールバス、

何よりも安全第一でございますので、日頃より

運転の管理を行っているところでございます。

点検の方法としましては、大きく２点ございま

す。一つが車両の点検、こちらはいわゆる整備
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点検の部分でございます。こちらはスクールバ

スの運転手が、国の整備管理者研修の資料に基

づきまして、ブレーキペダルなど23項目にわた

りまして毎日運行前と運行後に点検を行ってお

ります。 

  それから、もう一つが、今年８月からアルコ

ール検知器での確認が義務づけられております、

酒気帯びの確認でございます。こちらは８月か

ら義務づけられておりますが、市では７月から

公用車の運転手が全て運転前後にアルコール検

知器での確認ということを義務づけております

ので、スクールバス運転手につきましても、そ

れ以前からアルコール検知器を使っておりまし

たが、引き続き、運行前後にアルコール検知器

での確認を行っているところでございます。車

庫ごとに運転手は分かれておりますので、それ

ぞれのグループ単位で検知器を確認しまして、

お互いの顔色等を確認しているところでござい

ます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） アルコール検知のやっ

ぱり点検というのは遅かったなという思いでお

ります。それはそれとして、児童生徒を乗せる

わけですから、例えばそれらしい運転手の服装

とか、あと先ほどマニュアルとも言ったんです

けれども、児童生徒との接し方とか、そのよう

な指導というか、講習的なものはやっているん

でしょうか。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 委員長、平向

真也。 

今田浩徳委員長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 講習的なもの

は、研修としまして年２回ほど行ってございま

す。半年ごとなんですが、４月に年度初めの訓

示的なものを行っておりまして、職務の重要性

ですとか、当然職員としての服務規律、それか

ら責任の重さ、当然安全運行について、それか

ら近年ではコロナの感染症対策についても講話

を行っております。また、10月にも行っており

まして、こちらのほうは新庄警察署のほうから

講師を招いての研修ということになりますけれ

ども、事故の発生状況ですとか、その原因と傾

向及び対策について、それから安全運転のため

の注意事項、10月ということですので、冬期も

近いということで、雪道での安全運行について

の研修を行ってございます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） やはり児童生徒の通学

の安心安全のため、口うるさく徹底してお願い

したいと思います。 

  最後になるわけですけれども、昨年一年間、

通学時に発生した事故や事件等がどのくらいあ

ったのか。分かれば、内容等も含めてお聞きし

たいと思います。 

杉沼一史学校教育課長 委員長、杉沼一史。 

今田浩徳委員長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、令和３年度の

登下校時の交通事故ということで、件数の内容

をお伝えしたいと思います。 

  令和３年度は、交通事故、車との接触の登下

校時の事故が２件発生しております。一件が小

学校、もう一件が中学校ということで、ともに

救急車を要請したり、警察の事案になったわけ

ですけれども、幸いなことに大きなけがはござ

いませんでした。その中身を見ますと、残念な

がら児童生徒の不注意というところが大きいよ

うで、小学生は道路を横断する際に、斜め横断

等で車と接触するような、そういうような事故

等も起こっておりますので、その辺の指導につ

いては詳しくまたその後学校で行ったところで

した。 

  ほか、このような事故報告とは別に、各学校

複数校におきましては、自転車の登下校時に転
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倒してけがをしたりとか、あとは徒歩通学のと

きに転んでけがをしたりというような、そうい

った報告も上がっております。それ以外、軽微

なものに関しては各学校でよく起こっていると

ころでございますので、とにかく大きな事故に

ならないようにという指導を、その都度徹底し

ているところでございます。 

  以上でございます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） ありがとうございまし

た。やはりこれからの新庄を担う児童生徒のた

めにも、安心で安全な通学に支障を来さないよ

うに、徹底した指導をお願いしたいと思います。 

  以上で終わります。 

今田浩徳委員長 議場内の皆様にお願いいたしま

す。マスク着用はしっかり鼻までよろしくお願

いします。 

  次に、質問のある方。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 決算書144ページ、７

款商工費、そのうちの１項３目観光費、その中

の事業名でいいますと観光地環境美化推進事業

業務委託料267万円、こちらについて伺います。

この事業、平成28年から事業名を新たにして、

平成30年に事業名を変えて継続しています。ま

ず、委託料ですので、こちらの業務の委託先が

どちらになっているのかということと、この業

務の委託契約における契約方法はどのようにな

っているのか、お伺いします。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 ただいま叶内委員から御

質問ありました件についてお答えさせていただ

きます。 

  こちらの事業は、委託先は新庄観光協会とな

ってございます。契約の方法ですが、その業務

内容につきまして、旧所名跡、それから観光地

等の清掃、併せて観光案内もやっていただくと

いう形になってございますので、１社の随意契

約という形で契約してございます。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） この随意契約を適用さ

せたその条件というか、理由ですね。それはど

のようになっているんでしょうか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時１５分 休憩 

     午後１時１６分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 すみません。ただいま御

質問あった件につきましては手元に資料がござ

いませんので、後ほど回答させていただきたい

と思います。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） まず、事務事業評価を

経年で見ていきますと、この事業を平成28年か

ら一般公開しているところで見ますと、法令の

根拠、またその条例の根拠を何も記してござい

ません。そうしますと、何に基づいてその根拠

が、今随意契約とおっしゃいましたが、随意契

約を行っているのか分からないままで、担当者

が事業を今までの先例と同じように進めている

のではないかと考えられるんですが、いかがで

しょうか。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 こちらの事業は、古くは

雇用対策関係の事業からもともとは出発してお
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った事業でございまして、その後、国・県等の

補助金がなくなりましたので、一般財源で全て

手当てして実施を行っているという形に事業の

内容の変遷が変わってきてございます。 

  先ほど委員からは、条例等々基づく根拠がな

いんではないかという形になってございますが、

こちらは、先ほど申しましたように旧所名跡等、

それから観光施設等々の環境美化、それから訪

問された観光者への案内等の業務をやっていた

だくという形の業務でございますので、独自の

ソフト事業という形になってくるものと考えま

す。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 独自の事業だから法令

に基づく必要がないというか、今そういうふう

に聞き取れました。それはあり得ないですし、

これまで雇用確保のためにこれが必要であった

ようにも聞こえますけれども、実際に行ってい

るのが、この成果表を見ると、皆さん、読まれ

るので分かると思うんですけれども、どういう

事業なのかはっきりとは分からないんですよね。

史跡等の観光地、市の関連イベントにおいて環

境整備、美化、パトロールを行いつつ、観光客

の問いかけに答えるなどの観光案内を行った。

実際に具体的にどういうことをやっているんで

しょうか。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 観光協会では２名の方を

雇用いたしまして、こちらの事業の展開をやっ

ていただいてございます。実際の内容といたし

ましては、例えば御霊屋であるとか、それから

最上川の芭蕉乗船の地、それから水辺プラザ

等々ございますが、そちらの実際の草刈り業務

とか、あと各イベントにおきましてごみの収集、

それから清掃活動等もやっていただいてござい

ます。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） その美化活動の中に、

研修費としてガイド研修というのがあるんです

が、これは実際何をしていらっしゃるんですか

ね。人件費、美化活動をするための２名の雇用

を確保している観光協会で、そしてその人たち

が美化活動をしながら、たまたま通りかかった、

たまたま来た観光客、来街者というか、そうい

った方がたまたま何かを尋ねたときにたまたま

答える、そういうような事業なんでしょうか。

このガイド研修というのはどういう意味合いが

あるんでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 併せてという形になって

ございますので、メインがどちらというわけで

もございませんが、当然そこの観光名所等々に

来ていただいたお客様に何か問いかけがあった

場合については、そちらにお答えできるような

形でお願いをしてございます。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 実際に業務報告として

定期的に業務を報告させていると思うんですけ

れども、年間通して作業している間に、この研

修費、ガイド研修という部分の費用が関係する

業務というのを、どのくらいの回数で年間行わ

れているか、報告受けているんでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 業務の報告書がございま

すので、ただすみません、こちらも今手元の資

料がございませんので、後ほど回答させていた

だきたいと思います。 
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２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） すみません、後ほど回

答ではなくて、ここに計上しているということ

は、いろんな質疑があった場合に答えられなけ

ればいけないんではないでしょうか。どうでし

ょう。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 申し訳ございません。た

だ先ほどこちらのほうで回答いたしましたとお

り、手持ちのちょっと資料がございませんので、

後ほど回答させていただきたいと思います。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 質問にきちっと答えら

れるように準備をしていただきたいと思います。 

  また同じなんですけれども、先ほど随意契約

において、特にこの理由で随意契約をしたかど

うかが分からないやになっているように感じま

す。事務事業評価の中にもそれは記されてあり

ません。これは明確に示していくべきだと思い

ますが、それに伴ってその内容によってどうな

んだという質疑に変えていく必要があると思い

ますので、きちっと記載をして明確にしていた

だきたいなと思っております。 

  そして、この美化事業の中で、美化をするこ

ととガイド研修という、このちょっと意味不明

な項目が一緒に存在している必要はありますか。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 お二人の方々が観光名所、

それから旧所名跡等々で作業しておられるとき

に、そういう確かに問合せはあると考えられま

すので、そういう研修等々も必要かと存じます。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 市においても、最上観

光協議会においても、ガイドの研修であったり

というのは、きちっと予算をつけ計上して行っ

ているわけではないですか。そうしますと、事

業の中においては、環境の美化を集中的に行う

というものと、ガイドをきちっと集中的に行っ

ていくというものと一緒にある必要はなく、こ

の事業の中の整理ということが、自分はこれを

見てもよく分からないので必要なんではないか

と思うんですが、いかがですか。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 ボランティアガイド等々

も含めまして観光案内ガイドの方々につきまし

ては、市内では主にＮＰＯのガイド協のほうに

会員の方がいらっしゃいますが、それでも様々

なイベントが重なったりとか、様々な個人的な

都合で確かに足りないというお話も聞いてござ

います。ですので、観光ガイドの方々が現在全

て充足しているかという観点につきましては、

ちょっと疑問点が生じるかなと思ってございま

す。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） その足りないかと聞い

ていますではなくて、足りないならば何人足り

ないのか、何に対して足りないのか。この今美

化事業の中のガイド研修を受けて、12万円です

よ、つけて研修を受けてやらなければいけない

業務のガイドをしなければいけない内容が、何

に効果があるのか。これが全く説明になってお

りません。この主要施策の説明を見ても、全く

なっておりません。整合性というか、きちっと

何の事業をどんなふうにやっていてどんな効果

があるのかと分かるように、いま一度事業を、

同じような事業が重複しているのであれば、整

理をする必要があるのではないかと思うんです
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が、再度いかがでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 今後の業務の参考とさせ

ていただきます。よろしくお願いします。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） そして、この美化事業

の中においては、市の中に点在している観光施

設であったり、石碑のようなものであったり含

めて、それぞれ所轄する課ごとに群を置いてい

るように思います。この中で、市内の中心市街

地にある民話モニュメントも入っているのかな

と思います。 

  この民話モニュメント、まず市内歩いてみま

すと、店がなくなってしまっているところのモ

ニュメントなどは、もう草が出放題に出てしま

っている状況であったりしているんですが、そ

ういう状況について受託先の業者というのは、

その委託先の市に対して、何らか提案であった

り意見であったり、こうしたほうがいいんでは

ないかということだったり、そういったことは

これまであったでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 ただいま委員おっしゃら

れていたのは、昔語りのきこえるみちづくり事

業の件でございますでしょうか。ということで

あれば、そちらのほうは商店街振興の関係、そ

れからそちらの商業振興関係のほうで取り組む

べき事業だと考えてございます。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 今の答えがちょっと分

からないんですけれども、美化整備をするその

群の中に、商工観光課管轄で民話モニュメント

も含まれています。このモニュメントがそれぞ

れ劣化していたり、まだ立地しているところに

お店があれば、自分の店の前はきれいにして、

草をむしったりもしていらっしゃるなと思って

歩いてみるんですけれども、もうそうではなく

なっているところはやっぱり草がぼうぼうであ

ったり、見るに堪えないような状況になってい

たりしているわけです。 

  そういったことをパトロールしながら、受託

先が見るにつけて、これはこのようにしたほう

がいいんではないかというような提案をしてい

るのかどうなのか。観光協会ですよね、だって、

受託している先が。観光協会としての役割があ

るわけではないですか。設置目的もあるわけで、

観光協会として。そういった中で、市に対して

そういった提案があるのかないのか。この提案

の先には、市が目指している観光協会との業務

の連携であったりということが事業化していく

一つのきっかけになったりもするのかなと私は

見ていて思ったものですから、いかがでしょう

か。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 ただいまの御質問でござ

いますが、当然商店街振興、それから町なかの

にぎわいという観点におきましては、当然観光

協会、それから各商店街等との連携は必要かと

考えます。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） こういったモニュメン

ト、所有者はあくまでも新庄市であります、モ

ニュメントの。そして、これをどういうふうに

活用というか、どうしていくのかということも

非常に重要なのではないかと思います。皆さん

御存じだと思うんですが、例えば駅前商店街通

りを歩いていただいて、街灯をちょっと見上げ

ていただくと、街灯のところにこういうエプロ
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ンがあって、そこのところに金の茶釜とおりの

ストーリーがずっと書いてあります。電柱には

その物語が書いてあって、でも時間の経過とと

もにその絵も色あせてしまって、顔も分からな

くなってしまっていて、今これから開府400周

年ということで、来街者がより増えてくるのか

なと。そうしたときに、このモニュメントを見

てどのように感じるのか。 

  観光協会で観光を主体として仕事をして、地

域の活性化をしていこうとしている観光協会か

ら、独自にこれはこうしたほうがいいんではな

いかという提案があってもいいのではないかな

と思ったものですから、どうでしょうかね。市

としては、今のこのまちの中のモニュメントの

状況であったり、どのように考えているのか。

修繕が必要だと思っているのか、はたまた将来

の維持管理を考えたときに、これはもう撤去し

たほうがいいと考えているのか、どうであるの

か。答えはないとしても、考えがあれば伺って

おきたいと思います。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 まず、モニュメントのほ

うの修繕等々でございますが、昨年度は令和３

年度では実施しておりませんでしたが、令和２

年度については、緊急修繕ということで予算を

支出してございました。 

  今後の展開ですが、今現在では、これからど

うしよう、こうしようというようなはっきりし

た具体的な考えは、今現在ちょっと持ち合わせ

てございません。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 環境の美化、この点だ

けではないんですけれども、一番駅を降りて目

につくわけです、何だこれはというふうに。そ

ういう状況の中から、本当の美化というのはど

ういうものなのかということを、次年度、また

開府400年というところもあります。その中で、

どういうふうに検討していくのかというのを、

ぜひというか、検討していっていただきたいと

思っております。そこに商店街があの電柱を使

って、よく旗というか、そういうのをはためか

せるだけでは、やはり本当の意味での美化にな

っていかないなといつも思って見ております。

よろしくお願いしたいと思います。 

  そして、次なんですが、同じく145ページ、

同じ観光事業費の中の市内名所旧跡巡り事業業

務委託料62万9,200円、こちらの事業というの

が、昨年の市長の市政報告の中で、新型コロナ

ウイルスの感染症のために観光に大きな影響が

あったため、まず二次交通を利用して、市内へ

の宿泊滞在型の誘客を図るためにこの事業を行

うというように発表、公表をしていただいてお

ります。 

  期間限定で展開するというものであるという

ことだったんですが、こちらの事業、まずどこ

にこの事業を委託したのか。そして、その際、

何の媒体を利用してこの事業の宣伝広告を行っ

たのか。そして、結果として41人の利用者だっ

たとしていますが、コロナ禍であったというこ

とは重々皆承知しているわけです。その厳しい

状況の中であって、当初の目的、目標とする利

用の人数というものはどうであったのか、お答

えください。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 まず、この事業の委託先

でございますが、先ほどの環境美化と同じく新

庄観光協会でございます。一応、こちらの事業

の大まかなターゲットとしては、ＪＲ東日本の

大人の休日倶楽部パスを利用している方をメイ

ンにターゲットとしたという事業でございまし

て、当然ＪＲの利用者でございますので、駅の

おもてなし等々でその事業展開をさせていただ
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いたという形になってございます。当然コロナ

禍という形でもありましたが、なるだけ市内の

ほうにも足を運んでいただきたいという観点か

ら、この事業を展開したという形になってござ

います。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） この事業を制度設計す

る上で、だから当初の目標はどうだったんでし

ょうか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午後１時３６分 休憩 

     午後１時３７分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 当初、週末も含めてでご

ざいますが、目標とした人数は60名程度と設定

してございます。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 期間限定で展開すると

いうものであったんですが、この大人の休日倶

楽部パスというのは期間限定のＪＲの商品、サ

ービスなんですけれども、実施期間が11月24日

から12月７日の、ＪＲからすれば２回目のパス

利用期間に限定した理由というのがどういうも

のだったんだろうかと。年３回行っているわけ

ですね。６月とこの11月と、あと年越して２月

と、その３回やっている中で、ここのところだ

けをまず対象とした。しかも、その中で41人し

か活用していないのに、62万9,200円使ってい

る。１人当たりの事業費にして１万5,000円超

えるわけですよね。とても効率の悪い事業であ

ったかなと思われるんですけれども、まずどう

して、期間を限定するとは言っているものの３

回行われた。当初予算でもこの事業は計上して

いたわけですから、そうすると３回実施するこ

とができたんだけれども、その３回を行わずに

この実施期間１回だけに限定したという理由は

何だったんでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 倶楽部パスのほうの回数

ですが、今委員おっしゃるとおり年間３回実施

されておりますけれども、こちらの11月25日か

ら12月までと設定した理由は、まずその期間、

コロナの状況も確かにあったと考えてございま

すが、人の往来がやっぱり一番少ない、市への

来訪者が一番少ない期間であったかなと考えて

ございます。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） １人当たり１万5,000

円以上をかけることを最初から想定していて、

この１回だったんでしょうか。非常にこの事業

の目的が分からないんですね。利用人数、当初

の計画で60名、ただ60名も１回の期間だけで60

名だったのか。この制度は何を目的にしたのか。 

  そして、先ほどちょっと質問したんですけれ

ども、媒体ですね。これはＪＲのサービスでは

ないですか、大人の休日倶楽部パスというのが。

全国規模の事業で、それで来たお客さんにこの

バスに乗ってもらって、市内の名所を巡っても

らうとした場合、全国的にこのパスを購入する

方々が、この事業が新庄市にあるということを

知らなければならないわけではないですか。そ

うすると、先ほど聞いた、何の媒体を利用して

この事業の宣伝を行ったんでしょうかと思った

わけですよ。人数を増やさなければいけないわ

けではないですか、有効に事業費を活用するた
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めに。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

今田浩徳委員長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 御意見ありがとうございます。実

は観光協会の担当者側から常に言われてきまし

たのが、新庄市は二次交通がないというような

ことで、何らかの形で市内巡りができないだろ

うかという御相談を受けたのが基本的でありま

す。 

  そんな中で、私も駅前のほうに行きますと、

大人の休日倶楽部のときにやはりお得感という

ことでしょうか。やはり１万4,700円か何かで

東京あるいはそこから出てきますと、最終のと

ころ新庄までは行ってみようと、今日はという

ようなお得感を感じているお客さんが大変多い

というお話をいただきました。あそこの駅前の

ところに、午前中10時頃来てもうたむろしてい

ると。あの方々を何とか町の中に出したいんだ

けれども、市長、どうなんだろうという御相談

を受けたのが最初のスタートであります。 

  それで、昨年挑戦するというようなことだっ

たわけでありますけれども、やっぱり７月のと

きには移動中止ということで、９月の末に解禁

になったということで、初めてそれに挑戦した

と。また、12月過ぎて１月からまたコロナの発

生ということで移動が中止されたということで、

観光協会としては残念ながら１回しかできなか

ったと。 

  おっしゃるとおり、これをどういう媒体でど

う知らせるかというのは、最初のやっぱり投資

の部分だということで、やり続けないと相手に

は分かってもらえないということがあるかなと

思います。１回きりの単価について、成果的に

は高過ぎるのでは、どうなのかと。結果的に二

次交通としてのＪＲの新庄駅最終駅だというこ

とのやつをどういうふうに展開されるかと、一

試験だと御理解いただきたいと思います。 

今田浩徳委員長 ほかに質問ありませんか。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） ページ数、185ページ

になります。10款５項６目、こちらには文化財

保護管理事業費が載っております。こちらにつ

いてですけれども、成果表には載っていないん

ですけれども、鳥越の八幡様ですね。八幡神社

本殿についてお伺いしたいと思います。 

  こちらは、皆様御承知のとおり、本殿がかな

り古くなっておりますが、しかし戸沢政盛公の

養子、定盛公が江戸初期に造られた建造物であ

って、この地方では一番最古の建物と言われて

おります。この神社を直すために、やはりある

程度の出費は必要かと思うんですけれども、令

和３年度には何もついておりませんでした。ま

た、令和７年度には開府400年も迎える鳥越八

幡宮ですので、令和５年度に向けてこの３月決

算においてどのような活動をされたのか、お伺

いしたいと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 鳥越の八幡神社につきま

しては、文化財の文化財保護事業費補助金の中

で、市のほうで国の重要文化財ということで、

その建物については日常管理の部分で補助金と

いうことで対応させていただいています。 

  また実際、御存じのとおり鳥越八幡神社につ

きましては、かなり老朽化が進んでいるという

状況がございます。平成23年当時に箱棟という

か、屋根の部分の棟板が大雪のために落ちて、

それ以降かなりシートをかけて雨漏りの防止な

どをしてきている状況でございます。もうあれ

から10年たっております。それなりにやっぱり

老朽化も進んでいるという中で、何度となく文

化庁から見ていただいている状況ではございま

す。令和３年度中には、文化庁の調査官から２

回、２人の担当者から来ていただきまして、鳥

越の神社の状況を御覧いただいているところで
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ございます。 

  また、文化財建造物保存技術協会というとこ

ろで、これは市の矢作家の保存、修理において

の管理事業をしていただいたり、実施設計して

いただいているところで、国宝なども見ている

団体でございますけれども、その方からも鳥越

八幡神社、これから仮に補修するとどれぐらい

費用がかかるんだろうかという概算的な見積り

も頂戴したところでございます。かなりこれに

つきまして数億円という数字が出てきておりま

すけれども、そのようなものも出てきておった

中で、あと金額等につきまして、氏子の方や区

長を中心に情報共有させていただいて、令和３

年度中はお話をさせていただいているところで

ございます。また、歴まちがどうのという中で、

それを計画としても、今後歴まちの計画の中で

事業を進めていきたい、そういう意向も市とし

ては伝えているところです。 

  今年度に入りまして、やはり氏子の方々とか、

鳥越地区の方々とお話ししながら、近いうちに

お話を持っていって、今後どのような計画で直

していくべきかと、あとどれぐらいお金をかけ

るべきかという部分がございますので、それに

ついては地区の方とお話ししながら進めていき

たいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 分かりました。このこ

とを地区の方や氏子の方と併せまして話し合っ

ていただきたいと思います。新庄市でも歴まち

の風致にも関わっておりますので、令和７年度

にも開府400年始まりますので、ぜひとも取り

組んでいただきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  次に、ページ数、191ページになります。10

款５項12目、こちらのほうに市民スキー場運営

管理費があります。主要施策になりますと165

ページになりますが、また167ページのほうに

も令和３年度には今回スキー場収入がアップし

たということで、新庄市としてはとてもよい限

りです。やはり市民スキー場といいますと冬だ

けだと思うんですけれども、令和３年度におい

て夏場の使い方はどのようになっているんでし

ょうか。 

  他地域におきますと、あそこにシバザクラを

植えて今はやりのインスタ映えだったりですと

か、あとコスモスを植えている、また菜の花畑

を植えて観光客をお呼びするという策もあると

思うんですが、やはりスキー場だけではなく夏

の管理も一緒にやるべきだと思ったんですが、

令和３年度においてはどのような夏の使い方だ

ったのか。また、その予算を踏まえて、令和５

年度はどのような夏の使い方をするのか。よろ

しくお願いしたいと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 市民スキー場の夏場の利

用というのは、これまで各委員の方々から御指

摘いただいているところでございます。正直、

令和３年度中につきましては、何ら冬場の利用

ということでお話があったような何かお花を植

えてみるとか、菜の花を植えてみるとか、シバ

ザクラとか、例えばソバを植えてみてはどうだ

とかというような考えはあったものの、実際実

施できていないような状況でございます。 

  今後につきまして、やはりそのようなお声が

ありますので、市民スキー場の夏場の利用とか、

冬期間以外の利用、また杢蔵四季の家もそうな

んですけれども、そういう利用も重ね合わせた

ところで利用ができないかというのを考えてい

きたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 分かりました。ぜひと
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も夏場の使用量が増えることで、あそこのレス

トランも使えますでしょうし、あそこの農園も

やっぱり閉鎖したということだったので、ぜひ

とも夏場も使えるようにすれば、要は年中使え

る施設になると思います。やはり夏これだけ長

いですからもったいないでしょうし、ぜひとも

これからスポーツ協会の、委託先がスポーツ協

会ですよね。だとすれば、しっかり話し合って

いただき、やっていただきたいと思います。 

  また最近ですと、昨日ですかね、結構高校生

の方がいろんなことを活動して、いろんな取組

をやっております。ぜひともやっぱり市のほう

も自分たちでやるんではなく、高校生も利用し

たやり方もあると思うので、そこら辺はもう少

し令和５年度にもそういった高校生の活躍の場

を広げることも必要だと思うので、そういった

スキー場の活用を考えているのか、これからや

っていくことも必要だと思うんですけれども、

いかがでしょう。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 委員の提案ありがとうご

ざいます。やはり高校生というのはこの市にお

いては一番の若者でございますので、学校にお

いては様々な施設の利活用について、この間、

雪の里情報館についての利活用などを高校にお

いては考えていただいたという部分ございます

ので、市民スキー場の利活用についても、学校

のほうともお話ししながら、様々もし御提案あ

れば頂戴できればということをお話しさせてい

ただきながら進めていければと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 分かりました。提案が

あればではなくて、積極的にやっていただきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

  次に、ページ数、113ページになります。３

款２項１目になります。児童行政事業費につい

てです。こちらは成果表になりますと68ページ

になります。放課後児童クラブについてお伺い

したいと思います。こちらは明倫学園の併設、

放課後児童クラブ建設事業も一緒についていま

すし、これから放課後児童クラブの重要性がま

すます高まっていると思います。 

  その中において、やはり運営になりますと社

会福祉協議会に運営を委託しておりますね。そ

の場合にやっぱり館長の処遇改善が必要なのか

なと思います。やはりこれだけの新庄市の担い

手である子供たちを育てて預かっていただいて

いるわけですので、最低でも館長の役職の処遇

はしっかりとしたほうがいいと思うんですけれ

ども、この令和３年度においてどのようになっ

ているのか。そして、令和５年度においてどの

ような管理体制をやっているのかお伺いしたい

と思います。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

ま放課後児童クラブにおけます管理運営の処遇

改善等についての御質問をいただいたところで

ございます。放課後児童クラブ、公立としては

４施設ございます。また、民間では５施設ござ

います。それぞれにおきまして、それぞれの施

設を管理いただいているわけでございますけれ

ども、公立４か所につきましては社会福祉協議

会のほうに委託をさせていただいているところ

でございます。 

  こちらの運営の内容につきましては、社会福

祉協議会におきまして対応をそれぞれ取ってい

ただいているところでございますけれども、昨

年度から、放課後児童クラブにおきます処遇改

善につきましては、新たな処遇改善事業という
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ことで国からの支援が出ておりますので、こち

らのほうで対応させていただいているところで

ございます。ただし館長に限ったことではなく、

それぞれの支援員等、対応させていただいてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 全員の職場の待遇では

なくて、やはり館長ですよね。館長はそれなり

の責任があるわけですよ。ですから、ある程度

役職を持った方にはそれなりの対応が必要だと

思っております。この令和３年度におきまして

もちょっと変わっていなかったものですから、

ぜひともそれを踏まえて、令和５年度にはやは

り責任のある方は責任を持った対処していかな

ければいけないでしょうし、やっぱりなるべく

そういう方にはある程度のものが、要は報酬な

りが必要なのかなと思います。そこら辺の改善

をやっぱりしていかないと、これから新庄市に

とっても子育てに対しても非常に重要な面だと

思いますので、令和３年度決算を踏まえてどの

ように考えるのかお伺いしたいと思います。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 令和３

年度におきましては、こちらの放課後児童クラ

ブ児童健全育成事業補助金ということで対応さ

せていただいているところがございますけれど

も、保育士等処遇改善臨時特例事業という枠の

中で加配の分を加えさせていただいている部分

がございますので、その中での運用をお願いし

ているところでございます。 

  なお、今後につきましては、新たな制度等が

あればそちらのほうを使わせていただくわけで

すけれども、館長等の処遇につきまして、必要

な内容については検討させていただきたいと思

いますけれども、それぞれ実態の中での処遇改

善になろうかと思いますので、今後の動向を見

た上で対応させていただければと思います。 

  以上です。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） ぜひともよろしくお願

いします。 

  次に、ページ数、125ページになります。４

款１項１目、こちらの備考欄に看護師確保対策

事業がございます。主要施策になりますと84ペ

ージになりますね。こちらでは医療従事者不足

を解消するため載っております。補助金の実績

が２名で24万8,430円なんですけれども、こち

らは令和３年度なんですけれども、やはりこち

らは市内の医療機関となっているんですけれど

も、要は公的機関のほうには多分援助になって

いないと思うんですよね。詳しく言えば県立新

庄病院など対象になっていないと思います。や

はり新庄市内に定着していただくためには、こ

の枠を広げる必要があると思うんですけれども、

令和３年度においてこの２名をどのようにお感

じになるのか、令和５年度においてやはり拡充

するべきだなと感じるのか、そこの２点お伺い

したいと思います。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 看護師確保対策事業について

御質問いただきました。今回奨学金の返還対象

となった方が２名、こういう実績としてござい

ます。支出額としては24万8,430円となってお

りまして、お一人の方が病院に勤務されている

方、また児童施設に勤務されている看護師の方

ということになってございます。 

  その対象が、公務員は御指摘のとおり外され

てございます。なるべく民間のほうの看護師不

足というのに対応したいということで範囲を決
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めさせていただいておりまして、これについて

はまだ始まったばかりの事業ということもござ

いまして、その推移を見ながら今後も検討が必

要だと捉えているところでございます。 

  昨年度におきましては、周知範囲を広げまし

て、市内の医療機関のほか、介護施設、また看

護系の大学等で令和元年度に最上管内の高校か

ら進学した者がいる学校などに対して広く周知

先を広げたということになってございます。 

  以上です。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） ぜひとも、やはりこれ

は人材の定住を促進するためですよね。ここは

要は差別するべきではなく、やっぱり公立の病

院も一緒にするべきだと思うんですよ。それが

定住につながると思うんですよね。要は令和３

年度におきましてはその範囲を逆に狭めたから、

来られなかったんではないですかね。ですから、

やっぱりこれは早めに解消したほうが、新庄市

に来ていただける方が多いと思います。 

  特に、医療機関に医者も少ない、新庄市は看

護師不足も、新庄市だけでなく最上郡全体が看

護師不足がうたわれていますから、ぜひともそ

こを解消したほうが、もっともっと皆さん来や

すく、新庄市に帰ってきてくれる方が多いと思

うんですけれども、令和５年度においてどのよ

うになるのか、お伺いしたいと思います。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 公立の病院等につきましても

対象としたらよろしいかという御意見、ありが

とうございます。ただ、税金で使っているとい

うこともございまして、民間のほうで看護師が

不足しているところが多くございますので、そ

ういった事情もあって、まずは民間のほうの確

保対策ということで現時点では考えているとこ

ろでございます。 

  また、その推移につきまして検討しながら、

対象者の拡大については、今後も考えていきた

いと考えております。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） ぜひともよろしくお願

いしたいと思います。 

  次に、185ページになります。こちらのほう

にまた戻ってしまいますが、文化財保護費のと

ころの地域おこし協力隊についてお伺いしたい

と思います。先週も地域おこし隊のことについ

ては委員の皆さんがたくさん質問なされたと思

います。その中において、やっぱり地域おこし

隊の定着率がかなり低いのではないかなと思っ

ております。全国においては多分60％だという

ことが報告されていますが、新庄市におきまし

てはやはり40％ですよね、令和３年度におきま

しても。 

  なぜ低いかと申しますと、やっぱり新庄市、

要は大都市から来ている方が多い。要は募集要

件を見ますと、（２）のところでは政令指定都

市の都市地域に限られておりますけれども、や

はりこういうことをもう少し範囲を広げて、要

は簡単に言えば、県内からでもいいんではない

ですかね。山形市から、鶴岡市、酒田市、一番

遠くでは米沢市からでも来てもらうような方が

まず必要だと思います。その応募条件について、

やっぱり令和３年度そのようになったのか。ま

してや、また定着率が低いのはどのように考え

ているのか、まずお伺いしたいと思います。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 文化財保護費の地域おこ

し協力隊ということですが、全般に関わること

ですので、私のほうからお答えしたいと思いま

すけれども、まず地域おこし協力隊につきまし

ては、先ほど委員のほうで定着率が50％を切っ

ているのではないかというところではあるんで
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すけれども、先日お答えしました中で、退任さ

れた方については11名のうち６名定着というこ

とで、割り返しますと54.5％ということで、全

国平均６割という中で、近い数字のところは実

績としては上がっているのかなと感じています。 

  その中で協力隊について、県内とかでもいい

のではないかというところですけれども、地域

おこし協力隊の総務省、国で掲げている制度と

いたしまして、やはり都市地域から人口減少や

高齢化等の進行が著しい地域に移住して、そし

て、よそ者の視点で様々地域協力活動を行って

いただくというところが根本的にあるものです

から、そういった形でやはり首都圏、県外から

の協力隊の募集というものが基本的なところに

なるのかなと思っております。 

  以上でございます。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 基本的な考え方なんで

すけれども、応募条件のところに、（８）につ

いては将来的に新庄市に定着の意欲のある方と

書いていますけれども、該当しないですよね。

今の課長の答弁ですと、確かにそれは国から示

されていますけれども、だったら皆さん定着し

ているはずなんですけれども、やはり個人的な

形で定住は進んでいないと思うんですよ。です

から、もう少し枠を広げていったほうが、来て

いただいたほうがいいのかなと思います。 

  また、先週の答弁でも、やっぱり新庄市に何

かしら関わる方が多いと思ったんですけれども、

新庄市に関わらない方、特に最近ですと九州の

方も来るでしょうし、九州の方といえばやはり

雪国の生活をしていない方も多いでしょうし、

そういう方がもう少し新庄に来ていただくとい

う観点からくれば、やはり雪がないから定着に

もつながらない、そういうこともあると思うん

ですよ。ですから、やはり逆に雪の暮らしが分

かる方となれば、山形県内のほうも十分定着率

が高くなると思うので、早速こういうことを言

わせていただきましたので、今後どのようにな

るか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

  また、やはりこれからの自動車の使い方です

よね。どうしても公務で使う方なので、やはり

自動車の使い方とか、細かい点があまりにも国

の指導だからということで絞り過ぎていないで

すかね。だから、新庄市に逆にちょっといづら

くてほかのところに移住してもらうということ

もあるんですけれども、この令和３年度どうだ

ったですかね。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 ただいまの御質問で様々

地域おこし協力隊に対する御意見いただきまし

たけれども、まずは国のほうでの全国的な政策

の中でやっているということで、地域おこし協

力隊１人当たり480万円、人件費280万円と事業

費200万円が全て特別交付税によって賄われる

というところ、これをやはり委員御指摘いただ

いた部分で御不満な点あろうかと思いますけれ

ども、そういったことも踏まえて、市側として

様々この地域おこし協力隊を活用できるように、

ちょっと制度設計を工夫していく必要があるの

かなと認識しております。 

  また、雪が多いのでということではありまし

たけれども、移住世帯といたしましても、米沢

とか、あと近場でいえば真室川のほうにも、地

域おこし協力隊ではないんですけれども、移住

の世帯数が増えているという実績ありまして、

そういったことを考えれば、雪を理由にできな

いというところもあるかと思いますので、こち

らもいろいろと取組方法を工夫しながら、地域

おこし協力隊も定住していけるような形で、今

後進めていきたいと思っています。 

  何よりも、やはり地域で退任したときの仕事

の部分というのは非常に重要だと思っています

ので、そういった部分、自立してカフェとかレ
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ストランとかいうふうにつなげていける方はい

いんでしょうけれども、そうではない方につい

ては、民間会社に就職するのかというところな

ども非常に大きな定住するに当たっては課題と

なってきますので、そういったところをちょっ

といろいろ分析しながら進めていきたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 分かりました。ぜひと

もそこら辺は調査研究していただきたいと思い

ます。やはり定住していただくのが一番ですの

で、定住率が低いというのが非常に課題かなと

思っておりますので、その一つがやはり雪の問

題なのかなと思いましたので、ぜひとも令和５

年度に向けては地域おこし協力隊のことについ

てはしっかり研究していただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、ページ数、143ページになりま

す。６款２項１目、こちら備考のほうに陣峰市

民の森の維持管理があります。主要施策になり

ますと115ページになります。こちらのほうに

は陣峰市民の森の要は維持管理業務なんですけ

れども、維持管理はすごいきれいになさってい

てすばらしいものだと思いますけれども、やは

りあのものを活用しなければ意味がないと思い

ます。この運営について令和３年度どのように

行ったのかお聞きしたいと思います。 

柏倉敏彦農林課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 陣峰市民の森の維持管理業務

について御質問いただきました。令和３年度に

つきましては、委員御指摘のとおり、維持管理

については委託のほかしているわけですけれど

も、現状、下の駐車場までしか車止めをして通

れなくしておったわけですが、令和３年度中に

上の芝生広場の奥まで車両を進入できるように

したということでございます。これによって、

幼稚園の遠足等々で車で行った際に、下から歩

いていかなければならなかったわけですけれど

も、それが解消されたことによる利便性の向上

を図られたのかなと感じております。 

  ただ、一概に車両が行けたからいいというこ

とだけではなくて、いろんな問題も含まれてき

ますので、そちらを総合的に判断していろいろ

改善点を図っていきたいと考えています。よろ

しくお願いします。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 車の交通だけではなく

て運営ですよね、私聞いているのは。やはり運

営していかなければあそこにもなかなか行く方

が少ないでしょうし、運営方法を教えていただ

きたいと思うんですけれども。要はしていなか

ったらしていなかったでいいので、令和５年度

にやりたいとか、何かそういうものがあったら

教えてください。 

柏倉敏彦農林課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 陣峰市民の森の運営というこ

とでございますが、実際的には管理業務のほか

森林学習で使っているぐらい、こちらとしては

行政で直接している部分については、その程度

でございます。 

  以上です。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） それではもったいない

ですよね。あれだけの広大な土地、あれだけき

れいに管理している。やはりこれは運営方法を

考えていかないといけないと思いますけれども、

令和５年度に期待したいと思います。課長から

予算のときに何か出てくるのを期待しておりま

すので、よろしくお願いします。今回はこれで

終わりにさせていただきますので、よろしくお
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願いします。 

  最後になりますが、ページ数、137ページに

なります。６款１項３目、こちらにイノシシ等

鳥獣被害対策補助費が出ております。こちらは

やっぱり毎年のようにイノシシの被害が拡大し

ております。その中において、しっかりとした

予防対策も含めて取り組むべきだと思っており

ます。成果表によりますと、103ページのほう

に載っておりますよね。イノシシ、ニホンジカ

ニホンザル、ハクビシン載っておりますけれど

も、やはりこれだけ農作物が被害があったり、

今、猿も結構多いと思います、イノシシもそう

なんですけれども。やはりしっかりとした鳥獣

対策をしていかないと、農作物かなり荒れると

思うんですけれども、令和５年度はどのような

予防対策をするのかお伺いしたいと思います。 

柏倉敏彦農林課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 こちらの鳥獣被害対策につい

ては、実際被害が出てからでないとわな等を設

置することができないということもございます

ので、まずは通報をしていただいて、職員が確

認をした上で猟友会のほうにお願いして、わな

等の設置を行っているというのが現状でござい

ますので、そちらの連絡、それから確認、それ

から早期の猟友会への依頼というようなことで

活動に努めていきたいと考えております。 

  以上です。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） ぜひとも、こちらの予

防対策協議会ありますよね。予防対策ですよね。

せっかく予防対策の協議会あるのですから、被

害が出てからではなくて、ある程度準備も必要

だと思いますので、そこら辺をしっかり活用し

ていただきたいと思います。 

  また、猟友会のやっぱり担い手も少なくなっ

ておりますし、そこら辺の課題解決も必要だと

思うんですけれども、最後に猟友会の言わば拡

大を含めて令和３年度はどのように行い、令和

５年度はどのようにするのか、お伺いしたいと

思います。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 それでは、猟友会について私

からお答えさせていただきます。 

  おっしゃるとおり会員の高齢化ですとか、会

員の減少というのは毎年少しずつありまして、

現在のところ会員数50名ちょうど、平均年齢が

およそ65歳となっております。こちら会員数の

維持、または新しい会員の確保対策につきまし

て、狩猟免許取得支援事業補助金というものを

設けてございます。新庄猟友会に加入している

方の免許取得の経費の２分の１、３万円を上限

として補助を行っている事業であります。こち

らの周知と利用拡大に努めてまいりたいと考え

ております。よろしくお願いします。 

今田浩徳委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時１４分 休憩 

     午後２時２４分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  次に質問の方。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 私のほうからは、決算

書の182ページから191ページまでの指定管理者

制度の主な施設についてちょっとお聞きしたい

と思います。 

  各施設の修繕費を見ますと、何か毎年ちょっ

と数字が上がってきているように感じられます。

このままの対応でよいのでしょうか。指定管理

料についても増加しているように思われます。

この指定管理料は定額ではないのでしょうか。 

  前に公共施設白書で、公共施設の現状、施設
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の多くは建築後30年以上経過していて、更新時

期が一斉に集中するものが全施設の３分の１を

超える、約57％あるとなっていますけれども、

今後これはどのようにやっていくのか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 社会教育課で所管してお

ります指定管理業務に関わる施設全体のまず修

繕費の伸びのことでございますけれども、やは

り修繕費につきましては、計画的にその施設に

平準化しながら修繕を進めていると。やっぱり

施設の利用において、一番利用者の方の安全安

心を第一に考えまして、施設の優先順位という

のを考えて修繕を進めているところでございま

す。 

  また、指定管理料が高額になっているのでは

ないかという部分でございますけれども、やっ

ぱり昨今コロナの影響の下で、施設の利用者が

少なかったりすることによって、指定管理者の

収益となる利用料金収入が伸びていなかったり、

また雪の関係で除雪の部分の費用がかかったり、

または灯油関係の値上がりなどがございまして、

実際かかる経費が伸びたために、令和３年度な

どについては、前年度比よりも総じて指定管理

の委託料は伸びているというところでございま

す。 

  あと、施設の長寿命化に係る分につきまして

も、それにつきましても、施設の長寿命化の計

画の下に、必要な大規模な修繕などを施しなが

ら使っていただくような形で考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 公共施設総合管理計画

というのがありますけれども、それによります

と、施設の統廃合、複合化に向けた取組をする

となっていますけれども、第１期の平成29年、

第２期、平成34年、今年ですけれども、この計

画はどのように実施されているのかお聞きしま

す。 

荒澤精也財政課長 委員長、荒澤精也。 

今田浩徳委員長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 公共施設等総合管理計画の部

分でございますので、私のほうから答弁させて

いただきます。 

  実際にこの計画を立てたのが平成29年３月と

いうことで、昨年、国の改編に伴いまして一部

変更、そして見直しさせていただいたところで

ございます。今質問にあった将来の改修更新費

用等の推計の部分での御質問あったとおりなん

ですけれども、現在やはり建築後30年過ぎてい

る部分がそれ相当来ているというところで、ま

た、建築後51年を経過しているものも当然ござ

いますので、その辺については大規模改修とい

うことは行わず、60年を経た年度に建て替える

こととしますということでうたっておるところ

でございます。 

  実際に建物のいわゆる集約という部分につい

ても、今現在使用している利用体系、利用状況

等も踏まえまして、今後それら同じような施設

の中で合築するものができないかという部分も

含めて、庁内でも検討すべき問題だと捉えてお

ります。 

  なかなかやはりこれだけ経年しているという

部分では、あちこち当然修繕等がかかるわけで

ございますが、それらについては中期財政計画

等の毎年の見直しの中で各課からのヒアリング

等を受けまして、更新のいわゆる修繕計画とい

うものも出していただきながら、修繕等を図っ

ていくということでございますので、当然これ

だけ人口減少が進む中でコンパクトシティーを

掲げる部分では、それ相当の部分でやはりこれ

だけ建物を持っているということもなかなか難

しいという部分がございますので、その部分に

ついては、同じような施設、同じような年数で
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なっている部分については統廃合ということも

考えながらやっていかなければならないと思っ

ておるところでございます。 

  以上でございます。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） だから、その計画が今

回第２期で平成34年、今年となっているけれど

も、この計画は実施されていないということで

しょうか。 

荒澤精也財政課長 委員長、荒澤精也。 

今田浩徳委員長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 この計画自体については、実

際にここでいう計画の期間については10年とい

うことでございますので、その位置づけの中で

やっているという部分でございます。実際に中

間期を迎えたこの年にはあるわけでございます

けれども、今回の見直しに当たっては国で示さ

れた部分が加わっていなかったという部分があ

りまして、公営企業の施設インフラの部分の記

載がなかったりということで、それらの部分に

ついて見直しをかけたということでございます。

決してこの計画がそのとおり進んでないという

ことではなくて、これに従っていろいろと修繕

等の計画をされているというような状況にあり

ます。 

  ただ、実際この計画どおりにならない部分に

ついては、当然緊急修繕というような形でも入

ってきているところもございますので、それら

については、毎年それぞれ各課からの当然聞き

取りをしながらやっているということで、実際

に目指すところについては10年間で５％の縮減

という大きな目標を掲げてございますので、新

しい建物は今すぐするということではなくて、

10年を目指して５％縮減するという計画の下に

やっているというような状況でございます。 

  先ほどと繰り返しになりますが、同じような

施設等がある中で、それら合築することができ

ないかということで、今、今後10年後の部分で、

あと５年後ですけれども、それらを今から検討

していくという状況にあります。 

  以上でございます。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 今の課長の話だと、こ

れから検討していくという感じでしたので、こ

の総合計画、これは何なんだというふうに私か

らちょっと思わせるというか、そういうふうに

なりますので、絵に描いた餅にならないように、

ちゃんとやっぱり計画をしながら実施計画とい

いますか、それに基づく財政も併せまして、そ

のようにやっていただきたいと思います。 

  それから、市の監査委員の報告でも、17億円

去年より膨らんでいるという監査報告もありま

したけれども、これ以上市債を増やさないよう

にして、今後の新庄市の財政を健全にやってい

くようにお願いしたいと思います。 

  以上で終わります。 

今田浩徳委員長 ほかに質問ありませんか。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） 私から117ページ、３

款民生費２項児童福祉費についてお尋ねいたし

ます。日新放課後児童クラブの工事費1,700万

円ありますけれども、まずこれ、どこを直した

んだか、まず教えていただきたいと思います。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 こちら

は令和３年度に修繕をさせていただきましたけ

れども、屋根の防水改修並びに床、外壁等を改

修させていただいたところでございます。 

  以上です。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 
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今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） 成果表を見ますと、元

農業高校の寮の跡の星芒寮というやつを改修し

て今使っているわけですね。言うまでもなく、

日新の児童生徒はずっと歩いて玉ノ木の東高の

生徒の寮の跡地だったわけですね。かなり御不

便をかけてずっといて、かつて私も星芒寮を使

って児童クラブをやったらいいんでないかとし

たんだけれども、当時は、大分前の話ですけれ

ども、北高定時制の給食をやっているからでき

ないというようなことだったんですね。 

  でも、その後いろいろ検討して、星芒寮を使

用して改修したと。かなりお金をかけて、あそ

こ星芒寮跡に日新の学童保育をした。大変よか

ったなと、近くてよかったなと思っておったん

ですけれども、やはり建物もかなり老朽が進ん

で、その後２回ぐらい大規模な改修をしている

わけですね。そして、また今年も床とかやって

いるんだけれども、もうそろそろくたびれてき

て、これ以上無理ではないのかなという気がし

ます。 

  やはり、生徒の定員マックスが90人ですけれ

ども、この成果表を見ると、ほとんどマックス

の89人が利用していますね。ほかの市立の学童

保育も、ほとんどこの定員に近いマックスの児

童生徒が利用する。それだけニーズがあると思

うんですよ。大変いいなと思っているんですけ

れども、日新がこれだけ90人も学区の大きいと

ころでいるわけで、いつまでもいつまでも星芒

寮の跡で大丈夫なんですか。 

  今ここで、はい、分かりましたなんていうこ

とは不可能だと思うんだけれども、９月に決算

委員会も、従来は12月だった。でも、12月はも

う予算編成になって、次の年に決算の要望がで

きないということで９月になりました。この件

は、新田委員もおっしゃっていました。全くそ

のとおりと思うんだけれども、そういう意味を

込めまして、将来的にこの日新学童をどういう

ふうにするかということをお聞きしたいんです

ね。 

  やはり明倫も萩野も、新庄小はもうやっぱり

すぐ学校にあるというようなことでね。どうい

う考え、方向性ぐらいは示していただいてもい

いんではないですか。90人もいるんですよ、一

番多い学区なんですよ。どうでしょうか。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

ま、日新放課後児童クラブにおきます今後の方

向性について御質問いただいたところでござい

ます。日新放課後クラブにつきましては、委員

御指摘のとおり、旧農業高校の星芒寮を借り受

け、平成25年に大規模改修を行っております。

建物自体、昭和50年に建設され、47年が既に経

過しており、全体的な経年劣化、雨漏り等を避

けられない状況であり、昨年度屋根の改修等を

させていただいたところでございます。 

  しかし、今後10年を保障するものではなく、

近い将来を見据えた整備の在り方につきまして

は、喫緊の課題と捉えているところでございま

す。新たな施設整備も視野に、様々な整備手法

を駆使する必要があると思いますし、財政面や

ほかの事業との調整を図りながら検討を進める

必要があると認識しているところでございます。 

  以上です。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） 学童保育は、申すまで

もなく、保護者が労働等により昼間家庭にいな

い児童生徒を事故や非行から守るとともに、健

全育成を図り、親が安心して仕事ができるよう

なということが趣旨なんですね。やはりこれに

沿ってやってもらいたいなとお願いするわけで

す。 
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  あと、やはり学童保育は、児童が楽しく自由

に過ごし、一人一人にしっかり目を向けること

が求められるわけです、その施設の中で。そう

した場合、今新庄市の学童保育は、社会福祉協

議会にそっくりお願いしているわけだ。丸投げ

と言ったほうがいいんですけれども、この辺も

う少しどうなんでしょうかね。子供の預かって

いる質の向上も含めて、もう少し業者、福祉協

議会は地元ですからそれはいいんでしょうけれ

ども、子供たちの質のことを考えると、もう少

し委託の事業者を求めて公募をして、そしてあ

る程度競争原理も働かせるのも必要でないんで

しょうか。学校給食だって、今大手の民間の業

者が来て非常に好評を博しているわけですけれ

ども、これもやっぱりもう少し考えによって、

必ずしも福祉協議会だけではいかがかなと思う

んですけれども、その辺のお考えいかがなんで

しょう。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

ま委員より、社会福祉協議会に委託していると

いう内容につきまして今後の在り方を問われて

いる状況でございますけれども、放課後児童ク

ラブにつきましては、現在公立として４つの児

童クラブを運営していただいているわけですけ

れども、ここにおきまして定員数230に対して

223名の児童数、そして支援員数の数としては

19名をお願いしております。 

  やはりある程度まとまった事業として成り立

っていることもございますので、すぐすぐいろ

んな競争原理ということではなく、そこのきち

んと保育の質が高められるように、それぞれの

事業者の考え方とすり合わせをさせていただき

ながら運営をさせてまいりたいと思いますけれ

ども、委員御指摘のとおり、委託先につきまし

ては、公募等、大手機関のところも想定される

ところはございますので、競争原理も検討しな

がら、保育の質が高められるよう子供たちを見

守ってまいりたいと思いますので、今後とも検

討させていただきたいと思います。ありがとう

ございます。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） いろんな方法があると

思うんです。その中でやはりよりよい選択をし

ていただきたいなと思うんです。 

  実は、ある子供の保護者のほうから、学童保

育に関して相談を受けたことあるんです。やっ

ぱり子供ですから、いろんな大人の感覚と違っ

て子供の感覚と支援の先生方のずれがあったよ

うなことで、保護者は学童の所長ですか、クラ

ブの相談に行ったら、市からこういうふうなこ

とをやっているから、市の言っているとおりし

ていますというようなお答えだったそうです。

ところが、今度市のほうに御相談に行ったら、

いや、福祉協議会のほうにお願いしているんだ

から、もちろんマニュアルあるんですけれども

ね。それでなかなかおやつのことでちょっとト

ラブった内容です。それで、やはりこの保護者

も大変困って、最後は学童をやめさせたような

ことなんです。 

  例えば、人間ですから、子供ですから、相手

は、やっぱり親御さんはお願いして、見えない

ところで信頼してやっていますので、そういっ

たトラブルがあるのは当然、人間ですからある。

その場合の解決策というのは、どういうふうに

やっているのかなと。やはり、保護者はなかな

か強く言えないと思うんです。そのために保護

者会とか、そういういろんな問題とか、そうい

ったものがどうなっているのかなと。安心して

預けるためには、信頼を得るためには、そうい

う意見調整とか、そういった場は、協議会はな

いけれども、せめてその学童の保護者会みたい
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なものはどうやっているんですかと。 

  丸投げしているわけではないんですけれども、

そういったチェックとか、そういったきめ細か

い、行政で今までそういうこと、トラブル等の

解決にはどういうことを図ったかなと。恐らく

ないとは言わないと思うんです。いろいろトラ

ブルあるんです。やっぱり子供ですから、これ

はしようがない。そういった場合、やはり解決

策、どういうような方法で今までその保護者の

安心安全のために行ったかなと。今後もあり得

ることですので、その辺のお考えをお聞きした

いなと思いますので、よろしくお願いします。 

 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午後２時４５分 休憩 

     午後２時４６分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開します。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 それで

は、委員のほうから、社会福祉協議会に委託し

ている内容につきましてトラブルが発生した場

合の対応の仕方につきまして御質問いただいた

ところでございます。 

  こちらの支援員の方につきまして、通常何か

トラブルが発生した場合には随時こちらの子育

て推進課のほうに御連絡いただくこととなって

いるところでございます。委員御指摘のような

全体での集まりという部分につきましては、本

来ですと例年春先に保護者会的な集まりの場を

設けていたということを伺っておりましたけれ

ども、令和３年度につきましては、コロナ禍の

影響もありそういった会合ができない状況でい

たと伺っております。 

  今後ともトラブル等発生した場合には、逐次

こちらのほうに連絡をいただく中で、対応策を

随時対応させていただいているところでありま

すけれども、今後コロナの状況も見ながら、保

護者会的な全体での集まりの中で、保護者の意

見等を反映できるように対応させていただけれ

ばと思います。 

  以上です。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） やはり子供ですからね、

行き違いとかは当然あってしかるべきですよ。

でも、そういったものをやっぱりこじらせない

で、感情的になるとなかなか解決するものもで

きなくなると思うんです。やっぱり初期の段階

で、そういうものがあったというようなことを

やっていただきたいと思います。 

  ですから、福祉協議会一か所だけでずっとや

っていると、慣れというかそういうものがなっ

てくるような気がするんですよ。やはりあの部

分では切磋琢磨しながら、健全な子供を預かっ

て育てるんだということも必要ではないかなと、

私はそういう観点から先ほどの発言したわけで

ありますけれども、あと指導員、補助員の定数、

基準というのは、例えば何人に何人の指導員、

支援員ですか、そういったものが必要なんでし

ょうか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午後２時４８分 休憩 

     午後２時４９分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開します。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 放課後
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児童クラブにおけます定員の在り方でございま

すけれども、こちらのほう40名に対して３名と

いう配置の基準がございますので、仮に90名と

なりますと、その倍というような考え方になろ

うかと思いますので、こちらの対応をさせてい

ただいたところでございます。 

  以上です。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） 成果表の68ページ見ま

すと、５番の明倫のところに支援員、補助員が

職員５名となっていますけれども、現在４名で

すね。これは福祉協議会のネットから調べると、

新庄小がたしか４名、日新が８名、明倫４名、

萩野３名と、今福祉協議会のデータから見ます

とね。これは足りないんではないかなと。なぜ

かというと、やはりこの指導員も短い時間で働

く人になると、なかなか正規では、佐藤卓也委

員も賃金のことをおっしゃっていました。それ

に関係するわけですけれども、大変だと思うん

です、この短い時間で雇用してやるというよう

なことは。今の人がなかなか足りないと。 

  あとは、もう一つ、この資格はどうなんでし

ょうか。例えば保育士の資格がある方でないと

駄目だとか、ある程度、支援員の資格がないと

駄目だとかというような、これは制度あるんで

すか、ないんですか。これにこだわるんでしょ

うか。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 放課後

児童クラブにおけます支援員の数につきまして

は、まず令和３年度におきまして、放課後児童

対策事業費委託料としまして5,200万円ほど計

上した結果となっておりますけれども、前年度

よりも120万円ほど増えております。こちらの

内訳としては、特別支援の必要な児童の加配の

ために、各施設支援１名ずつ増員したことで、

全体として４名ほど増えている状況にございま

す。 

  また、２つ目の子育て支援員ということで支

援員の方の資格につきましては、一定の研修を

受けるということでその任をお願いしていると

ころでございます。 

  以上です。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） なぜこんなことを申し

上げますかというと、やっぱり子供は宝なんで

すね。成果表を見ますと、民間もかなりマック

スで、定員いっぱいいっぱいでやっていると。

これだけやはりニーズがあるんですね。やっぱ

りそれに応えて質のいい新庄市の児童生徒を育

ててもらいたいなという、私はそういう強い気

持ちでお聞きしたわけでありますので、やはり

行政としても子育てをしっかりやって、そして

新庄は子育て、学童保育もしっかりやっている

なと。そうすると、よそから見た場合に、充実

しているなと見た場合には、新庄に来て子育て

しましょうかと、共働きでもいいですよと、新

しい住宅を求めて新庄に定住しましょうかとい

うようなことにつながると思うんですよね。 

  若い方々が非常に東根等に望むんです。いろ

いろ雪の問題もあるでしょうけれども、そうい

った子育ての、今ネット世代ですから、情報が

早いんですね。子供が例えば病気になった場合

にはすぐ行けるとか、いろんな条件あるんです

けれども、やっぱり定住人口を増やす一つの事

例だと思うんです。ここに腰を据えて、手厚い

児童生徒、子供、学童保育だけではないですよ。

子供の学力の向上も含めてなんですけれども、

まずは子育てしやすいようなまちを、新庄市を

してもらいたいなと思って発言しました。課長

さん、聞いていていかがでしょうか。 
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加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤 功。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 貴重な

御意見ありがとうございます。ただいま小嶋委

員がおっしゃったように、子育ての新庄市がう

たえるような施策展開ができることを望みたい

と思っているところでございますが、やはり全

て事業費が伴うことでもございますので、きち

んと将来的な設計の中で事業展開ができるよう

考えていきたいと思います。 

  また、子育てにつきましては、子育て推進課

一課ではなく、全体的な取組が必要ではないか

と思っております。庁内挙げて取り組めるよう

な体制がまず必要ではないかと思いますし、一

つ一つの事業がそこそこできているのが新庄市

ではないかと思っております。その一つ一つの

事業を複数の組合せをすることによって、対外

的なアピールをする。 

  他市の事例を見ますと、ある市長がテレビに

出まして、コマーシャルに出ているというよう

なＰＲの仕方もございます。これはまさにシテ

ィープロモーションという部分ではないかと思

っておりますので、そういったこれからの情報

展開につきましても、庁内挙げて取り組めるよ

うなことが考えられないかということで検討さ

せていただいているところでございますので、

これからも御意見賜りたいと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） ありがとう。心強いな。

やっぱりそういう職員が新庄で頑張っていると

いうことは、大変うれしいしありがたいと思い

ますので、御期待申し上げます。 

  そこで、私は市長にお聞きしています。そう

いう今の心強い職員の皆さんいるわけですので、

令和３年度の新庄市一般会計・特別会計、これ

から進みますけれども、決算意見書を監査委員

から頂いております。そして、ずっといろいろ

あって、むすびの最後に将来像を云々と書かれ

ていますけれども、この意見書に関して市長は

どのように受け止めて、これを今後の市政にど

のようにひとつ反映いたすのかなというような

こと、お答えいただければ大変ありがたいなと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

今田浩徳委員長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 御指名でありますので、ありがと

うございます。 

  監査委員からの講評につきましては、持続可

能なという言葉がよく出てくるなと、新しい新

庄市の在り方というようなことを求めていきた

いということであります。私、日頃から職員に

対しては、昭和は成長の時代であると、平成は

成熟の時代であると、さらには、令和は文化創

造の時代であるというようなことを研修の際に

も言っております。 

  それは、これからの時代、混沌とした時代の

中で、自分たちがどのように生きていくかとい

うのは非常に不確かな時代に入ってきていると

いうようなことだと思っております。その中で、

やはり文化創造というようなことにつきまして

は、文化はそれぞれの生活であるということで、

生活をより高めていくことが大切だと思ってお

ります。 

  その中で新庄市が目指すところ、この持続可

能な言葉の前後には、少子高齢化ということで、

税収の減収が見込まれるということが言われて

おります。そうしますと、まちをどのような形

にしていかなければいけないのかと。税収が入

らない中で文化をどう創造していくのかという

ことは、一つはコンパクトシティーというよう

な形を求めるべきであろうということを思って

います。 
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  また、文化創造につきましては、共通の認識

が必要であろうということで、歴史まち文化保

存事業を取り上げて、新庄は城下町であると、

これは揺るぎない、まさしく全員の基盤である

と思っております。これをベースにしながら、

次なる時代を創造するのは、それぞれがこの中

でどう生きていくかというようなことを問われ

る時代なんだろうと思っています。 

  そういうような意味において、今後コンパク

トシティー、税収が少なくなると。特に、団塊

の世代の後期の方々、80歳から上の方々はかな

りの年金を頂いているわけでありますけれども、

我々の時代からは退職金が、もう当時から見る

と、私の１つ、２つ、３つ上でも３年かけて約

400万円ぐらい少なくなってきていると。 

  年金も、今は国民年金と社会保険の一本化と

いうことで、さらには非正規労働職員が非常に

多くなりつつあるということになりますと、や

はり将来、監査委員言うとおり、税収が本当に

少ない時代が来るんだろうと。また、消費も少

なくなるんだろうなということがあります。や

っぱり最後は、身の丈に合ったまちづくりが必

要なんだろうということを肝に銘じているとこ

ろであります。 

  そうした意味で、基盤とする新庄の城下町と

いうことをしながら、コンパクトをしながら、

身の丈に合ったことをどうやっていくか。しか

し、そこの中には住んでいる皆さんが安全安心

で希望の持てるということがとても大事である

と。医療福祉という問題につきましては、県立

病院をおかげさまで県で建てていただいて、大

変ありがたく感謝しているところであります。

そういうことも含めながら、まちの活性化を図

っていかなければいけないということでありま

す。 

  大変失礼な話になりますけれども、委員の皆

さんからはあれもやれ、これもやれ、あれもや

れ、これもやれと、本当にただただうれしい限

りでありますけれども、振る袖の中には全て入

っているわけではないので、その辺も絞りなが

らやっていかなくてはいけないと思っています。 

  監査委員からは毎年このような形で御指摘い

ただいているので、それを肝に銘じながら、ど

んなまちづくりが大切なのかなと、最終的に申

し上げますけれども、コンパクトの陰にあるも

のは、あるものを生かしていくと。あれもプラ

ス、プラス、プラスではなく、あるものを生か

してプラスしていくと。横に広げるのではなく

て、そのものを縦に上げていくと。縦に磨き上

げていくということがとても大事だと、職員に

もそういうような形で職員研修のときなど言っ

ているわけですけれども、そんな思い通じたか

どうか分かりませんが、市政の中で歴史まち文

化保存事業、そして新庄開府400年を迎えられ

るという歴史的なことがあるということは、市

民の皆さんにとっても共通の基盤として、将来

に向けていきたいなと思っておりますので、講

評を受けて感想になるかどうか分かりませんけ

れども、日頃考えていることを述べさせていた

だきました。 

  以上であります。（「ありがとうございます。

終わります」の声あり） 

今田浩徳委員長 ほかに質問ありませんか。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 決算書の106、107ペー

ジ、３款民生費１項社会福祉費１目民生委員・

児童委員の活動事業費に関して御質問申し上げ

ます。 

  民生委員に関しましては、前から定数問題、

後継者問題、または待遇問題と、いろんな形で

質問をさせていただきました。昨日は敬老の日

であります。先ほど八鍬委員のほうから、独り

暮らし老人世帯、高齢夫婦世帯がもう3,000を

超えているという話もありました。民生委員の

存在そのものが高齢者にとってすばらしい存在
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であるなと思っております。その御労苦に深甚

なる敬意を表したいと思います。 

  それで、まず定数なんですが、最近預けられ

ましたタブレットで検索しましたら、４地区総

数81名、うち主任指導員８名ということですか。

欠員５名になっておりますけれども、実際、令

和３年度は欠員何名だったんでしょうか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 令和３年

度は、欠員が５名ということになっております。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 私が見た名簿は令和３

年度のままだったのかなという気がしますけれ

どもね。欠員が５名ということは、不在地区が

５地区というふうに見てよろしいんですよね。

そうしますと、不在地区はどういう対応をされ

ているのか。例えばほかの民生委員の方のお力

を借りるか、または市の職員が直接担当すると

か、そういう形で対応されているかどうか、お

聞きします。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 近隣の民

生委員などにも御協力をいただきながら、主に

は地区の区長に御協力をいただいて情報提供を

いただきながら、市の職員も協力しながら、地

区の状況を確認しております。 

  以上です。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 例えば欠員の理由とい

うかな、適任者がいないということなんだろう

けれども、前から後継者の育成については、例

えば健康福祉推進員の方に研修を積んでもらっ

てなられるとか、いろんな方法あるんではない

かということで提言したことがあります。ただ、

全然進んでいません。 

  現職の民生委員を見ますと、意外と市職員の

ＯＢとか、教員のＯＢが結構なられている地区

がある。中にはこんな話もあったのが、次の人

を見つけないうちに辞められないみたいな制約

があると、逆に受けづらくなるんだよね。それ

で、人数の割に受持ちの区域が広がってきてい

る。ますます大変になってくるんだよね。かと

いって、その区域を細分化すれば、今度人数が

多く必要になってくるし、また困るしね。だか

ら、その辺もう一度根本的に民生委員の役割と

か待遇とかいろんなものを考えて、本当に大事

な役割だと思う。 

  成果の53ページにも書いてあるんだけれども、

地域住民の身近な相談役、住民と行政のパイプ

役、地域福祉の充実向上に大いに寄与されてい

ると明言されているわけだから、やはり存在と

してなくしてはならない存在なので、その点、

定数管理というか、後継者問題、本当にこれか

ら取り組んでいただきたいなと思います。 

  それで、成果表を見ていただくと、その活動

の中に相談や支援事業がありますよね。ここで

民生委員がいろんなことを相談受けたり、支援

していることがあるんだけれども、担当課とし

て、その情報の共有化とか連携をどのように捉

えているのか。そこまでちょっと踏み込んでお

聞きしたいなと思います。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 民生委員

活動に関しては、定期的に活動報告を提出して

いただいております。こちらは定期的な報告に
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なりますので、民生委員の活動の中で、やはり

非常に不安を抱えているような御家庭ですとか、

見守りが必要な高齢者の世帯ですとか、そうい

ったものがあった場合については、民生委員が

直接お電話いただいたり、こちらのほうに来庁

されて内容をこちらに情報提供いただいたりし

た上で、民生委員と共に職員が訪問をさせてい

ただいて状況を確認したり、そういったような

ことを行っております。 

  また、今御質問の中にありました後継者不足

というところになりますけれども、令和４年度、

本年の12月に民生委員の改選の時期を迎えます。

新たな民生委員を委嘱するために、今現在民生

委員をされている方の中で、今期限りでお辞め

になりますというような意思を示されている方

の地区について、後継者を今当たっているとこ

ろなんでございますが、確かにその中でも後継

者が決まっていないという地区がまだ何地区か

ございます。その中で、やはり地区の区長など

にお願いして新たな方を御推薦いただくような

形で、次の方を見つけるような形で進めており

ます。 

  また、地区の見直しなども進めておりまして、

全体的には地区数としては１地区増やす形には

なっておりますが、できるだけ、今現在区長が

担当している地区ですとか、あと幾つかの地域

が集まって地域づくりをしているような、地域

活動をしているような集まりの中で、民生委員

が担当できるような地区の見直しを図っている

ところでございます。これについては、県に申

請して地区数を増やすということで、今現在の

81地区から82地区ということで、１地区だけ地

域を増やすということで県からの了承も得てい

るところでございます。 

  ただ、単純に地区を増やすというだけでは、

やはりなかなかそこにまた後継者が見つからな

いということでは本末転倒といいますか、活動

がまた滞ってしまうということになりますので、

現在、後継者については鋭意探しているところ

でございますので、できるだけ12月１日の改選

時期までには空き地区がないようにということ

で、今鋭意探しているところでございます。 

  以上です。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 本当に後継者問題とい

うのは大変な問題だ。やっぱりこれだけ民生委

員の方々頑張っていらっしゃって、これだけ多

くの相談業務も図られてきた。ただ聞いて、そ

の件数だけ載っけているものとは思わないけれ

ども、本当に関係する課、例えば子供の地域生

活とすれば子育て推進課だろうし、子供の教育

学校生活では教育委員会であろうし、健康保健

医療ならば健康課だろうし、やっぱり密にやら

ないと。今、なかなか我々も議会報告会も開い

て、市民の生の声、聞かれない。本当に最前線

に立つ民生委員の方々の声というものをやっぱ

り行政に生かさなければならない。せっかくの

声を台なしにしては駄目。 

  実は、ある方からお電話をいただきました。

去年ですか、ある眼科医院が閉鎖されました。

市内に眼科医院というと、民間３つぐらいあっ

たのかな。そのうちの１つなくなった。何が聞

きたいかというと、健康保健医療の分野で、例

えば医療サービスの供給体制というかな、これ

がうまくいっているのかどうか。 

  何か近々沖の町か、あそこに内科医院ができ

るという話もある。これは病院ができればそれ

だけ医療サービスが充実するかなと思うけれど

も、その診療科目において偏りが出てきている

んではないかなと、そのお電話をくださった方

は言っていました。病院が閉鎖して、併せて病

人もいなくなるわけではないと。その病人はど

こへ行ったか分かるかと言われました。尾花沢

へ行っているそうです。 

  市民アンケートも私、見させていただいたら、
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新庄市まちづくり市民アンケートの19番目の項

目に、必要な医療サービスを受けることができ

ると、重要度はランク４位。「重要」、または

「やや重要」と答えた人が84.5％もいる。一転、

満足度がランク10位、「満足」、「やや満足して

いる人」が47.1％、「どちらでもない」が

21.5％、「不満」、「やや不満」が22.3％、満足

している人が半数いるからいいというもんでは

ない。やっぱり市行政としてこの不満とか、満

足できない数というのは減らす努力はすべきだ

と思う。 

  その点から、例えば医療サービスの偏在化と

いうか偏りについて、例えば市のほうではどう

いうふうに捉えられて、どういうふうに持って

いこうとしているのか、お考えを聞きたいなと

思います。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午後３時１４分 休憩 

     午後３時１５分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開します。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 それでは、診療科の偏在につ

いての市の考え方ということで御質問いただき

ました。確かに下山委員おっしゃったとおり、

眼科医院につきましては、井出眼科、県立新庄

病院のほうで診療ができるというところで、２

か所で診療ができるようになってございます。

前はもう一か所東山のほうに眼科がありました

が、そちらが閉院ということでございます。 

  また、そのほかにも診療科の偏在につきまし

ては、産科婦人科につきましても県立新庄病院、

分娩につきましては県立新庄病院のみ、また三

條医院においては産婦人科の診療ができるとな

ってございます。また、精神系につきましても、

２か所ほどとなってございまして、医師の確保

については、全体の医師の確保についても山形

県全体の大きな課題と考えておりまして、その

中で例えば先ほど申した産科であるとか、小児

科であるとか、こういった先生たちがやっぱり

少ないということで、特定の診療科における医

療不足についても深刻な状況だということで捉

えております。それは新庄市においても同じだ

と。そういったことで医師の偏在も含めまして

医師の確保は大変重要な課題と捉えまして、市

としても考えております。 

  以上です。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） その偏在化について問

題意識を持っているということはいいことだな

と思います。ただ、新庄市の医療は、例えば３

万4,000を基にした医療体制ではないというこ

とだけは分かっていただきたい。いろんな科目

で、最上郡の方々が結構新庄の医療機関にお通

いになっている。だから、この問題は新庄市一

つだけで解決するもんでもないし、前はという

か、例えば最上地域保健医療協議会というのか

な、たしか正式名称はこれだったと思うんだけ

れども、通称保医協と言っていた。そこでは、

県、または保健所、それから医師会とか、８市

町村の首長方とか、いろんな方々が集まってこ

の最上地域の医療について話し合う場だった。 

  たしか、今回の決算書を見ると、保医協の予

算は載っていなくて、前に課長に確認したら、

コロナで集まりできないので予算も何もなかっ

たという話は聞いたんだけれども、やっぱりそ

の場で新庄市の医療はこうあるべきだとか、こ

の部分は県のほうで頑張っていただきたい、こ

の部分は最上８市町村で一緒にやっていきまし

ょうとか。例えば、医師の確保だって、最上郡

医師会というか、新庄最上郡医師会というか、

そこにもお願いして、医師の確保なんかにも協

力してもらうとか、やっぱりいろいろと手だて
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あるわけ。 

  だから、せっかくある組織を生かしてこれか

らやってもらわないと、自分が関係する例えば

血圧高いといえば内科で済むかもしれないけれ

ども、自分が受けたい診療科目がなければ満足

できないわけですよ。その点も考えて、本当に

市民のための医療体制を構築していただきたい

なとお願いをしたいと思います。 

  次に、決算書150、151ページの３款土木費、

道路橋梁費の中の市道区画線設置業務委託料、

これについてお聞きしたいなと思います。 

  前から、例えば小学校の登下校の見守り隊で

すか、あの方々からも言われた、白線が見えな

いと。先日も、二、三歳のお孫さんがいるおば

あちゃんから言われました。孫は急に表へ出て

いくんでね、この線から出ては駄目だ、白い線

から出ては駄目だと。お孫さんは何するかと、

きょとんとしている。あるべき線がないんだも

ん。よく見れば痕跡だけある。 

  これも市民アンケートのやつを取らせていた

だきました。重要度、安心して通行できる道路

が整備されている。細分化されていないので、

必ずしもラインのこととは限らないですけれど

も、やはり運転者、または歩行者にとって安心

できる道路というのが求められているんですよ。

重要度はランク２、「重要」と「やや重要」を

合わせると85.9％の方々が重要だとしている。

ところが、満足度ランク21、「満足」、「やや満

足」が33.5％、「どちらでもない」が20.7％、

「不満」、「やや不満」が40.4％、どう見るかと

いうことですよ。 

  最近、横断歩道で歩行者を待たないだけで罰

則食らうような時代にもなってきている。線が

見えないと判断つかない。例えば横断歩道は市

の管轄でないとしても、やっぱり歩行者、運転

者の立場になれば、県の公安委員会なんかにも

物を言っていかなければならないと思う。市が

できる範囲、例えばセンターラインとか、路肩

のラインとか、そういうのはどういう計画の下

に、400万円だかかかっているんではなかった

かな。どういう計画の下にやられているのか。

例えば優先順位、通学路とか、いろんなところ

を考えていらっしゃるんだろうけれども、もう

少し雪国に合わせたライン引きをしていただき

たいなと思うので、どういう計画の下にやられ

ているか。 

  また、市が直接管轄していない横断歩道なん

かも、これは市民にとったら、国道であろうと

県道であろうと市道であろうと、大事なもの。

だから、それがこうやって不満に表れてくるの

かなと思う、区別がないから。全部が全部、市

の責任と言わないけれども、どういうふうな形

で整備されているか、お聞きします。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 市道の維持管理につきま

して御質問をいただいたところです。市道の区

画線、今回御指摘いただいている部分でござい

ますが、令和３年度の決算におきましては480

万ほどの予算を計上して実施してきたところで

ございます。実際に例年400万円から500万円弱

程度ということでの実績で、毎年計画的に進め

ているということでございます。 

  一般的には、冬期間の除雪期間が終わった頃

に全体の道路の線の状況を確認させていただき

まして、優先的には学校周辺の通学路の近辺を

早めに、新入生が入学当時、入学式が終わる頃

に合わせてできるような形で準備をするように

進めております。ただ、実際には春から夏場に

かけて継続して線を引いている状況にあります

ので、４月頃引き終わる部分から８月頃までか

かってしまう部分まであるという認識しており

ます。 

  実際に計画的にということでございますが、

一年を通して職員のパトロールによって、三百

数十キロメートルの市道の路線に関してパトロ
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ールを行って、悪いところに関しては応急的な

処理もしながら実施しているところでございま

すが、市民の皆様からの情報などもありながら、

その内容に沿って確認をさせていただいて、優

先度を決めて実施しているということでござい

ます。 

  何分ちょっと延長が長いところでございます

ので、年度内に全て終わらせるということはで

きない部分もございますが、その内容につきま

しては、劣化度また優先度に合わせて実施して

いるということでございますので、御理解いた

だきたいと思っております。 

  また、横断歩道、また停止線などにつきまし

ても、県の公安委員会で実施する部分でござい

ますが、劣化の状況につきましてはまた市民の

皆様からの情報などもいただいて、市からもそ

の情報をいただいた内容について、公安のほう

へ申入れもさせていただいている状況でござい

ます。また、各学校で交通安全点検などという

ことで実施もされておりますけれども、その中

から公安に向けて要請している場面もございま

すので、そちらも両方併せまして要請もさせて

いただいているところでございます。 

  また、なかなか市道の満足度が40％、不満の

方がいらっしゃるということで、区画線と併せ

まして路面の状況なども、傷んでいる部分も多

数あるかと思います。皆様方からの情報をいた

だきながら、緊急な場所につきましては直営に

て対応を行いながら、できるだけ予算化できる

ような形での対応を進めていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 春にチェックしてとい

うことではなくて、もう今から線が見えないと

ころがいっぱいある。ある程度めどをつけて、

もう最初から通学路大優先だと。歩道を整備し

ているところはいいけれども、路肩のラインと

いうのは本当に子供たちの生命線だと思う。だ

から、そういう優先順位なんていうのは前年度

にもうある程度めどつけて、４月に入ったらす

ぐできるような、雪解けですぐできるような体

制を取らないと、小学生が通い始めて大分たっ

てから線引くでは駄目だと思うよ。やれること

だと思う。 

  あと、県の公安委員会にもっと強く言うべき。

何か全体の予算から割り出してやるんだろうけ

れども、ひどいもんだよ。除雪車とかスタッド

レスタイヤで削られて削られて、そこら辺も強

く要望していただきたいなと思います。 

  それから、ちょっと気になったことが一つあ

りました。同じく150、151ページに、街路樹剪

定委託料というのが２つあるんだけれども、ど

ういう意味なんだろう。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 街路樹剪定業務委託につ

きまして２項目、同じ項目で記載してありまし

た。この記載、ちょっと補足説明があればよろ

しかったかと思いますけれども、一つがシルバ

ー人材センターにお願いして応急的に行うよう

な対応のもの、もう一つが本職の造園屋に剪定

をしていただくための、路線ごとに計画をつく

って実施をする街路樹の剪定ということで、２

項目計上させてありました。こちらちょっと内

容的なものを補足して記載すべきでありました

ので、申し訳ありません。次回からそうさせて

いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 街路樹は、よそから来

るといいように見える。前も言ったけれども、

住んでいる人にとったらいまいちなんだよね。

葉っぱは落ちてきて、雨で濡れると滑る。うち
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の中へ入ってくる。根っこが歩道を傷めさせる。

根っこは盛り上がって凸凹になる。除雪もしに

くい。今、枯れて撤去したところは、私のとこ

ろは三吉町の町内会とか、東山の町内会でシバ

ザクラを植えてきれいにしてくれている。逆に、

街路樹なんかは取っ払って、各町内に委託して、

花の苗でもやるとか、そっちのほうが幾らか効

果ある、きれいになる。これもひとつ考えてほ

しいな。 

  公園の維持管理だって、各町内に任せている

部分があるでしょう。やれないことはないと思

う。大変な思いして何百万もかけて枝切ったり

とかいろいろやられるよりは、よっぽどきれい

に見えますよ。町内の財源にもなるし、役割も

与えられればやりがいも出てくるし、そういっ

た面でもやっぱりもう一度、街路樹の在り方と

いうのは考え直す必要があると思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 街路樹の在り方というこ

とで御意見をいただいたところです。市内に各

所に設置しております街路樹につきましては、

道路整備の段階で周辺の環境整備ということで

整備をしてきたところでございます。それから

長年たちまして、結構街路樹も大きくなってし

まっている部分、また枯れて形が変になってし

まっている部分も多くありますので、そちらに

つきましては、今後の対応の仕方についてしっ

かりと考えていく必要があると考えております。 

  また、住民の方からの緑化の推進ということ

で都市整備課では緑化の推進という事業も行っ

ておりますので、花の苗を配って緑を多くして

もらう、花の苗を育てていただくだということ

も一つの事業の方向性の在り方なのかなという

こともございますので、こちらにつきましても

今後検討していきたいと思っております。あり

がとうございます。 

今田浩徳委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後３時３１分 休憩 

     午後３時４１分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  なお、奥山省三さんより欠席届が出ておりま

す。 

小関紀夫商工観光課長 委員長、小関紀夫。 

今田浩徳委員長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 先ほど、叶内委員から御

質問のありました観光地環境美化推進事業につ

いての随意契約理由でございますが、こちらは

地方自治法施行例第167条の２第１項第２号に

より、環境美化だけでなくあくまでも観光地を

訪れました観光客等への対応や案内を行うため、

観光協会に随意契約をさせていただいたもので

ございます。 

  あと、実際に問合せ等々がどのぐらいあった

のかという御質問もいただいたと思いますが、

そちらのほうまでは把握しておりませんので、

あしからずお答えできないことを御了承願いた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

今田浩徳委員長 それでは、歳出、ほかに質問ご

ざいませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 歳出についてありませんので、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありますか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 討論の発言を許します。原案に

対して反対討論ですか。賛成討論ですか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 原案に反対です。 

今田浩徳委員長 認定に反対討論として、佐藤悦

子委員。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 2021年度、令和３年度
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一般会計決算に反対討論を行います。 

  初めに、評価されるところとしては、小中学

生の通学バス利用の無料化、それから福祉タク

シー券の拡充、１人当たり１万5,000円分まで

増額されたこと、そしてまた、特別会計ではあ

りますが、国保税、前年比１人当たり１万円の

引下げという点です。 

  反対の理由を述べます。 

  １番は、正職員数が少な過ぎると思います。

もっと採用を増やすべきだと考えます。2020年

度までの10年間で、事務事業数は職員１人当た

り1.24倍に増えています。それなのに、当市の

正職員数は減らされてきました。理由は指定管

理、民間委託、民営化が進められてきたからだ

と副市長が答えてくださいました。 

  2019年度、令和元年度の財政状況、類似団体

比較カードによりますと、人口1,000人当たり

の職員数は当市が6.76人、類似団体では10.18

人です。人口３万4,000人にしての比較にして

みますと、当市は116人も少なくなっています。

職員の給与はどうかということで見ますと、人

口１人当たりの職員給は当市が３万8,971円、

類似団体は５万8,056円です。一方、市長の給

与は月12.27万円高くなっています。議員報酬

は月4.27万円も高くなっています。 

  こなし切れない仕事は職員のせいではありま

せん。急速なデジタル化に対応できない市民一

人一人に寄り添った丁寧な対応が職員に求めら

れています。長時間労働では、病気や早期退職

を増やすことになります。類似団体の職員数を

参考に正職員を増やすべきです。 

  当番制での庁内清掃が行われているところが

ありますが、ただ働き残業になります。残業代

を遡って支払うべきだと思います。 

  第２として、指定管理、民間委託、民営化が

労働者の低賃金、不安定雇用を増やし、地域の

少子化、人口減少を加速させています。正採用、

そして最低賃金の大幅引上げが必要だと思いま

す。 

  ３番目は、マイナンバーカードは、個人的に

は、個人情報が大企業のもうけの種にされると

いうものです。個人情報の保護や規制対策がＥ

Ｕに比べて貧弱な日本だと言われています。一

つの番号に個人情報を全てつなげていくマイナ

ンバー制度は危険です。 

  ４番目に、学校統廃合である小中一貫校づく

りは問題だと考えます。小中一貫校である明倫

学園建設で建設費用が上がり、少なくない事業

費が市外へ流れていきました。市の借金が大幅

に増え、単年度実質収支が当市は３年連続赤字

となりました。財政危機が懸念されます。小中

一貫校は学校統廃合のためのものであり、子供

の足で通える小学校をなくし、子供から地域を

奪うものです。小学校高学年としての大事なリ

ーダー経験をさせられないという問題も非常に

重要です。小学校や小規模校は統合しないでや

るべきだと思います。 

  ５番目として、国の悪政の防波堤となって住

民を守る姿勢が重要だと考えます。自治体とし

てできることを最大限やりながら、国や県に積

極的に要望活動を進めることが重要だと思いま

す。例えば、物価高騰から市民を守るために水

道料金の引下げとか、子育て支援として18歳か

らの医療費無料化、学校給食費の無料化など、

市としてできることを実行することが重要です。

物価高騰を抑えるには、国として消費税を直ち

に５％に減税することではないでしょうか。 

  また、円安を国として正すべきではないでし

ょうか。最低賃金を全国一律で1,500円に引き

上げることは必要ではないでしょうか。ロシア

のウクライナ侵略で世界的な食糧不足が言われ

ている中で、日本こそ自給率を上げるために、

あらゆる農業支援を行うべきではないでしょう

か。エネルギー輸入国から急いで省エネや再エ

ネを進めて、エネルギーを自給できる日本に変

えるべきではないでしょうか。 
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  敵基地攻撃能力や軍事費２倍化が言われてい

ます。また、辺野古の米軍基地強化も進められ

ようとしていますが、これでは日本の平和は守

れません。社会保障や教育に使うお金や自治体

への地方交付税が貧しくされてしまいます。軍

事費ではなく平和外交で、核兵器も戦争もない

世界をつくる努力を行うことこそ、政治の仕事

ではないでしょうか。税負担の平等ということ

が皆さんからよく言われることでありますが、

税負担の平等とは、所得の低い人や赤字に苦し

む中小業者には優しく、アベノミクスなどで大

もうけを上げた大金持ちや大企業にもうけに応

じた税の負担を求めることこそ、平等だと考え

ます。 

  以上です。 

今田浩徳委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結し、直ちに採決したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決をいたします。 

  議案第38号令和３年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定については、反対討論がありまし

たので電子表決システムにより採決を行います。 

  議案第38号について、原案のとおり認定する

ことに賛成の委員は賛成のボタンを、反対の委

員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

今田浩徳委員長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 それでは、締め切ります。 

  投票の結果は、賛成14票、反対１票です。賛

成多数であります。よって、議案第38号は原案

のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第３９号令和３年度新庄市国

民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 

 

今田浩徳委員長 次に、議案第39号令和３年度新

庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  なお、本件を含む特別会計、水道・下水道事

業会計につきましては、歳入と歳出一括して質

疑を行います。それでは、質疑ありませんか。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） それでは、私のほうか

ら国民健康保険特別会計、質問させていただき

ます。決算書よりも成果表のほうが見やすいで

すので、173ページ、こちらにまとまっており

ます。そのところから質問させていただきます。 

  まずは、今年度、令和３年度から資産割の廃

止ということが始まっておりますが、この影響

はどうでしょうか。並びに保険の給付費、令和

２年度と比べまして１億円以上、4.7％の増加

ということになっておりますが、主な要因、ど

のようなことを考えておられますか、お願いし

ます。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 まず、資産割が廃止された影

響等についてお答えいたします。成果表は172

ページですか、２番目の税率及び収納のところ

の２の（２）収納現年度分のところ、調定額の

欄を御覧ください。令和２年度と比べまして

7,500万円ですか、10.5％の減になっています。

これがまさしくその資産割が廃止されて税率を

減にしたといったところの影響かと思っており

ます。 

  同じように予算額においても減になってござ
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いますし、収納額を見ていただきましても、令

和２年度から比べますと9.2％の減になってい

ると。これが税率を改正した影響かと思ってお

ります。 

  それから、収納率についてのお話だったかと

思います。一般会計でもお話ししましたけれど

も、前年度に引き続き、現年度分の優先、滞納

整理の強化、納税環境の整備の３つの方針を定

めまして取り組んだところでございます。おか

げさまをもちまして、約１％前年よりも収納率

は上がってございます。 

  以上でございます。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 私のほうからは、保険給付費

の伸びについてということで、どのように捉え

ているかという御質問にお答えさせていただき

ます。 

  主要施策の173ページには、歳出で保険給付

費としまして、令和３年度は23億円ほどの支出

をしてございます。令和２年度においては22億

円となっておりますので、増減額としては１億

円ほど増加したということになっております。 

  172ページを御覧いただきますと、３の医療

費のところで、１人当たりの総医療費、10割分

の医療費についての資料が載ってございます。

こちらを見ていただきますと御覧のとおりとな

っておりまして、１人当たりの医療費につきま

しても増加傾向にございまして、特に65歳から

74歳、いわゆる前期高齢者という方々が割合と

して多くなっておりまして47万4,418円、１人

当たりとなっております。こちらの伸びが特に

大きくなっておりまして、全体に占める前期高

齢者の割合というものが毎年増加傾向にありま

して、どうしても高齢の方は医者にかかるとい

う機会が多くなるものですから、そういったこ

ともあって医療費が増加していると考えており

ます。 

  以上です。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ここでちょっと疑問が

あるんですが、保険給付費、これは１億円ぐら

い増加しておりますが、県に納めている、平成

30年から県単位化になったことで始まった国保

の事業費納付金、こちらのほうが約6,000万円

近くは減少というか減っているわけなんです。

これは実際考えれば、給付費が上がっているん

であれば、納付金額も上がるのかなという見方

をしていたんですが、こちらは減額になってい

るということ。市とすれば納める金が少ないと

いうことでいいことなんですけれども、この事

業給付金の算定方法というのは、簡単にどのよ

うな算定方法でこういうふうに減っているかと。 

  また、いろんな変動して毎年違った金額にな

っているわけですが、今後、国の思惑というか、

保険料の水準というのを均一化していくという

方策に持っていくということでこういうことが

始まっていると思うんですが、これに対する市

の対応というか、県の思惑と今後新庄市として

はどのように水準化されていくのかなという点

を、どういうふうに思っているのかをお聞きし

ます。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 県事業納付金が保険給付費の

伸びを見ると減っているのはなぜかという、ま

ず１点目の御質問ですが、新庄の事業費納付金

は８億約5,000万円ほどと令和３年度はなって

ございまして、県では高齢受給者の１人当たり

の医療費増加と被保険者が増加するということ

で、保険給付費は746円と推計しているという

ことで聞いております。 

  平成30年に保険給付費不足により取り崩した

財政調整基金の再積立て、そういった支出が終

了したということと、国からの交付金が10億円



 - 300 - 

ほど増加していると推計しておりまして、市町

村の納付金としては268億円と見込んでおりま

して、それで令和２年度から比較すると17億円

ほど納付金としては減となるという試算の下に

事業納付金が決定されたものでございます。で

すので、簡単に言いますと、市町村納付金自体

は令和２年度から比較すると、集める分が減っ

たということで、新庄市の分も入ってございま

す。 

  あと、今後の事業納付金につきまして、国の

政策も伴いまして、保険税の水準の統一化につ

いてということで協議が今山形県においても昨

年度から実施されております。内容としまして

は、国民健康保険制度は現在県単位化になって

ございますが、安定的な財政運営、効率的な事

業運営を確保するため、平成30年度から県単位

化とされまして、県と市町村で国保を運営して

いるということになっております。 

  ただ、被保険者の減少や１人当たりの医療費

が増加しているということで、市町村で個別の

対応では将来的に負担を生じる保険者が多く出

てくるということが見込まれるため、県全体で

医療費の相互補助するための保険税の水準を目

指すということになってございます。その中で、

今新庄市としても財政安定化部会という部会の

ほうに参加いたしまして、そういった協議に参

加しております。 

  新庄市としては医療費水準が県の平均から見

て低くなっておりますので、事業費納付金につ

いても、県全体から見ると低いほうに入ってお

ります。保険税が統一されれば、新庄市におい

ては事業費が増加する可能性が出てくるという

ことで、そのことについて新庄市の意見を述べ

ているわけですが、令和６年度から５年かけて、

医療費水準の係数を掛けているんですが、その

係数をないものとしてゼロに近づけていくとい

うことで今協議になっておりまして、そういっ

た場合、新庄市の負担が大きくなるもんですか

ら、その大きくなる部分を激変緩和措置を生じ

て、10年間で段階的に上げていただくというよ

うなことで今協議を続けております。その他に

も、医療費適正化の対策を取って県全体の医療

費を下げるような取組、そういったことも今現

在協議を続けているところでございます。 

  以上です。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 分かりました。水準を

合わせると新庄市のほうが若干支払い水準が大

きくなってしまうというデメリットがあるのか

なと思いました。これは全体的な県全体のバラ

ンスを取るんでしょうから、しようがないとい

えばしようがないんでしょうけれども、ある程

度デメリットのほうをなるべく低く抑えるよう

な考えでいてほしいと思います。 

  あと、最後になりますけれども、差引き額の

５億7,000万円、まず市民の皆さんの誤解がな

いようにお聞きしたいんですが、いわゆるこの

金額があるなら保険税が安くて済むんではない

か、もうちょっと下げられるんではないかとい

う方、大変いらっしゃいます。でも、それは違

った運用ということで、将来的にこういうふう

に使っていくんだよ、こういうふうに運用して

いって効率的に市民に還元するんだよという点

をお聞きしたいと思います。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 繰越金についての御質問でご

ざいます。今年度におきまして５億7,000万円

ほどの繰越金が発生したわけでございますが、

こちらにつきましては単年度収支で見ますと24

万円ですので、大体差引きはプラス・マイナ

ス・ゼロに近いのかなということで今年度に関

しては考えております。 

  令和３年度におきましては、その繰越金があ

るということもありまして、大きな税率改正を
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させていただきまして、先ほど税務課長から説

明あったとおり、国民健康保険税では7,400万

円ほどの減収となっております。これがまた令

和４年、令和５年と続いていくわけですので、

それで繰越金がこの部分に充当されるという考

えで持っておりますので、いずれ残高は減って

いくんだろうということは考えております。そ

れを財源として税率改正で市民の皆さんにお返

しするという形でしたものですから、その辺の

減り方にもよりますが、今後も国民健康保険運

営協議会のほうでその決算の状況を踏まえた形

で今後の税率について考えてまいりたいと思っ

ております。 

  以上です。（「終わります」の声あり） 

今田浩徳委員長 ほかに質問ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算の198ページから

199ページについて、１の１の１の国保税です。

収入未済額が１億372万円になっています。こ

こについてコロナ感染関連の減免が行われたの

ですが、その数が少ないように感じました。そ

の原因などあればお願いします。 

  それから、令和４年以降も、特に令和４年、

今は第７波ということで、陽性感染者が1,500

人、８月だけでなるぐらいすごいことになって

おりまして、そういう意味で令和４年以降も必

要だと思いますが、この減免がより必要な方が

受けやすくなるためには、どのような課題が必

要だと思っておられるでしょうか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 まず最初に、コロナ減免の件

数について申し上げます。令和２年度は148件

ございましたが、令和３年度は17件でございま

した。このように件数は減ってございますが、

基本的に国で示しておる補助の基準に従いまし

て運用しておるところでございます。国の基準

に従ってやっておるのですが、国の基準により

ますと、前年の主たる生計維持者の事業収入に

ついて、前年と比べて今年が減った方について

減免する。すなわち令和３年度におきましては、

令和２年と比べて令和３年がどのくらい減った

かによって減免をするというような制度になっ

てございます。 

  令和４年度も同じような制度がございまして、

同じような制度で運用しております。令和３年

と比べて令和４年度がどのぐらい減少したか。

具体的に申し上げますと、10分の３以上減少し

た方について減免するといったような基準にな

ってございます。それらの関係がございまして、

令和２年については件数が結構多かったんです

が、令和３年については件数は減ったといった

ことになってございます。 

  ただ我々、納税相談においでになった方など

について、楽でないというようなお話があった

ときには、このような制度もございます、該当

するでしょうかというような御説明、あるいは

試算をしてみたり、いろんなことをやってござ

います。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ということで、この間

の市民生活を考えてみますと、令和２年に減っ

た、令和３年もほとんど同じような状況、令和

４年もやはりなかなか伸びないという、コロナ

感染拡大がひどいわけですから、防止のために

なかなか出歩かないみたいな状況になっている

ので、お金がなかなか自営業者に回らないのが

現実のような気がします。 

  そうしますと、同じように減っているのが、

前よりさらに減るかというと減らないというか、

ほとんど同じように少ないという、そういう

方々が少なくないわけで、そういう方々に減免

できるような制度をどうしたらいいかというこ
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とで、お考えはないでしょうか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 例えば、平均的な収入が今ま

でかつてどのぐらいあったか、それと比べて今

はどのぐらい減ったかとかという比較をすれば、

結構大きく変動なさっている方はいるかと思い

ますが、国で示している制度が、前年の事業収

入等と比べて今年どのぐらい減ったか、10分の

３以上減ったかというようなことで、国が示し

ている基準がそうなってございますので、その

ように運用してございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そういう意味では、国

の制度としてどうなのかなという気持ちになっ

ておられるんではないかなということを思うん

です。そういう意味で、要望するようなことも、

やってもいいのではないかなと思うんですけれ

ども、それは大事だと思いませんか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 今のところ、国の示した基準

で運用してございます。特に国に対して要望す

る等のことは考えてございません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 実際に市民の中ではや

はり国保税が納められない方が非常に多いわけ

ですので、少しでも軽減できるように努める提

案をやるべきだと私は思います。 

  それから、次に成果の172ページの２の

（２）収納についてです。調定額が１世帯当た

りマイナス10.5％、収納率がプラス約１％上が

った。これについては、減税の効果だと思いま

す。そういう意味では、減税していくことで市

民にとって払いやすい、国保税に少ししたとい

う気持ちに、どうでしょうか、なっているか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 手前みそになりますけれども、

収納担当がえらく頑張ったということで理解、

私はしております。もちろん税率が下がったと

いうことで環境的にも納めやすくなったのも事

実だと思いますが、手前みそになりますけれど

も、収納担当が頑張ったといったような感じか

と思っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変頑張っていただい

たなということは私も思います。また、納めや

すくなったというのも事実だというのもあるん

ではないかと私も思います。 

  次に、収納未済額の発生の理由についてお聞

きしたいと思います。調定額の世帯の所得に占

める割合、収入未済額の割合、調定額の世帯の

所得に占める割合、収入未済との関係での所得

ですけれども、どういう状況かなと見ておられ

ますか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 未納者の所得階層の状況とい

うことでよろしいかと思いますが、所得100万

円未満の未納者が全体の64％を占めております。

未納の方に低所得者の方が多いといったような

感じでございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 課長がおっしゃられる

ように、やはり低所得の方が未納になっている

ということが多いということです。私もそう思

います。そういう意味で、未納の前に独自の減

免制度の充実が必要ではないかなと考えるんで

す。この前も市民の方とお話ししていて、国保

税未納になるという金額が、現年だけで１億円
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にもなるし、今までのを見れば２億円にもなる

わけで、こういう方がいる大変重い国保税なん

だと話をしたら、そして引下げを私は願ってい

ると言ったら、引下げはまずいいから、とにか

く払えない方に温かく減免してやっていただけ

ないかなと温かい言葉を、払っている方だと思

いますが、その方が言ってくれたんですけれど

も、そういう点どうでしょうか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 所得が少ないから減免という

のは違うと私は思っております。まず、納付が

難しいという御相談でおいでいただいた方には

分納、期間を多く分けて納めていただく等をお

勧めしてございます。分納等の御相談をいたし

ます。それでもなお、例えば所得が少ない方の

大方はいろんな方法で納めていただいているん

です。その公平感等々を考え合わせますと、所

得が少ないから減免しろというのはまた違う議

論かと思います。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 先ほども、一般会計の

最後の反対討論でちょっと言いましたけれども、

税の公平ということをよく言われますが、税務

課長も今もそのように、少なくても払っている

人はいる、もちろんそうです。でも、本当に払

えなくておられる方がおられる。そういう方に

対しては、何とか減免できる方法はないかなと

考えてやるべきでないかと改めて私は思うんで

す。お金がない方には優しい姿勢でありたいと

思うわけです。 

  次に、成果の173ページで、保険税を令和３

年下げたわけですが、収支差引きは山科委員が

おっしゃっていましたが、５億7,276万円とい

うことで、ほぼ令和２年の引き下げる前と同じ

ぐらいの黒字がまた出ております。１人当たり

の医療費は上がっているわけですが、黒字は同

じに出ています。その理由は何でしょうか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 繰越金が前年度と比較して同

額程度になった理由についてということで御質

問いただきました。委員おっしゃるとおり、今

年度につきましては税率改正に伴うそういった

理由に伴って、税としては7,400万円減となり

ましたが、実質的な単年度の収支としては24万

円ほどでまず済んだということになっておりま

す。 

  こちらについては、歳出のほうで保険給付費

も先ほど話したとおりの１億円ほど令和２年度

に比べて増加しておりますが、県の支出金のほ

うが１億円、合わせて増加しておりまして、私

たちが想定したよりも普通交付金が多く歳入で

きたということがございます。 

  そういったことで、結果として令和３年度に

ついては５億7,000万円ほどの繰越金となりま

したが、そのうち今年度普通交付金が多く入っ

たものを5,000万円ちょっとですが返す必要も

ございますので、今後の医療給付費等、保険税

の歳入の状況を見ながら、今後も健全な運営を

してまいりたいと思っております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 先ほどの山科正仁委員

のいい質問の中身で、その答えでなるほどと思

ったところがありました。それは健康課長の答

えだったと思いますが、国からの補助が増えた

からだと。それが黒字が同じになるぐらい安定

的な経営につながっているというふうに受け取

りました、私としては。そういう意味では、国

の在り方、国が国保会計に対して支援を強めな

ければいけないというふうになってきているこ

とが非常にありがたいものになっているなと感
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じますので、国に要望するということはとても

大事なことだと思いました。 

  それから、次にですけれども、この収支差引

き額の黒字額は、基金と合わせますと10億円に

なります。これは税引下げができるのではない

かと思いますが、どうですか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 繰越金と財政調整基金の合計、

合わせて10億ほどあるということは、御指摘の

とおりでございます。先ほど山科委員に説明さ

せていただいたとおり、そちらを財源としまし

て、令和３年度におきましては大幅な税率改正

で減税を行ったところでございます。 

  今後もその影響が、令和３年度7,400万円と

あったとおり、令和４年度、令和５年度におい

てもその影響が生じますので、そういった税の

収納状況、また保険給付費、あと県内の事業納

付金の動向を踏まえながら、国民健康保険運営

協議会で今後の税率の在り方について協議して

まいりたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 協議会がこれから開か

れます、今のお話では。そうしますと、協議会

に参加する議員の皆さんがどういう立場を取る

か、非常に私は重要だと考えます。市民の２億

円にもなる滞納というか、１年で１億円を超え

るし、今までのを合わせれば２億円もの税金を

払えない方々の状況になっております。ここを

少しでも軽くしていくことができるように、協

議会でぜひ図っていただきたいと。課長も協議

会に参加すると思いますので、その立場でどう

でしょうか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 国保運営協議会においての協

議の中で、さらなる減税ということを協議して

ほしいという御要望かと思います。私たちも適

正な税率というのは日々考えておりまして、た

だ、やっぱり大事なのは持続可能といいますか、

今だけ安いんではなくて、数年後、10年後にお

いても健全な国保の財政運営をしていかなけれ

ばいけないという点がございますので、そうい

ったことを見据えながら検討してまいりたいと

思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） さきほどの健全な運営

をするのと関わりまして、同じ国保税にする方

向で県では考えているし、協議されているんだ

というお話もありました。しかし、考えてみる

と、最上地域の医療の状況、新庄市は医療費が

少ないと言われました。つまり、医療状況は山

形などと比べるとやはり低いというか、条件が

悪いというか、そのこともあって医療費がかさ

んでいないんだろうと思います。条件の悪い当

地域の最上新庄地域の人たちと条件のいいとこ

ろの、要は十分にある、こちらに比べるとです

けれどもあるし、山形市などと比べて同じ国保

税になるということになるのはちょっと納得い

かないんではないでしょうか、どうですか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 県の統一化による保険税が同

じになるんではないかという御質問でございま

した。現在協議されているのは、保険料水準の

統一ということでありますが、山形県において

は納付金ベースでの統一を目指すということに

なっております。納付金を納めた中で、それぞ

れの市町村において税率は、自分たちの保険者

都合といいますか、財政の運営の中で決めるこ

とが可能となっております。 

  先ほど委員からおっしゃられたとおり、最上

地域においてはなかなか大きい病院とかも県立

新庄病院等はありますが、医療費水準が、医療
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を受ける体制がほかの地域から比べるとちょっ

と少ないのではないかという御指摘でしたが、

そういった部分もあるのかなと感じております

ので、そういったところを踏まえまして、新庄

市としても、医療費水準が低い中で同じ納付金

を納めるというのは、なかなか説明しづらいと

いうところがありますので、そういった意見を

述べた上で激変緩和措置が、当初５年間だった

ものが10年まで延ばしていただくということで、

協議してそういった対応をしていただいている

部分もあります。 

  また、医療費適正化につきましても、少しで

も県内各地の医療費水準が近づきますように、

医療費適正化の医療費インセンティブ措置の交

付金などを使用しながら、医療費適正化をする

ことを県でも考えておりますので、継続して新

庄市としての意見も述べていきたいと考えてお

ります。 

今田浩徳委員長 ほかに質問ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第39号令和３年度新庄市国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第39号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第４０号令和３年度新庄市交

通災害共済事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 

 

今田浩徳委員長 次に、議案第40号令和３年度新

庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算の218ページの１

の１の１で会費収入371万円、当初予算では552

万5,000円とありましたが、この差はどうして

でしょうか。集め方を変えるべきではなかった

か、お願いします。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 こちらの数値につきましては、

やはり年々続いております加入者の減少が一番

要因としては大きかったかなというところで捉

えております。何といいますか、制度の周知に

関しましては、市の広報ですとか、ホームペー

ジですとか、あるいは加入申込書を発送してお

りまして、そちらを周知と代えておりまして、

その方法を取ったにもかかわらず、毎年加入者

が減ったということが一番大きな要因だろうな

と捉えてございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 申込書を郵送していた

だいたのは大変よかったと思っておりますが、

それでも忘れてしまうということが多々ありま

して、私も今日郵送しなければならないのがち

ょっと遅れたりしておりまして、そのようなこ
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とがあるだろうなと思います。前は、町内会の

組長などが訪問などもして集めていたこともあ

って、ああ、そうだったなんていって入る方が

多かったような気がするんです。 

  成果の171ページに、加入者数の数と率が非

常に低いというのが載っています。その中で生

活保護世帯から大人17人が加入しておられまし

た。こうした保護世帯の方がこのような保険料

で入れる保険があるでしょうか。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 こちらは交通災害共済でござ

いまして、保険的な性格、何といいますか、損

害賠償ですとか、休業補償ですとか、生活保障

を目的とした性格のものではございません。あ

くまでも共済金ということで、傷病ですとか入

院期間によってお見舞金の形で給付しているも

のでございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） １日１円でこのような

安い保険でお見舞金が出るという中身です。決

算の221ページの１の１の１に共済見舞金とい

う276万円が載っています。このような見舞金

支払いができる助け合いの保険はほかにはない

のではないでしょうか。会費の集め方を変えて、

加入率を上げて続けるべきではないかと、私、

市民から言われたんです。そういうものではな

いでしょうか。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 まず、集め方の話ですけれど

も、経過としまして区長協議会から要望が出ま

して、現在のような領収書を送付して、集合の

形で切り替えたという経過がございます。 

  また、生活保護の受給者に関しましては、医

療費の本人の負担はなく、保険料の本人負担も

ございません。掛金には扶助費からでなく一般

会計から繰り入れているという経過もございま

す。見舞金は本人に支給されるんですが、厚生

労働省の通知により、生保上の収入に該当して

いないということもございますので、ただあく

までもこういったものはお見舞金という性格の

ものでございますので、御理解いただきたいと

思います。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） この見舞金で大変あり

がたかったと市民から言われております。それ

は、僅かの掛金でいざというときに見舞いして

いただいたということがすごくありがたかった

という声がありまして、これをなくすというの

は、こういう見舞金で助かったという方々に対

して申し訳ないんではないかと。本当はこうい

う助け合いは残すべきではないのかと言われた

んですが、そういう考えにはならないでしょう

か。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 本制度は、繰り返しになりま

すけれども、賠償ですとか保険的な性格のもの

ではなく、見舞金の支給のみでありまして、保

険制度としての役割を持ち合わせているもので

はございません。市民の安全安心確保のために

は、交通安全対策事業の中で環境整備に係るハ

ード事業ですとか、啓発事業、ソフト事業とし

て展開していき、まずは交通事故を減らすと、

そういう取組から進めてまいりたいと考えます

のでよろしくお願いいたします。 

今田浩徳委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ
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討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第40号令和３年度新庄市交通災害共済事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第40号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第４１号令和３年度新庄市介

護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 

 

今田浩徳委員長 次に、議案第41号令和３年度新

庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算の224ページから

225ページにかけての１の１の１で、第１号保

険料についてです。不納欠損額が375万2,710円

ありました。これは何人の方がおられて、その

後、介護保険の利用はどうなっているのか、お

願いします。 

今田浩徳委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後４時３５分 休憩 

     午後４時４５分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 不納欠損額についての御質問

でございました。375万円、件数で79件、前年

比で７件減少してございます。金額では88万円

減少してございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 79件の分が不納欠損に

なったということですが、こうした方々は介護

保険は利用、その後できたのでしょうか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 不納欠損

を受けた方は、その滞納していた分についても

う介護保険料を納めることができませんので、

その滞納の期間に応じて必要な措置が取られる

ことになりますが、例えば１年以上滞納してい

る場合は、一旦費用を全額負担していただいて、

申請によってその後、その方が１割負担だとい

たしますと９割を償還させていただくという形

になります。その方が例えば２年以上滞納して

いる場合は、１割負担だった場合は３割に引き

上げられる、また通常であれば高額介護サービ

スということで、ある一定の金額を納めた方に

対しては超えた金額を戻すという制度があるん

ですけれども、そういったサービスも受けられ

なくなるというようなことになります。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 介護保険料が払えない
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ままになった方が、そういう負担の増額という

か、３割負担だったりということに耐えられる

んでしょうか。３割負担で介護保険を受けてい

らっしゃる方、いらっしゃいましたか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 今、その

具体的なところまでは把握してございませんが、

やはり納めていらっしゃる方がいるという制度

になっていますので、公平性の立場から納めて

いただくということが基本となっておりますの

で、その分に対して納めていただいていないと

いうことになれば、やはり一定の措置を取ると

いうことが適当であると考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変厳しい内容なんだ

なということを改めて考えました。 

  それから、同じページで、収入未済額が627

万4,074円となっています。この未済額になっ

ている方は何人で、その収入である年金額の状

況はどう見ておられるでしょうか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 収入未済についての御質問で

ございます。未納者110人でございます。所得

階層の状況につきましては、所得50万円未満の

方が全未納者の63％を占めてございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そういう意味では、低

所得になっている方がやはり納められなくて苦

しんでいる。もちろん年金天引きされている

方々の中にも低所得の方が多いことは分かって

います。しかし、払えないでおられる方もやは

り厳しいわけで、市の独自の減免も、やはりこ

ういうときできるようなことを考える必要があ

ると思うんですが、どうでしょうか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 苦しい中でも納めていただい

ている方がいらっしゃるわけです。そうすると、

公平性等の観点から言いますと、収入が少ない

からすぐに減免というのはいかがなものかと思

います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そういう意味では、税

務課がやはりその苦しい状況というのは真っす

ぐに見ておられるわけですから、税務課の職員

の方は特に次の福祉の制度はないかみたいな形

で学んで御案内するというか、そういうことも

できるんではないかということも、やっている

と思うんですけれども、どうですか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 もちろん分納のお話をしたり、

いろんな方法で納付していただく御相談をする

中で、例えば本当に生活が苦しいようでしたら

ば福祉担当のほうにつなげるとか、そのような

ことは納税担当が窓口でやってございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ありがたいなと思いま

す。そういう話をされたときに市役所職員いい

なと思ってくれるわけなので、困ったことがあ

ったら頼りになる税務課であってほしいと、そ

して福祉であってほしいと思います。 

  それから、成果の178ページ、要介護認定者

数は前年比で103.4％と伸びています。一方の

サービスの受給の状況ですが、成果の179ペー

ジなどを見ますと、地域密着型サービス受給者

数が92.8％と減っています。同じように、施設
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介護サービス受給者数も97.4％と減っています。

この認定者数は増えてもサービスを受ける方が

減っているというのは、その理由は何ですか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 サービス

受給者数については、昨年度やはりまだコロナ

の影響があったということで、例えば市内の施

設においてクラスターが発生したということが

ございました。やはりクラスターが発生します

と、ある一定期間その事業所は休止という形を

取りますので、それで再開するまでに一定期間

を要するという形になりますので、その間はサ

ービスは、例えば地域密着型の通所であれば通

所するということができなくなるということに

なります。 

  なお、その間でも、事業所においては、利用

者がサービスを受けられないということで何か

困ったことはないかなどということを電話など

で聞き取りを行ったりとかしておりまして、利

用者がすぐに生活に困るようなことがないよう

にいろいろな工夫をして、次のサービスにつな

げられるようにという形で支援をしていると聞

いております。 

  また、施設介護サービスについても受給者が

減っているような状況ですけれども、やはりコ

ロナの影響によって、例えば入所をするときに

やはり一定期間を要するような形になって、ス

ムーズに入所に今まで行えていたものがある一

定期間要するようになっているというような事

情もあると聞いております。そればかりではな

いとは思いますが、やはり様々な部分でコロナ

の影響が出ているというのが現状でございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） これは施設や関係者か

ら聞いて出ている声なんですが、ヘルパーなど

の事業所の人たちの検査、抗原検査でいいか、

あるいはＰＣＲ検査でやるか、検査が十分にで

きるかどうかという点で足りなくなっていると

いう、抗原検査キットをもらったという話もあ

るんですけれども、まるで足りなかったという

話もあるんですが、そういう声は聞いていなか

ったでしょうか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 随時とい

うわけではないんですけれども、県で抗原キッ

トなどを配布していたということもあります。

ただ、やはりかなりコロナが広まってきており

ますので、それが間に合わなくなっているとい

うようなことも施設のほうで聞いております。

やはりクラスターが起きたときに、保健所で検

査などの対応をしていくわけですけれども、そ

の前にやはりちょっと施設のほうで検査したい

なんていうときにそのキットが足りなくてなん

ていう話は聞いております。そういったときに

は県につないで、どういったことが支援できる

かというようなことを検討しているところです。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  それから、成果178ページの要介護認定者数、

総数は2,082人、支援の方は１・２合わせて362

人だなと見ました。そして、要介護１から５ま

での方は、差引きしてみますと1,720人となり

ました。そのうち障害者控除認定書を発行した

のは、令和３年度は何人だったでしょうか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、
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伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 令和２年

度においては、障害者控除を50名の方に発行し

ております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） これが1,720人も要介

護１から５までの方がおられるわけです。その

中で50人というのはあまりにも少なくないでし

ょうか。というのは、これは非常に重要なこと

だと改めて認識しました。私の知り合いが介護

度つきまして、そして認定書というふうに確定

申告のときにもらいに行って、その申告に使う

か使わないかで住民税課税か非課税かと決定的

に違いました。住民税非課税になりますと、介

護の利用料がぐんと安くなるわけです。そうい

う意味で非常に重要な障害者控除認定書だなと

改めて認識しておりますが、その点どうでしょ

うか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 この認定

者数に対して50が多いか少ないかというところ

になりますと、ちょっと基準が難しいかなと思

います。ただ、令和２年度においては50件認定

しておりますが、却下も２件ほどございました。

ですので、全ての方が控除に当たるかどうかと

いうところは、申請していただかないと分から

ないという部分もありますので、こちらとして

は、現在も市報などで市民の皆さんへの周知を

図っているわけですけれども、広報の回数を増

やすなどして、周知にさらに努めてまいりたい

と思っております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 具体的な例で、特別養

護老人ホームの入所の利用料です。住民税非課

税になる方と住民税課税では、全然月の利用料

が違います。そういう意味で、この認定書があ

るかないか、もらうかもらわないか、知ってい

るか知っていないか、決定的に利用料が違うん

です。それを知らないで利用料を高く払わせら

れている方がたくさんおられるんではないかと

思います。 

  そういう意味では、河北町や山形市のように、

認定になるなという方にはそれをお配りしてい

る、生命保険会社がやったりしていますけれど

もね。そういうふうに行政のほうから利用料に

関わる重要な問題だと考えて、介護負担を幾ら

かでも抑えるための手だての一つでありますの

で、河北町や山形市のように必要な方というか、

認定されるべき人には郵送でお知らせするべき

と思いますが、どうでしょうか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 以前にも

佐藤委員にそのような提案をいただいたところ

ではございますが、市といたしましては、対象

者に漏れなく郵送するというようなことは今現

在は考えておりません。周知に今後も努めてま

いりたいとは思っております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 多分そこがやはり行政

として、住民が新庄市民か、あるいは河北町民

かみたいな感じで考えたときに、決定的に生活

費が違ってくるかもしれないんです。そう考え

ると、非常に不利な立場に新庄市は置かれてい
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ないか、市民がね。そこを考えていただきたい

なと思います。 

  次、決算の234ページの２款で、保険給付費

についてです。給付を担う人員不足が言われて

おります。これが団塊の世代が最高になるのが

迫ってきておりますが、そうなったときに人員

不足は決定的とこの前全国でも言われておりま

した。その人員不足の原因と対策、どう見てお

られるか、お願いします。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 人員不足

に関しては、やはり介護の持つマイナスイメー

ジというのがどうしても払拭できないというの

が大きな要因となっていると思います。それに

関しては、県が中心となって、介護のお仕事プ

ロモーションという事業を実施しております。

これについては、やはり介護のマイナスイメー

ジを払拭するために、介護の例えば職員の写真

展を開くなどして、イメージの向上を図ってい

るような状況になっております。また、同じ事

業の中では、テレビコマーシャルなども最近は

放映しております。そういった様々な事業の中

で、まず介護職のイメージを向上させるという

ようなことを行っております。 

  また、最上郡内では、総合支庁が中心となっ

て、介護のそういった仕事に対して興味を持っ

てもらうというような事業を行っておりまして、

介護職のフェアなども開催しているんですが、

これもなかなかコロナの中で集まってそういっ

た催物を開くということができなくなっており

まして、この２年ほど開催されていないんです

けれども、介護のそういったフェアなどを通じ

て、高校生などにも興味を持ってもらって、介

護職に興味を持ってもらうというような事業を

行っております。 

  市としては、単独で事業をということは行っ

ていないんですけれども、例えば介護サービス

の事業所と協力して、介護にもう既についてい

らっしゃる方でも、研修を行うことによってさ

らに資格を、キャリアアップということですけ

れども資格を取ることができるというような制

度がありますので、そういった研修の場を郡内

でできないかというようなことを一緒に協力し

てやっていたり、また、国の政策としては、介

護ですとか、保育の現場での職員の報酬の増と

いうことで今取り組んでいるわけですけれども、

これについては、介護のほうでは10月から正式

に介護報酬の中に職員処遇改善加算ということ

で盛り込まれることになっております。こうい

ったことで、できるだけ職員を、人材を増やす

ことができないかというようなことに取り組ん

でおります。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 介護保険の報酬の中で、

処遇改善のためのお金を見るということになる

と、高齢者などの保険料が上がることになり、

どうしても保険料上がるのがいいのかみたいな

感じになってきて、今も高い保険料だと言われ

るものがまた上がるということでは、高齢者に

とって苦しいものとなると思うんです。そうい

う意味では、今までやっていたように、国で本

当は職員の介護の報酬の部分、給料を国が責任

を持って税金で見るという方向にやはりするべ

きでないかなと私は思うんです。ということや、

あと人員配置が少な過ぎることが職員の大変さ

にもなっているわけで、そういったことは、や

はり国に対して改善を求めていくことが非常に

大事だと思うんですけれども、どうですか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊
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藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 制度とし

て、10月からはそういった介護報酬の改定とい

うことになっているわけですけれども、職員の

処遇改善加算というのはここ何年間かの間に何

度か行われているような状況になっております。

そういったような状況でもありますので、今後

の動向も見ながら、国のほうに必要な要望は行

ってまいりたいと考えております。 

  以上です。 

今田浩徳委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第41号令和３年度新庄市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第41号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第４２号令和３年度新庄市後

期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

今田浩徳委員長 次に、議案第42号令和３年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算の250ページから

251ページの１、保険料についてです。成果表

では、182ページの２ということで保険料が出

ていまして、２年ごとに引き上げられているよ

うなことが改めて分かりました。 

  この引上げについてですが、県の広域連合で

議会などで決めているのかなと思いますが、ど

のような審議があって上げられているのか。令

和４年度も上げられたような気がするんですけ

れども、どうなのか。保険料を上げないための

対策は何が必要だと考えているのか、お願いし

ます。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 後期高齢者医療における保険

料率の改定についての御質問でございます。委

員おっしゃるとおり、後期高齢者医療につきま

しては、高齢者の医療の確保に関する法律の規

定に基づきまして、２年に１回見直しされてお

ります。令和４年度から令和５年度の保険料に

ついても改定がなされておりまして、そちらに

ついても所得割が若干0.12％ほど上がるという

ようなことになってございます。 

  中身としては、今後団塊の世代が75歳以上に

到達する方々が多くおりまして、被保険者が増

加すると、また１人当たりの医療費の伸びが上

昇傾向にございまして、そういったことを加味

して保険料率が算定され、上がっているという

状況にございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 後期高齢者の場合は、



 - 313 - 

先ほども国民健康保険のほうで、国民健康保険

関係の75歳未満ですか、そこの医療費が上がっ

ているということを言われましたが、まして後

期高齢者医療になりますと、それ以上の75歳以

上になりますので、もちろん医療費が上がって

いかざるを得ない、上がるのは間違いない。手

厚い医療をして、誰でも必要な医療が受けられ

るようにしていくということは非常に重要で、

これが日本で充実していることで長生きの方が

増えているわけです。健康で長生きしていただ

きたいわけです。 

  そういう意味で、しかし保険料が上がってい

くということでは、年金が下がっている中で、

後期高齢者医療保険料がどんどん上げられてい

くというのはとんでもないと高齢者は苦しんで

いるわけです。介護保険もそうですけれども、

こちらがどんどん上がっているわけです。上げ

ないための対策として、どんなことが必要だと

考えられるのか、お願いしたいと思います。保

険料です。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 保険料を上げないための努力

といいますか、保険料の前提としては、それに

係る医療費に対して増額していけば、やっぱり

保険料が上がっていくということになります。

保険料につきましても高齢者の方だけが納めて

いただくわけではございませんので、高齢者の

保険料は約１割ほど、また、若年層の75歳未満

の方からの保険料なども40％ほど、あとは税金

で公費負担として50％ということで、世代間の

公平を図りながら持続可能な制度にしていくと

いうことで決定されるものでございます。 

  やはり医療費がかからなければ保険料も少な

くて済むとは思いますので、若い世代からの病

気にかからないための心がけといいますか、一

般会計でも御質問いただきましたが、がん検診

の受診率を上げるとか、特定健診をしていただ

くとか、まずは早期の発見をして早く治療する

ということで、そうすれば医療費というのは少

なくて済むわけでございます。重症化しないよ

うに重症化予防のための事業、そういったもの

も医療費適正化の事業を組み合わせながら実施

していくべきものと考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 確かにそのとおり、医

療費が増えないように早期発見や重症化予防、

これは全くそのとおりだと思いますが、今度、

後期高齢者医療の本人負担が10月から２割に窓

口負担が上がる方が出ると言われていますが、

これは何人ぐらいになると見ているんでしょう

か。これは決算の254ページの３で、後期高齢

者医療広域連合納付金に関わる問題だと思いま

す。何人ぐらい２割負担になる方が出るんでし

ょうか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後５時１３分 休憩 

     午後５時１４分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 おっしゃるとおり、令和４年

10月から一部の方が２割負担になるということ

で法改正がなされております。令和４年度の事

業ではございますが、新庄市では２割負担にな

る方については約１割強、12％ほどが対象にな

るのかなということで捉えております。 

今田浩徳委員長 佐藤委員に申し上げます。予算

決算の内容を確認しながらの質問をお願いしま

す。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今のは成果の183ペー
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ジで、前年比後期高齢者医療広域連合納付金が

前年比で32万2,574円マイナスになり、マイナ

ス0.1％と減少しております。保険料の引上げ

の中で医療費は伸びていないと受けていますが、

その点どうなんでしょうか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後５時１５分 休憩 

     午後５時１６分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 広域連合への納付金について

の御質問かと思いますが、後期高齢者広域連合

への納付金につきましては２つございまして、

いわゆる医療保険料の集めた部分を負担金とし

て後期高齢者のほうに払い込むという部分と、

あと広域医療連合の組織を運営するための事務

費がかかりますが事務費の負担金の部分もござ

いまして、合わせて、３点ですね、もう一点が

後期高齢者の医療保険の基盤安定繰入金相当額、

こちらが県からの歳入と新庄市の一般会計の負

担を合わせた形の金額を広域連合のほうに運営

費の財源とするため納付するというものになっ

ております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 保険料が引上げになっ

ている中で納付金がこのように減額になってい

る理由は、端的に言ってどういうことなんでし

ょうか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 全体としては32万2,574円が

昨年度より減少していますが、事務費の負担金

部分が７万1,602円減少、保険料の負担金部分

は193万6,360円の増、基盤安定の繰入金の部分

ですが、こちらが軽減保険料分を県の４分の３、

市４分の１の負担で広域連合に納付する分です

が、こちらが218万7,332円減少したという内訳

になってございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 別にですけれども、決

算の251ページの１で、さっきに戻っていくん

ですけれども、不納欠損額が72万1,950円あり

ました。これでペナルティーはあるのでしょう

か。あと、これらの方々の年金額は幾らになっ

ているのでしょうか。不納欠損になるような該

当者の年金額です。対策はどう考えているんで

しょうか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 最初に私のほうから、件数と

か所得階層とかをお答えします。 

  不納欠損の件数ですが11件でございます。前

年度と比べて４件減少してございます。それか

ら、未納の方の所得階層とおっしゃったんでし

ょうか。年金額ですね。所得階層という形でお

答えします。所得50万未満の未納者の方が全体

の71％を占めてございます。 

  以上です。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 滞納した場合のペナルティー

があるかどうかという御質問だったかと思いま

す。ペナルティーに該当するかはちょっと分か

りませんけれども、後期高齢者連合のほうでも、

やっぱり滞納している方に対して短期被保険者

証の発行というのを実施しております。こちら

については、広域連合のほうで判断してそうい

った方を選定しているということになっており

ます。 

  以上です。 
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今田浩徳委員長 佐藤委員に申し上げます。質疑

はもう少し簡明な内容でお願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 自分としては、簡明に

言っているような気がいたしますが、はい。 

  対策、この不納欠損になるような方々をなら

ないようにする対策は何かあるんでしょうか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 まず、保険料軽減措置がござ

います。所得額に応じて、７割軽減、５割軽減、

２割軽減、国保と同じような形で軽減措置がご

ざいます。そのような形で保険料は賦課されて

ございます。 

  それから、ならないようにというようなお話

でしたけれども、まず基本的には皆さん苦しい

中でも納めていただいているのは基本だと考え

てございます。納めていただくのがやはり基本

かなと考えてございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 分かりました。後期高

齢者になって、所得が非常に少ない50万円未満

という方々の中で納められない。苦しいその

方々が病気にも一番なりやすい年齢になってく

るわけなんです。薬も飲まなければいけない方

が増えてまいります。そういう中で、このよう

に保険料が２年ごとに上がると。これは高齢者

に対する、年取っていろいろ病気がちになる

方々に対する冷たい仕打ちとしか私は思えない

んですね。 

  そういう意味で、昔かつて70歳以上の方が医

療費無料だということをやったときに、私の身

内の人も無料になったとき非常に明るい顔をし

ていました。高齢になってよかったみたいな話

をしていました。そういう長生きしてよかった

と言えるような、これが後期高齢者医療になっ

ているだろうかと考えると、そうでないような

内容になっているんではないでしょうか。そう

いう意味では私はこの後期高齢者医療事業は認

めるわけにいかない、やめるべきだという立場

です。 

  以上です。 

今田浩徳委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 ほかになしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第42号令和３年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第42号について、原案のとおり認定する

ことに賛成の委員は賛成のボタンを、反対の委

員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

今田浩徳委員長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 それでは、投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成14票、反対１票でありま

す。賛成多数であります。よって、議案第42号

は原案のとおり認定すべきものと決しました。 
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議案第４３号令和３年度新庄市水

道事業会計利益の処分及び決算の

認定について 

 

 

今田浩徳委員長 次に、議案第43号令和３年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 審査意見書２ページの

１で水道事業収益的収入、これが10億2,575万

円で、前年比で99.3％と少し減少しました。水

道料の収納状況については、同じく審査意見書

の９ページの（２）で未収金というのがありま

して、現年分については2,596万4,109円となっ

ておりました。決算10ページで現金預金という

のが載っています。ここに11億971万7,031円と

なっています。前年比で104％に現金預金が増

えています。金額にして4,318万7,629円と現金

預金が増えている状況です。 

  ここで、これについてですけれども、今コロ

ナ禍でもあり、また物価高騰がひどいわけです。

そこの対策として、市民全体が大変なかなり光

熱水費の負担が上がってきております。ここで

こういう対策として、寒河江市では令和４年の

10月から、来月から３月まで今年度、上水道料

金の基本料金を全額免除だそうです。こうやっ

て市民生活を支えようと市独自でやっておりま

す。私は、この現金預金の状況から見ても、寒

河江市のように今市民の物価高騰対策、コロナ

禍での景気悪化、これに対して支援をすべきと

思いますが、市長はどう思いますか。 

今田浩徳委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後５時２８分 休憩 

     午後５時３８分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 水道事業ではありますけ

れども、先ほどの寒河江市の事例の件ありまし

たので、私のほうからお答えしたいと思います

けれども、寒河江市の水道事業の基本料金の免

除といいますか、その部分につきましては、新

型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交

付金を活用しましたエネルギー、食料品等の物

価高騰への対応ということであると認識してお

りますので、こちらにつきましてはまた別な形

で、これまでも委員御存じのとおりやってきて

おりますけれども、また追加で交付されるとい

う話もありますので、また別な形で対策を検討

してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 水道料金は、ほとんど

市民に渡るものになっております。考えてみれ

ば、市長や議員などのように高額と言われる方

は必要でないかもしれません。そういう意味で

は、全員でなくても所得税、どういう基準にす

ればいいか分かりませんが、とにかく比較的低

所得の方々に水道料金の基本料金が減額になる

となれば大変ありがたい内容になるだろうなと

喜ぶだろうなと思うんです。ぜひ検討をお願い

したい。この証明のやり方は、所得税申告の内

容などが分かればすぐできるという形で使える

ようにしていただきたいなと思いますが、もう

一度お願いします。 

今田浩徳委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後５時４０分 休憩 

     午後５時４１分 開議 
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今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

川又秀昭総合政策課長 委員長、川又秀昭。 

今田浩徳委員長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 新型コロナウイルス対応

の臨時交付金につきましては、水道料金への充

当という形ではなく、別な形で検討してまいり

たいと考えております。 

  以上でございます。 

今田浩徳委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第43号令和３年度新庄市水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については、原案のと

おり可決及び認定することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第43号は原案のとおり可決及び認定すべき

ものと決しました。 

 

 

議案第４４号令和３年度新庄市下

水道事業会計決算の認定について 

 

 

今田浩徳委員長 次に、議案第44号令和３年度新

庄市下水道事業会計決算の認定についてを議題

といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第44号令和３年度新庄市下水道事業会計

決算の認定については、原案のとおり認定する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第44号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

閉      議 

 

 

今田浩徳委員長 以上をもちまして、本決算特別

委員会に付託されました全ての案件についての

審査を終了いたしました。 

  ここで、決算特別委員長として御挨拶申し上

げます。 

  令和３年度決算の認定等７件の審査につきま

しては、不慣れな議事進行にもかかわらず、各

委員の活発な質疑の下に審査を終了することが

できました。委員の皆様、執行部の皆様の御協

力に感謝申し上げます。 

  執行部におかれましては、本委員会において

出された意見等につきまして十分精査され、今



 - 318 - 

後の市政運営、行政運営、事務事業の執行に最

大限生かされるよう要望いたします。 

  それでは、これをもちまして決算特別委員会

を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後５時４４分 閉議 

 

 

    決算特別委員会委員長 今 田 浩 徳 

 




